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公益社団法人 日本ホッケー協会 コンプライアンス規程 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「本協会」という。）における

コンプライアンスの推進を図るために必要な事項を定め、もって本協会の社会的信

用及び業務運営の公平・公正性の確保に資することを目的とし、同時に公益通報者

保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）に基づく本協会における

コンプライアンスの遵守を目的とする通報者の保護、コンプライアンスの遵守を目的

とする通報の処理、その他必要な事項を定める。 

（定義及び適用範囲） 

第２条 本規程において協会員とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

① 本協会又は本協会の加盟団体の会長、副会長、理事、監事、顧問等 その他役職、

評議員、正会員、委員又は部員（以下「役員等」という）

② 本協会又は本協会の加盟団体の職員

③ 本協会に登録した指導者又はスタッフ

④ 本協会に登録した競技者

⑤ 本協会に登録したチーム

⑥ 本協会に登録した競技役員

２ 本規程においてコンプライアンスとは、本協会の協会員が業務遂行において法令及

び本協会の倫理規程その他の諸規程等を遵守し、高い倫理観に基づき良識をもって行

動することをいう。 

（協会員の責務） 

第３条 協会員は、本協会におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、本協会の

理念並びに目的に基づき、公平かつ公正な職務遂行又は競技活動に努めなければなら

ない。 

（管理者等の責務） 

第４条 本協会の業務又は競技活動において管理又は指導する立場にある者は、自己の

管理又は指導する部門・部署・大会・チームにおいて、コンプライアンスの推進が図

られるよう努めなければならない。 
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第二章 管理体制 

（コンプライアンス推進部）

第５条 本協会におけるコンプライアンス体制の推進を図り、公平公正な職務の遂行を

確保するため、法務・コンプライアンス部（以下「コンプライアンス部」という。）

を置く。 

（推進部の任務） 

第６条 コンプライアンス部の任務は、次の各号に掲げる事項とし、コーポレート本部

の承認を得て実施する。 

⑴ コンプライアンスの推進に関する基本方針の策定

⑵ コンプライアンスに係る啓発及び教育研修

⑶ コンプライアンスに反する事案の把握及び再発防止策の策定と実施

⑷ リスク管理に関する事項

⑸ その他コンプライアンスの推進及びリスク管理に関する必要な事項

（リスク管理）

第７条 推進部は、本協会におけるリスク管理としてリスクの事前評価、予防及びリス

クが現実化した場合の緊急時及びその後の対応をあらかじめ検討し、本協会の協会員全

体でリスクを軽減する取り組みを推進し、本協会に対する社会的信用を保持する

よう努めなければならない。 

２ 協会員は、コンプライアンス部の任務を尊重し、前項の活動に協力しなければなら

ない。 

第三章 通報対応体制等 

（コンプライアンス通報）

第８条 コンプライアンスに関する通報は、法令若しくは本協会の規則・規程等に違反

し若しくは違反するおそれのある行為、又は本協会若しくは協会員等の社会的信用を

失わせ若しくは失わせるおそれのある行為がある場合に、これを発見した協会員が行

うことができる。 

２ 通報の方法、窓口、及び対応の流れは、別紙１ 「公益社団法人日本ホッケー協会通

報相談窓口利用案内」及び別紙２「対応の流れ」に記載するものとする。 

３ 協会員は、他人の誹謗中傷その他不正な目的の通報や通報に関する相談、及び虚偽

の通報や相談等の本規程第１条に定める目的外の不正な通報を行ってはならない。  
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（通報窓口） 

第９条 本協会におけるコンプライアンスに関する通報及び相談に対応するため、通報

窓口を本協会事務局内に設置する。 

（通報対応体制の周知、運用の確認及び報告） 

第１０条 コンプライアンス部は、通報窓口、コンプライアンス通報及びコンプライア

ンス通報に関する相談の方法その他必要な事項を協会員に周知する。

２ コンプライアンス部は、コンプライアンス通報及び相談への対応状況並びに事案の

処理状況等について定期的に確認し、コーポレート本部長と連携し、理事会に報告す

る。 

（コンプライアンス通報への対応）

第１１条 事務局は、通報窓口においてコンプライアンス通報を受けたときは、速やか

にコンプライアンス部長に報告するものとする。 

２ 事務局は、コンプライアンス通報の内容について、倫理規程第３条の規律違反行為

に該当するおそれがあり、かつ、事実の調査を行う必要があると思料するときは、当

該通報者に対し、同規程第８条第１項の事実調査請求を案内するものとする。 

３ 通報窓口の職員以外の本協会の役員又は職員が、コンプライアンス通報を受けたと

きは、速やかに通報窓口に連絡し、又は当該通報者に対し通報窓口にコンプライアン

ス通報するように助言しなければならない。

（関係者の守秘義務） 

第１２条 推進部、事務局その他通報手続の関係者は、職務上知り得た秘密を漏らして

はならない。また、通報手続の関係者でなくなった後も、同様とする。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１３条 本協会は、コンプライアンス通報又はその通報に関する相談をしたことを理

由として、当該コンプライアンス通報又はその通報に関する相談をした者及び調査に

協力した者に対しいかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。 

（平成３０年１１月１０日制定） 

  この規程は令和５年４月１日から施行する。 

（改正）令和６年３月２０日 

以 上 
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公益社団法人日本ホッケー協会通報相談窓口利用案内 

１．目的 

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが国民の権利であることは、スポーツ基

本法にも明記されています。 

そこで、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」といいます。）は、スポーツの場に

おける暴力行為を含むパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、その他の組織的また

は個人的な不当な行為等の早期発見、是正及び再発の防止に努め、もって、スポーツを行う

者の権利を保護し、公正な環境のもとでスポーツに親しむ機会を確保するために、下記のと

おり JHA 通報相談窓口を設置致します。 

２．通報相談窓口 

公益社団法人日本ホッケー協会 事務局長 

＜連絡先＞  〒160-0013 

東京都新宿区霞ヶ丘 4 番 2 号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 

電 話：03-6812-9200    FAX：03-6812-9210 

電話対応時間：平日 11 時~15 時 

電子メール： compliance@japan-hockey.org 

※事務局長が不在の際は、上記事務所の他の職員が対応する場合がありま

す。

※通報に関する関係者の情報は守秘義務により守られ、また、通報により

不利益な取り扱いをされることは禁止されております。

※匿名による通報は、対応しかねる場合もあることをあらかじめご了承く

ださい。

３．その他 

JHA 通報相談窓口は、「公益社団法人日本ホッケー協会倫理規程」「公益社団法人日本ホッ

ケー協会コンプライアンス規程」に基づいて運用されています。

2024 年 3月 20 日時点 
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事実調査不相当 

処分意見の提出 

事実調査の結果の提出 

事実調査の嘱託 

報告 

事実調査請求 

事実調査請求 

の案内 

通報 １ 

１ 

３ 

２ 

３ 

４ 

２’ 

不処分 

処  分 

or 

不処分
５ 

法務・コンプライアンス

対 応 の 流 れ 

■ コンプライアンス通報

■ 事実調査請求（規律違反行為の通報）

協 会 員

事務局

倫理委員会

倫理委員会

調査部

会長

２ 
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倫理規程

主要改訂箇所
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公益社団法人 日本ホッケー協会 倫理規程 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「本協会」という。）の役員及

び職員並びにホッケー競技関係者の倫理に関する基本となるべき事項を定めるとと

もに、本協会の事業運営及びホッケー競技関係者の清廉性に対する疑惑や不信を招く

ような行為の防止を図り、もって本協会及びホッケー競技に対する社会的な信頼を確

保することを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 本規程は、以下に定める者（以下「協会員」という。）に適用する。 

① 本協会又は本協会の加盟団体の会長、副会長、理事、監事、顧問等その他役職、 

評議員、正会員、委員又は部員（以下「役員等」という）

② 本協会又は本協会の加盟団体の職員

③ 本協会に登録した指導者又はスタッフ

④ 本協会に登録した競技者

⑤ 本協会に登録したチーム

⑥ 本協会に登録した競技役員

（協会員の基本的責務） 

第３条 協会員は、第１条の目的を達成するため、法令及び本協会の規程を遵守し、職

務又は競技活動に公正かつ誠実に務めるものとする。 

第二章 規律違反行為と処分の内容 

（規律違反行為） 

第４条 規律違反行為とは、協会員の行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

① 他者に対する暴力、暴言、差別的言動、いじめ、強要又はパワー・ハラスメン

ト等の粗暴行為

② 競技又は指導上の必要を欠いた身体的接触、性的な言動、つきまとい、交際の強

要又はセクシュアル・ハラスメント等の行為

③ 本協会又は本協会の加盟団体を含む他者の名誉又は信用を毀損する行為
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④ 方法の如何を問わず、また直接か間接かを問わず、競技結果に影響を及ぼす恐れ

のある不正行為に関与する行為

⑤ 競技会等の円滑な運営又は施設管理を妨げる行為

⑥ 大会又は法令で禁止されている薬物の不当な所持、使用又は取引に関与する行為

⑦ 競技力の向上の観点から、明らかに必要性又は相当性を欠く指導

⑧ その職務に関する不正な利益の授受又はその申込み行為

⑨ 補助金等の不正受給、脱税、その他不正な経理に関与する行為

⑩ 反社会的勢力（暴力団や暴力団員、その準構成員、暴力団関係企業やこれらに準

じる者）と関係を持つ行為

⑪ 法令若しくは本協会の定める諸規程に違反し、又は本協会の指示、命令若しくは

調査を拒む行為

⑫ 本協会、加盟団体又は協会員の品位を害する行為

２ 本規程のほか、ホッケー競技の大会における規律違反行為の詳細については、ホッ

ケー競技運営規程に定める。

（処分） 

第５条 本協会は、規律違反行為を行った協会員に対して、規律違反行為の内容・程度

及び情状に応じ、以下の処分を行うことができる。 

(1) 役員等に対する処分の種類

① 注  意：注意を行い戒める。 

② 厳重注意：厳重に注意を行い戒める。

③ 降 格：下位の役職へ移行させる。 

④ 諭旨辞職：諭旨により辞職願いを提出させる。

⑤ 解 任：任を解く。なお、本協会の理事・監事にあっては定款第 29 条に基づ

き役員の任を解く。 

⑵ 職員に対する処分の種類

① 注  意：注意を行い戒める。 

② 厳重注意：厳重に注意を行い戒める。

③ 減 給：報酬又は給与を減額する。 

④ 出勤停止：一定期間出勤を停止し、その期間中、報酬又は給与を支払わない。

⑤ 降 格：下位の資格・職位等へ移行させる。 

⑥ 諭旨退職：諭旨により退職願いを提出させる。

⑦ 懲戒解雇：予告期間を設けることなく即時に免職（解雇）とする。

⑶ 指導者、競技者、スタッフ、チーム又は競技役員に対する処分の種類

① 注   意：注意を行い戒める。 
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② 厳重注意：厳重に注意を行い戒める。 

③ 登録停止：一定期間、本協会の登録者としての資格を停止する。 

④ 登録抹消：永久に本協会の登録者としての資格を剥奪する。 

２ 本協会は、前項の処分に代えて、又は前項の処分と併せて、一定期間のボランティ

ア活動への従事、書面による反省文の提出その他必要な措置を課すことができる。 

３ ホッケー競技の大会における規律違反行為に対する処分については、原則としてホ 

ッケー競技運営規程が本規程に優先して適用されるものとする。 

 

第三章 倫理委員会及び調査部 

 

（倫理委員会の構成） 

第６条 倫理委員会は、３名以上の委員で構成するものとし、うち１名以上は法律に精

通した有識者を選任するものとする。 

２ 倫理委員会の委員長は、倫理委員会委員の中から１名を選任する。 

 

（調査部） 

第７条 本協会における迅速かつ公平公正な調査を確保するため、調査部を置く。 

２ 調査部は、前項の任務のために独立した部署とし、他の全ての部署又は委員会等か

ら何らの指揮命令又は影響を受けない。 

 

第四章 事実調査及び処分審査 

 

（処分の原則） 

第８条 本協会の協会員は、規律違反行為と疑われる事案があると思料するときは、倫

理委員会に対して、書面をもって事実の調査を行うよう請求（以下「事実調査

請求」という。）することができる。 

2 倫理委員会は、前項の事実調査請求があった場合において、明らかに規律違反行為と

疑われる事案が存在しないと認める場合その他調査を不相当とする特段の事情が存

する場合は、事実調査を開始しない旨の決定を行うことができる。この場合には、事

務局は、事実調査請求者に対して、当該決定を通知しなければならない。 

 

（事案解明のための調査） 

第９条 倫理委員会は、前条第１項の事実調査請求を受けた後、前条第２項の場合を除

き、速やかに調査部に事実の調査を嘱託する。 

２ 調査部は、本協会、処分対象者又はその他関係者に対して、事案の解明のために、

12



事実関係について説明及び証拠資料の提出を求め、又は現地調査をすることができる。 

３ 協会員は、調査部の任務を尊重し、前項の調査に協力しなければならない。 

（倫理委員会の処分審査） 

第１０条 前条第１項の事実の調査が行われた場合、倫理委員会は、当該調査結果に基 

づき、中立、公正かつ迅速に審査（以下「処分審査」という。）し、処分意見

を作成する。 

２ 倫理委員会の処分審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

３ 当該事案に何らかの形で関与したことがある委員及び当該事案に利害関係を有する

委員は、当該事案の審査に加わることができない。 

４ 当該事案に関し審査に加わることができる委員数が３名に満たない場合には、本協

会は、審査に加わることができる委員数が３名以上となるまで、特別委員（当該事

案限りの委員のことをいう。）を選任しなければならない。 

（意見陳述の手続） 

第１１条 倫理委員会は、次の各号の区分に従い、処分対象者に対して、当該各号に定

める意見陳述のための手続を執らなければならない。 

① 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 解任、懲戒解雇又は登録抹消の処分をしようとするとき

ロ イに掲げる場合以外の場合であって倫理委員会が相当と認めるとき

② 前号イから口までのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

第五章 処分の手続 

（処分の決定及び通知） 

第１２条 本協会は、第１０条第１項の処分意見を参考に、処分を決定する。 

２ 本協会は、処分対象者に対して、書面をもって処分決定を通知する。 

３ 前項の処分決定の通知には次の事項を明記しなければならない。 

① 処分対象者

② 処分対象行為

③ 処分の内容

④ 処分の理由

⑤ 処分の年月日

⑥ 処分決定に不服がある場合には、処分対象者は公益財団法人日本スポーツ仲裁機
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構に対して本協会の行った処分決定の取消しを求めて仲裁の申立てを行うこと

ができる旨 

４ 処分決定がなされた場合、事務局は、遅滞なく、事実調査請求者に対して、処分の

経過を通知しなければならない。 

５ 事務局は、前項の通知をするときは、処分対象者又は調査に協力した者等の名誉、

プライバシー等を不当に侵害することのないように配慮しなければならない。 

（処分決定の効力） 

第１３条 処分決定は、前条第２項の通知が処分対象者に到達した時に効力を生じる。 

2 第１８条第１頂の仲裁申立てがあった場合でも、本協会又は公益財団法人日本スポ
ーツ仲裁機構により、処分決定の取消し若しくは変更がなされ、又は処分決定の効力

が停止されるまでの間、処分決定は効力を失わない。 

（処分の取消し・変更・効力の停止） 

第１４条 本協会は、処分決定後、処分内容の取消し、変更又は効力の停止をすること 

ができる。ただし、処分の変更は、より軽い処分とする場合に限る。 

2 本協会は、前項の処分の取消し、変更又は効力の停止をした場合は、処分対象者に対

し、書面をもってこれを通知する。 

（仮処分） 

第１５条 本協会は、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、倫理委 

員会の承認を得て、第８条ないし第１１条の手続を経ることなく、仮に処分

を決定することができる。 

２ 本協会は、前項の決定をした後は、速やかに第８条ないし第１２条の手続を経なけ

ればならない。 

３ 第１３条及び前条の規定は、第１項の決定に準用する。 

（関係者の守秘義務） 

第１６条 倫理委員会、事務局、調査部その他調査又は処分手続の関係者は、職務上知 

り得た秘密を漏らしてはならない。また、調査又は処分手続の関係者でなく

なった後も、同様とする。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１７条 本協会は、事実調査請求又はその請求に関する相談若しくは協力をしたこと 

を理由として、当該事実調査請求者又はその通報に関する相談若しくは協力

14



した者に対しいかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。 

 

第六章 不服申立 

 

（処分決定に対する不服申立） 

第１８条 第１２条第１項の処分決定等に不服がある場合には、処分対象者は公益財団 

法人日本スポーツ仲裁機構に対して本協会の行った処分決定の取り消しを求

めて仲裁の申立てを行うことができる。 

2 処分対象者は、前項の公益財団法人日本スポーツ仲裁機構への仲裁申立を除き、処分

決定に対して不服を申し立てることができない。 

3 本協会は、第１項の申立てをしたことを理由として、処分対象者に対して処分決定以

外の不利益な取扱をしてはならない。 

 

（ホッケー競技運営規程に基づく処分に対する不服申立） 

第１９条 ホッケー競技の大会における規律違反行為について、ホッケー競技運営規程 

に基づく処分（以下「原処分」という。）がなされた場合、原処分を受けた協

会員は、倫理委員会に対し、原処分の取消し又は変更を求めて不服を申し立

てることができる。 

２ 倫理委員会は、原処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に限り、原処分を取消し又

は変更するものとする。 

３ 第８条ないし第１０条、第１２条ないし第１４条及び第１６条ないし第１８条の規

定は、前２項の不服申立手続に準用する。 

 

第七章 附則 

 

（施行日） 

第２０条 本規程は、平成３０年１１月１１日より施行する。 

  

（改正） 令和元年５月１８日改正 

（改正） 令和３年１０月２５日改正 

（改正） 令和４年６月１１日改正 

（改正） 令和５年４月１日改正 

（改正） 令和６年３月２０日改正 
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競技運営規程

2026.4.1 改訂 

主要改訂箇所
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序文 目的 

1 大会適用規程 

2 大会競技役員 

3 参加申込 

4 チーム代表者会議 

5 スターティングリスト（試合のチーム構成） 

6 チームの服装、装具、カラー 

7 試合時間 

8 プレイヤーの交代 

9 フィールドへの入場 

10 試合の中断 

11 メディカルデータ 

12 公式試合記録 

13 棄権・失格 

14 サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア 

15 行動規範と処罰 

16 抗議 

17 アピールジュリー 

18 アピールジュリー制度の運用 

19 アンチ・ドーピング 

20 想定外の事態 

21 その他 

APPENDICES 

付属書1 ホッケー競技規則に優先する事項 

付属書2 リーグ戦での順位決定方法 
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2024年度の国内大会で実施するレギュレーション一覧
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序文 目的 

本規程は、ホッケーの大会が公正かつ安全に滞りなく行われ、チーム関係者、観客、運営者、競技役員等の大会に関

わるすべての人々がホッケー競技を通じて、心身の健全な発達、健康の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心そ

の他の精神の涵養等を享受し、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進するものである。 

 

1.  大会適用規則 

1.1 本規程は日本国内で行われるすべての公式試合に適用される。試合は大会開始日に有効なホッケー競技規則と本競技

運営規程に則って行われる。本規程の付属書による変更がある場合には、その変更を優先させ、本規程として扱う。た

だし、国際大会については、本規程の適用外とする。 

1.2 大会開催にあたり本規程を補完する大会運営規程を定めることができる。大会運営規程と本規程の定める内容が競合

する場合は、大会運営規程を優先させるが、大会運営規程は、大会開始前までに主催者または共催者の承認を得なけれ

ばならない。 

1.3  チーム代表者会議でチーム代表者とTDで合意が得られた事項は本規程に優先する。 

1.4  リーグ戦の場合の順位決定方式は付属書2に規定する。 

1.5  本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）のウェブサイトに公表される。本規程の改訂時には

各都道府県協会および関係団体に通知される。 

1.6  行動規範（付属書4）は、競技に参加する者がホッケー競技への自覚と責任を持つために制定され、適用される。 

1.7  公式試合とは、JHA、ブロック協会、都道府県協会、ホッケージャパンリーグ、日本社会人ホッケー連盟、日本学生ホ

ッケー連盟およびその傘下団体のブロック学生連盟、全国高等学校体育連盟およびその傘下団体のブロック・都道府県

高等学校体育連盟が主催または共催する大会でホッケー競技規則（6人制、インドア含む）に基づき実施される試合を

いう。 

1.8  JHAが主催または共催する大会（以下、「全国大会」という）の期日、開催地はあらかじめJHA理事会の承認を得なけ

ればならない。 

 

2.  大会競技役員 

2.1 全国大会および国民体育大会ブロック大会のテクニカルデリゲート（以下、「TD」という）、アンパイアマネージャー

（以下、「UM」という）はJHAが指名する。TDは本規程の定める範囲における大会運営に関わるJHAとしての全

権限と決定権を有する。 

2.2  TDは大会の競技役員としてJHAが指名した者の中から、各試合のアンパイア（サジェスションアンパイア、ビデオ

アンパイアを含む）、テクニカルオフィサー（以下、「TO」という）、ジャッジ（以下、「JG」という）を以下の条件に

基づき指名する。 

a  TO、アンパイアの出身チームが行う試合に指名できない（可能な限り他の競技役員についてもこの原則が適用される）。 

b  参加チームのプレイヤー、役員を大会の競技役員に指名することはできない。但し、６人制の大会及びマスターズジャ

パンカップにおける競技役員を除く 

2.3  TDは、全参加者が行動規範を確実に遵守するようにしなければならない。そのための行動規範、関係する規程に基づ

く必要な措置を行う権限を有する。 

2.4 TD は、JHA 事業本部競技運営部長の同意のもとTD 権限の全部または一部を必要な期間中、TO またはUM の誰か

に委譲することができる。 

 

3.    参加申込 

3.1 参加チームは別途定められた期日までに大会参加申込書をJHAと大会実行委員会（大会主管者）の両方に提出しなけ

ればならない。 

3.2 大会参加申込書に記載されている者は大会参加申込書の提出により、大会運営規程等のJHAが定める規程に従うこと

に同意したものとする。 

3.3 すべてのプレイヤーは、1 から 99 までの数字をつけた背番号により識別され、この数字は大会を通じて同じでなくて

はならない。 
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3.4 大会参加申込書には以下の項目が含まれていなくてはならない。 

a 最大30名までのプレイヤーの氏名とその背番号。 

b 監督の氏名。監督は、ヘッドコーチ等他のチームスタッフとは兼務できない。チームスタッフとは大会参加申込書に記

載されている者のうちプレイヤーを除いた者を指す。 

c  プレイヤーおよびチームスタッフ全員のJHA登録番号。 

d  ベンチに入ることを希望するヘッドコーチ、アシスタントコーチ（複数名可）、フィジオセラピスト、ドクター、部長、

監督代行、その他チームスタッフ等（参加申込時に登録できる最大人数については、別途大会運営規程にて定める）が

いればその氏名。フィジオセラピストまたはドクターの代わりに手当てする者を登録することができる。手当てする者

は、大会開始日に20歳以上でなければならない。 

e  JHAユニフォーム規程に基づくフィールドプレイヤーのファーストおよびセカンドユニフォームの色。 

f  JHAユニフォーム規程に基づくゴールキーパー（以下、「GK」という）のファーストおよびセカンドユニフォームの

色。 

3.5 JHAは、参加申込書に記載されているプレイヤーの大会参加資格要件（所属、年齢等）およびJHAの登録システム上

の登録内容の確認をいつでも行うことができる。正当な理由がなく確認を拒否もしくは受けなかったプレイヤー及び

チームスタッフは、当該大会には参加できない。さらに、JHA は当該プレイヤー、チームスタッフ、所属チーム、関

係機関に対する追加の制裁措置を行うことがある。参加申込書に記載されるプレイヤーおよびチームスタッフは、大会

開始時点で有効な会員証を提示できる状態になければならない。 

3.6 同じ会場で別の大会が同時に開催される場合、監督は別のチームの監督を兼務することはできない。 

3.7 大会主管者（実行委員会）はチーム代表者会議までに大会参加申込書のコピーをTDに提出しなければならない。 

3.8 大会参加申込書の記載内容の変更は、チーム代表者会議までに監督が大会主管者（実行委員会）に電子メールで、大会

主管者およびJHA （info@japan-hockey.org）の両方に通知しなければならない。文書にて通知する場合は、大会主

管者の指示に従い提出しなければならない。チーム代表者会議が開催されない場合は、大会最初の試合が行われる日の

前日の正午を期限とする。大会主管者が別途期限を定めている場合はそれを期限とする。この期限以後の変更は認めら

れない。 

3.9 参加チームが出場を辞退した場合、補欠チームの参加については、主催者が決定する権限を有する。決定後、速やかに

他の参加チーム、メディアに通知されなければならない。 

4. チーム代表者会議

4.1  監督とチームの代表者の合計2名は、大会開始前にTDが開催するチーム代表者会議に出席しなければならない。2名

は大会参加申込書に記載された者でなければならない。 

4.2  監督はチーム代表者会議またはTDが指定した会議に以下のものを持参しなければならない。 

a  フィールドプレイヤーとGKのファーストとセカンドユニフォームのサンプル。 

b  試合に用いる用具（スティック、GKのヘッドギア、ハンドプロテクター、レガード、キッカーズ、フィールドプレイ

ヤーが装着するフェイスマスク、ハンドプロテクター等の防具）。TD により用具の点検は試合前等の他の機会に行う

と決定された場合を除く。 

c  参加者全員のJHA 会員証（紙または電子による）。TD により会員証の確認を他の機会に行うと決定された場合を除

く。 

d  JHA行動規範確認書。（電子メールによるPDFでの提出を原則とする、また大会実施要項に下記の記載がある場合を

除く） 

「参加者（チーム、競技役員、大会関係者）は、（公社）日本ホッケー協会が定める諸規程を熟知し、その内容に

同意の上、「行動規範確認書」を提出したものとみなします。違反した場合には、懲戒処分を受ける可能性があり、

参加者は、自身の言動について責任を負うものとします。] 

4.3  やむを得ず監督が出席できない場合は、TDの承認により代理者を出席させることができる。ただし、代理者は参加申

込書に記載された者でなければならない。 

4.4  正当な理由なく出席しなかったチームに対し、TDは制裁措置を行うことがある。 

4.5 チーム代表者会議はTD及び大会主管者（実行委員会）の判断に基づきオンラインによって開催される。その場合は事

前にチーム代表者にオンラインで開催する旨が通知される。 

  a オンラインでの開催の際に出席者は、出席者の音声と映像がTDから確認できる環境で参加しなければならない 

  b TDが事前に指示した場合を除き、試合に用いる用具及びJHA会員証を準備する必要はない。 
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5. スターティングリスト（試合のチーム構成）

5.1 チームは試合毎に大会参加申込書にプレイヤーとして登録された最大 30 名の中から、最大 18 名までのプレイヤーを

試合に出場させることができる。出場させるプレイヤーは試合毎に異なっていてよい。プレイヤーがTDによって出場

停止処分を受けた場合には、その試合での出場可能プレイヤー数は出場停止処分を受けた人数分だけ少なくなる。 

5.2 チーム代表者会議でTDが指定した方法（6人制の大会を除き、電子メールによる提出を原則とする）で指定された期

限までに監督は以下を記載したスターティングリストを提出しなくてはならない。 

a 試合に先発する11名のプレイヤー。 

b 試合開始時にチームベンチに座る 7 名までのプレイヤー（出場停止者がいる場合は、その氏名を記載し、「S」と印を

つける）。 

c  試合のキャプテンとGK。 

d  試合の監督。監督がやむを得ない理由により不在の場合は、監督を代行する者の氏名。その場合は、あらかじめTDの

許可を受けなければならない。監督を代行する者は、大会参加申込書に記載された者でなければならない。 

e 試合のコーチ（ヘッドコーチまたはアシスタントコーチから1名が指名される）。 

f  チーム医療スタッフ（フィジオまたはドクターの最大2名）。チーム医療スタッフが不在の場合には、手当てする者を

チーム医療スタッフの代わりとして最大2名。手当てする者には、試合に出場する最大18名のプレイヤーと監督を除

く者（プレイヤーを含む）を指名できるが、大会開始日に20歳以上の者でなければならない。 

g  その他、大会参加申込書に記載されたチームスタッフ1名（役職は問わない。ただし、医療スタッフは除く）。 

h  試合で着用するユニフォームの色。 

5.3 スターティングリストに記載される者は、大会参加申込書に名前が記載されている者の中からのみ行うことができる。

ただしTDにより、その試合への出場停止処分を受けた者は除く。 

5.4 指名されたプレイヤーが試合開始前の練習中にプレイできない状態になった場合には、大会参加申込書記載のプレイ

ヤーの中から変更することができる。監督はTO にこの旨を伝えなくてはならず、TO はこれを対戦相手の監督やメデ 
ィアに伝える。 

6. チームの服装、装具、カラー

6.1  TDは、各試合でのフィールドプレイヤーとGKが着用するユニフォームを指定する権限を有する。

6.2 試合中にプレイヤーが着用するその他の衣類は着用しているユニフォームと同じ色でなければならない。ヘッドバン

ド及び汗止めのリストバンドは相手チームのユニフォームと違う単色（但し蛍光色は除く）であればよい。 

6.3 試合中にウォームアップする交代プレイヤーは、両チームのカラーとは異なる色のビブス等の服装を身につけなくて

はならない。 

6.4  試合を行うチームは、試合会場にファーストおよびセカンドの両方のユニフォームを持参しなければならない。また、

それぞれ 2 セットの背番号の付いていないフィールドプレイヤー用ユニフォームと、背番号として使える素材を準備

しておき、血で汚れたユニフォームを着替えるなどの事態に備えなければならない。 

6.5 試合の間、全プレイヤーのユニフォームは揃っていて、整然としていなくてはならない。 

6.6 フィールドプレイヤーは、 

a  試合中は常にソックスの内側で膝より下にすねあてを着用しなければならない。 

b  試合中は常にマウスピースを着用しなければならない。ただし、ゴールキーパーは着用を推奨する。 

 （スポーツ少年団ならびにマスターズの大会については、装着を強く推奨する。） 

 c ユニフォームの内側で外面から見えない状態であれば、体を守るための装具を装着してもよい。膝あてはソックスの外

側に装着してもよい。ただし、TO によって危険と判断されるものは装着できない。 

d  TD の許可により、医学上の理由による装具を装着できる。 

6.7 フィールド上のプレイヤーは受信装置を装着または使用してはならない。また、TO が危険と判断されるものを装着し

てはならない。 

6.8 試合で使用するスティックは、競技規則に記載の仕様に適合し、JHA が認めるスティックシールが添付されていなけ

ればならない。 

6.9 ペナルティコーナー守備時に使用できる保護用手袋の大きさは、圧縮しない状態で長さ290mm、幅180mm、厚さ110mm 以
内とする。 
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6.10 帽子の着用は認められない。ただし炎天下や大会に応じ、TDの事前の許可に基づき着用できる場合がある。着用可否

については、大会の状況、チーム内の統一性や両チームのユニフォームの色との対称性を考慮してTDが判断する。中

学生以下の大会についてはTDの許可を得ずに着用を認める（ただし、TDには状況に応じて着用を認めない権限があ

る）。 

6.11 喪章はTDの事前の許可に基づき着用できる。その際はプレイヤー全員（GKを除く）が同一箇所に着用しなければな

らない。 

7. 試合時間

7.1 アンパイアが試合を開始・再開し、中断・再開ごとにテクニカルオフィシャルに合図をする。

7.2 試合時間の管理はテクニカルオフィシャルが行い、各クォーターの終了の合図を行う責任がある。ただし、競技規則に

規定された各クォーター終了時にペナルティコーナーの完遂のための競技時間の延長時は、アンパイアが各クォータ

ーの終了の合図をする。 

7.3 試合が引き分けで終了した場合に、勝者を決定する必要がある場合は、付属書3に規定するシュートアウト戦を行い、

勝者を決定する。 

8. プレイヤーの交代

8.1  交代は競技規則に従い、公式試合記録に記載されたプレイヤーの中から行う。

8.2  交代はTOが管理する。

8.3  交代でフィールドを退出したプレイヤーは直ちにチームベンチに戻らなければならない。

8.4  監督はプレイヤーが適切に交代を行うことに責任を負う。

9. フィールドへの入場

9.1 コーチは、試合の競技時間中はいかなる状況下でもフィールドに入場することはできない。ただしシュートアウト戦実

施中は入場することができる。 

9.2 ベンチに入る者は競技中断中も含め、ベンチに着席していなければならない。ただしTOまたはアンパイアの指示があ

った場合は除く。交代プレイヤーはTOが指定した場所でウォームアップをするためにベンチを離れることができる。

医療スタッフ(手当てする者を含む)はチームベンチの端でプレイヤーを手当てするために席を離れることができる。 

9.3 監督はベンチにいる全員の行動に対して責任をもつ。監督またはコーチはコーチングのためにコーチングエリア（設定

されている場合）に入ることができる。ただし、2名以上が同時にコーチングエリアに入ることはできない。 

9.4 医療スタッフ(手当てする者を含む)は試合中、プレイヤーの手当の業務に専従し、試合時間中（インターバル及びハー

フタイムを含む）にフィールド及びベンチ内においてコーチングを行うことはできない。コーチングを行っていること

をTO が認めた場合、TO は監督に対して警告を行う。 
9.5 チームベンチにいるチームスタッフ、プレイヤーの言動は、競技役員、アンパイア、相手チームのプレイヤーに対する

ものであってはならない。 

9.6 監督がTO から警告を受けてもなお、チームベンチでの行動に違反があった場合、TO は、この行為を行った人物に対

し、一時的または残りの試合時間中ベンチから退場させ、テクニカルテーブル後方またはロッカールームに止め置く権

限を持つ。試合後、TO はTD に経緯を報告し、TD は必要に応じてさらなる制裁措置を行う権限を持つ。 

9.7 フィールド上での負傷者（GK を除く）の治療は許されない。もしプレイヤーがフィールド上でプレー不能となった場
合、アンパイアは試合を中断し、処置が必要かどうかを判断する。ただし、医療スタッフが、医学的見地から必要と認

めた場合には、アンパイアの許可無しにフィールドに入場することができる。 

a アンパイアにより処置が必要と判断された場合は、医療スタッフの中から 1 名と監督の最大 2 名がフィールドに入場

することを認める。フィールドに入場している間、コーチングを行ってはならない。 

b  必要に応じてアンパイアはストレッチャーがフィールドに入場することを許可する。 

c フィールドに入場することを許可された者は、医療上の理由で動かすことが適切でない場合を除き、当該プレイヤーを

フィールドの外に出さなければならない。 

9.8 チームベンチから誰か（ストレッチャーを含む）がプレイヤーの手当のためにフィールド内に入場した場合には、 

a そのプレイヤーがフィールドプレイヤーである場合は、そのプレイヤーはフィールドを出てから競技時間で 2 分間以

上、チームベンチエリアに留まらなくてはならない。 

b  2分間の計測は、TOが行う。 

c  そのプレイヤーに対する交代はホッケー競技規則に基づき認められる。 

d ペナルティコーナーまたはペナルティストローク（リファーラルが行われた場合も含む）の直前に負傷したGK がフィ

ールド内で手当を受けたとしても、そのGK はフィールドから離れる必要は無い。 
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9.9 フィールドが血液で汚れた場合には、抗生物質耐性菌に対して効果的な非酸性表面洗浄剤を使って直ちに洗浄を行う。

これがない場合には、80%アルコール溶液を使用する。この洗浄作業中は試合を中断する。 

9.10 フィールド内で給水および摂食してはならない。試合中断中を含め、試合中に摂食するプレイヤーはフィールドを出

なくてはならない。GKはゴール直近のフィールドから出入りしてよい。 

9.11 チームスタッフとプレイヤーはハーフタイムの間、TOの許可によりフィールド周辺の競技エリアから離れることがで

きる。 

9.12 TDの指示があった場合は、すべてのプレイヤーとチームスタッフは試合終了後にミックスゾーンを通過しなければな

らない。 

9.13 コーチングはチームベンチ、コーチングエリアまたは競技場の指定されたエリアから監督またはコーチのみできる。 

 

10.   試合の中断 

10.1 アンパイアまたは TO が天候、フィールドのコンディション等の理由により試合を中断した場合には、以下の条件に

基づきできるだけ速やかに試合を再開するが、同じフィールド、同日とは限らない。 

a  試合は規定の競技時間を完了させなくてはならない。再開時のスコアは中断した時点のものとする。 

b  再開時には試合の中断はなかったもの見なし、8.に規定されるプレイヤー交代手順が適用される。 

 

11.   メディカルデータ 

11.1 JHAは、大会中の怪我に関する情報を収集することができる。これは、プレイヤーの安全と健康のために行われる。 

11.2 チームは情報収集に協力するものとする。集められた情報は統計的に処理される。 

 

12.   公式試合記録 

12.1 試合が終了した時点で公式試合記録がテクニカルテーブルで作成される。これは試合の要約であり、プレイヤー全員

とチームスタッフ、試合に指名された競技役員全員の氏名と試合結果を含む主要な統計値が記録される。 

12.2 両チームの監督は抗議を行う場合でも試合終了後１０分以内に公式試合記録に署名しなくてはならない。 

12.3 試合の競技役員は、両チームの監督が署名した公式試合記録に署名しなくてはならない。 

12.4 全員の署名が完了した後の記録の修正はできない。ただし、全員の署名完了後に記録内容の明らかな誤りが発見された

場合は、両チームの監督、TD、TO、アンパイアの6名全員の合意に基づきTDが修正できる。その際は、特記事項欄

に修正内容、修正日時を補記する。合意は口頭（電話）で求めることができる。 

 

13.   棄権・失格 

13.1 リーグ戦の場合 

a  公認される事由なく試合を棄権したチーム、試合拒否ないし試合を終了させることを拒否したチーム、公式試合記録

への署名を試合終了後１０分以内に完了しなかったチームは、大会を棄権したものと見なす。 

b  チームが上記の理由により棄権となった場合、 

ⅰ それまでにチームが行ったすべての試合、およびこれから行う予定だった試合について0－5の敗戦と記録される。 

ⅱ そのチームは失格とし、大会での順位は付与されない。 

ⅲ そのチームが所属するリーグ内の全チームの試合結果が修正されて、順位が決定される。 

ⅳ そのチームが行った試合のチーム記録（13.1.b ⅰの得点記録を除く）とプレイヤーの個人記録は有効となる。 

13.2 トーナメント戦の場合 

a  公認される事由なく試合を棄権したチーム、試合拒否ないし試合を終了させることを拒否したチーム、公式試合記録

への署名を試合終了後１０分以内に完了しなかったチームは、大会を棄権したものと見なす。 

b  チームが上記の理由により棄権となった場合 

ⅰ チームはその試合において0－5の敗戦とする。 

ⅱ  チームは失格とし、大会での順位は付与されない。 

ⅲ チームのそれまでの試合のチーム成績および個人記録は保持される。 

13.3 棄権が発生したタイミングに応じてTD は大会における順位決定方法を定める権限を有する。 

13.4 JHAは棄権したチームに対し更なる処罰を科す権限を有する。 

13.5 不可抗力の事象によって、試合を実施または完了できない場合、チームは棄権したものとみなされない 
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13.6 不可抗力の事象とは、予測不可能で避けがたく、チームによって回避不可能な事象であり以下を含むが、これらに限定

されない。 

a 自然災害（火事、爆発、地震、干ばつ、高潮、洪水など）。 

b 戦争、侵略、敵対国家の行為等。 

c 暴動、騒動、ストライキ、ロックアウト等 

d テロ行為; 

e 政府または政府当局の行為（法令、条例による移動制限等）。f コロナウィルス感染拡大防止に関連する、JHA、大会組

織委員会、自治体による規制（大会運営規程に明記されてる） 

14. サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア

14.1 サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア制度の運用方法については付属書6に規定する。

15. 行動規範と処罰

15.1 JHA行動規範はJHAが主催または共催する大会の競技役員を含めたすべての参加者に適用される。TDは、大会期間

中の競技役員の言動に責任を負う。監督は、大会期間中のチームスタッフ、プレイヤーの言動に責任を負う。 

15.2 本規程の付属書4で行動規範およびこれに関連するガイドラインを規定する。 

15.3 出場停止期間の決定については、大会終了までの残りの試合に限る必要はなく、大会終了後の試合を含んだ出場停止

処分を科すことができる。 

15.4 出場停止処分を受けた者は、出場停止処分を受けた試合が終了するまで、フィールド、テクニカルエリア（チームベン

チ、ビデオタワーを含む）に立ち入ることはできない。 

16. 抗議

16.1 試合終了後またはシュートアウト戦の後に試合に関する抗議を行う場合、監督は、

a  公式試合記録に署名する際に、署名のすぐ下に抗議の意向を直ちに記入しなくてはならない。 

b  抗議理由を文書にして試合終了またはシュートアウト戦終了後、３０分以内にTOに提出しなくてはならない。 

c  同時に5万円をTOに供託しなければならない。 

16.2 抗議が行われた場合、TOは直ちにTDに報告しなくてはならない。 

16.3 本規程の内容にかかわらず、試合中の判定に関する抗議は行うべきではないし、TDによって考慮されない可能性があ

る。 

16.4 チームは大会期間中のTDの決定（16.1に基づく抗議に対する裁定を除く）ないし本規程の適用についてTDに抗議

を行うことができる。その場合、監督は、 

a  抗議理由を文書にしたものを抗議の対象となる通知や公表が行われてから 30 分以内に TD に提出しなくてはならな

い。 

b  抗議文書と同時に5万円をTDに供託しなければならない。 

16.5 TDは抗議の提出から2時間以内に決定を下し、公表しなくてはならない。参加資格に関する疑義で調査が必要な場合

は、決定を保留できる。TDは決定直後に、抗議を行った監督に決定内容を直接伝えることが望ましい。 

16.6 監督は、TDが抗議に対する決定内容を伝える機会を作らなくてはならない。 

16.7 本規程の抗議手順が完全に遵守されなかった場合、抗議は却下される。 

16.8 抗議が正当なものと認められた場合には供託金は返還される。抗議が認められなかった場合でも、大会後のJHA事業

本部競技運営部の検証や新規認定事項に基づき、JHA 事業本部競技運営部長は供託金の全部または一部を後日返還す

ることがある。 

16.9 抗議が行われた場合、TDは経緯と決定内容についてJHA事業本部競技運営部長に速やかに報告しなければならない。 

16.10 抗議が行なわれた場合 

a. 当該試合終了後に予定されている表彰式、式典等は試合終了時点の結果に従い実施される。

b. 抗議を行っているチームは大会主催者の指示に従うこと。

c. 抗議が認められた場合、決定内容に従い後日改めて表彰等が行われることがある。
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17.   アピールジュリー 

17.1 アピールジュリーは日本国内では設置しない。 

 

18.   アピールジュリー制度の運用 

18.1 アピールジュリー制度は日本国内では採用しない。 

 

19.   アンチ・ドーピング 

19.1 ドーピング検査は、大会開始時点で施行されている日本アンチ・ドーピング規程に基づいて行われる。 

19.2 すべての公式試合がドーピング検査の対象となる。 

19.3 すべてのプレイヤーは試合後、ドーピング検査の対象となりえる。これには試合時間を通じてチームベンチにいたプ

レイヤーも含まれる。大会で1名のプレイヤーが2回以上のドーピング検査の対象となることがある。 

19.4 検査対象に選ばれたプレイヤーは、基準に合致する尿または血液検体を提出する前にシャワー、バス、アイスバス等に

入ってはならない。 

 

20.   想定外の事態 

20.1 本規程に記されていない事態が生じた場合、TDは必要な処置を決定する権限を有する。 

20.2 TDの決定（16.1に基づく抗議に対する決定を除く）により影響を受けたチームが抗議をする場合には、16.4に決め

られた手順で行わなくてはならない。 

 

21.   その他 

21.1 大会会場には自動体外式除細動器（AED）を設置しなければならない。 

21.2 TDの許可により、サイドラインから2m以上離れたチームベンチ前にコーチングエリアを設置することができる。 

21.3 6人制、インドアの試合による大会にも本競技運営規程が適用されるが、チームエントリー人数等の変更箇所は大会運

営規程に記載する。 

21.4 1.2 で定める大会運営規程は本規程からの変更および追加事項のみを記載したものを大会運営規程として定めること

を推奨する。 

21.5 本規程は、国際ホッケー連盟の競技運営規程（2023年10月改定）に基づき作成されたものである。国際ホッケー連盟

が行う規程の変更や国内の状況を踏まえてJHAは本規程を適宜変更する。その際は、1.5に基づき公表される。 

21.6 本規程は、2026年4月1日に改定され効力を有する。 
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付属書 1 ホッケー競技規則に優先する項目 

付属書1に規定する以下の項目は、ホッケー競技規則に優先する。 

1. チームキャプテン

1.1 キャプテンはアームバンドかそれに類するものを上腕部、肩、ソックスの上部のいずれかに身につけなければならな

い。アームバンドかそれに類するものは、単色のはっきりと認識の出来る色（黒以外）でなければならない

2. 試合時間

2.1 試合は、15分間の4クォーターと10分間のハーフタイムからなる（クォーター制）。ただし、ハーフタイムの時間は、

大会運営規程で変更して良い。クォーター制の実施方法は下記のとおりとする。 

a  試合は、15分間の4クォーターからなる。 

b 第 1クォーターと第 3クォーターの終了後に 2 分間のインターバルを設ける。その間は、チームはフィールドから離

れてはならない。チームの準備ができていなくても、2分経過と同時に試合を再開する。プレイヤーから見える位置に

時間の経過が明示される設備（デジタルタイマー等）が設置されなければならない。タイマーがない場合は、審判員ま

たはTOから競技再開時間が近づいていることを適切なタイミングでチームに伝える。 

c 第2クォーター終了後に10分間のハーフタイムを設ける。その間、チームはTOの許可によりフィールドおよびテク

ニカルエリアを離れても良い。チームの準備ができていなくても、10 分経過と同時に試合を再開する。プレイヤーか

ら見える位置に時間の経過が明示される設備（デジタルタイマー等）が設置されなければならない。タイマーがない場

合は、審判員またはTOから競技再開時間が近づいていることを適切なタイミングでチームに伝える。 

d 第 1クォーターでセンターパスを行ったチームが第 2 クォーターのセンターパスを行う。第 1 クォーターでセンター

パスを行わなかったチームが第3クォーターと第4クォーターのセンターパスを行う。 

e 各クォーター終了時間は、ペナルティコーナー、引き続いてのペナルティコーナーおよびペナルティストロークを完遂

するために引き延ばされる。 

f  ペナルティコーナーが与えられたとき、競技時間は停止され、ペナルティコーナーの準備のために40秒間（リファー

ラルが行われた場合を除く）が与えられる。ペナルティコーナーの開始の際はアンパイアが笛を吹き、この合図をもっ

て競技時間の計時を再開する。両チームの準備ができていれば40秒経過を待たずにアンパイアは笛を吹いてペナルテ

ィコーナーの開始の合図を行う。 

g  連続して与えられたペナルティコーナーとリファーラルが行われた後のペナルティコーナー時には競技時間は停止さ

れるが、チームに40秒間が与えられたものではなく、アンパイアはできるだけ速やかにペナルティコーナーを開始し

なければならない。 

h  上記 f、gにおける時間停止は、大会の規模や試合の種類に応じて採用しなくても良い（ノンストップ方式）。また、TD

は試合ごとに採否を変更する権限を有する。ただし、採否についてはチーム代表者会議までに決定され、参加チームに

通知されなければならない。（原則として、大会実施要項に「ストップ方式」又は「ノンストップ方式」を記載するこ

とを推奨する。予選リーグはノンストップ方式、決勝トーナメントはストップ方式といった大会内での使い分けも可能

とする。） 

3. グリーンカード（2分間の退場）

3.1  反則を犯したプレイヤーは警告され、さらに競技時間中に 2 分間の退場処分が科せられる（グリーンカードで指示さ

れる） 

a  退場の間、チームは1名少ないプレイヤー数で試合を行う。 

b  フィールドプレイヤーにグリーンカードを提示する場合、アンパイアは試合を止め（時間を止めなくてもよい）、カー

ドを提示する。時間を止めた場合は、カード提示後直ちに再開する。 

c  GKにグリーンカードを提示する場合、アンパイアは時計を止め、そのプレイヤーがフィールドから出た直後に再開す

る。 

d  カードを提示されたプレイヤーは直ちにフィールドから退場しなければならない。指定された場所に移動する途中で

プレイを妨害した場合には、アンパイアは競技規則に沿って罰則を追加する。 

e  退場時間は、プレイヤーが指定された場所に着席した時点から計時する。プレイヤーが指定された場所に着席中に、さ

らにグリーンカードを提示された場合、3.1で規定された時間に追加され、最初の出場停止の終了後直ちに追加された

2分の計測を開始する。 
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f  退場時間の管理はTO が行う。 

g  プレイヤーは、TO が退場時間の完了を告げた時にプレイを再開することが許される。 

h  退場者がGK であった場合は、TO が一時退場時間の終了をアンパイアに伝達する。アンパイアはその直後のプレーが

止まった時に時計を止め、当該プレイヤーがフィールドに戻る時間を与える。 

4. イエローカード （一時退場）

4.1  反則を犯したプレイヤーは、競技時間中に最低5分間の退場処分が科せられる（イエローカードで指示される）。

a  退場時間の長さはカードを提示したアンパイアからTOに伝えられる。 

b  退場の間、チームは1名少ないプレイヤー数で試合を行う。 

c  フィールドプレイヤーにイエローカード提示する場合、アンパイアは試合を止め（時間を止めなくてもよい）、カード

を提示する。時間を止めた場合は、カード提示後直ちに再開する。 

d  GKにイエローカードを提示する場合、アンパイアは時計を止め、そのプレイヤーがフィールドから出た直後に再開す

る。 

e  カードを提示されたプレイヤーは直ちにフィールドから退場しなければならない。指定された場所に移動する途中で

プレイを妨害した場合には、アンパイアは競技規則に沿って罰則を追加する。 

f 退場時間は、プレイヤーが指定された場所に着席した時点から計時する。プレイヤーが指定された場所に着席中に、さ

らにイエローカードを提示された場合、3.1または上記aで最初に示された時間に追加され、最初の出場停止の終了後

直ちに追加された時間の計測を開始する。 

g  退場時間の管理はTOが行う。 

h  プレイヤーは、TOが退場時間の完了を告げた時にプレイを再開することが許される。 

i  退場者がGKであった場合は、TOが一時出場停止時間の終了をアンパイアに伝達する。アンパイアはその直後のプレ

ーが止まった時に時計を止め、当該プレイヤーがフィールドに戻る時間を与える。 

5. ペナルティコーナークロック

5.1 ペナルティコーナーの判定が下された時点から40秒以内にペナルティコーナーを再開しなければならない。

5.2 ペナルティコーナーが与えられたとき上記2.1 f.に基づき競技時間は40秒間停止される（守備側プレイヤーのフェイ

スマスク、保護用グローブ、膝あて等の着用の時間として）。すべての守備側プレイヤーは顔面または頭部全体を保護

するフェイスマスクを着用し、ペナルティコーナーの完遂（ホッケー競技規則 13.5）まで外してはならない。アンパ

イアは両チームに40秒の経過が近づいていることを必要に応じて伝える。40秒経過時にアンパイアは笛を吹いてペナ

ルティコーナーの開始を合図する。両チームの準備ができていれば、40 秒経過前であっても笛を吹いてペナルティコ

ーナーの開始を合図する。笛の合図により競技時間の計測が再開される。 

もし、40秒経過時に準備が出来ていない場合、アンパイアはその理由を以下より判断する： 

a  守備側プレイヤーのフェイスマスクなどの防具を探す目的等、安全を優先するための行為で有った場合。アンパイア

は安全を優先するために、保護具の着用に通常よりも時間がかかることを許容しなければならず、個人的罰則を適用す

べきでは無い 

b  守備側プレイヤーが遅延を目的として故意にフェイスマスクの着用を遅らせていた場合。アンパイアは遅延行為とし

てみなし、当該プレイヤーに個人的罰則を科す（グリーンカード）。たび重なる遅延行為には更に重い個人的罰則を科

す（イエローカード）。 

5.3 遅延行為による個人的罰則が守備側プレイヤーに与えられた場合は、そのペナルティコーナーおよびその後の連続し

て実施されるペナルティコーナーは、1 人少ない人数で守ることになる。もし当該プレイヤーが守備側の GK の場合

は、そのペナルティコーナーは1人少ない人数で守ることになるが、個人的罰則は、他の守備側プレイヤーに科す（守

備側チームが罰則を受けるプレイヤーを守備についているフィールドプレイヤーの中から選択できる）。 

5.4 ペナルティコーナーの完遂の前に守備側プレイヤーが意図的にフェイスマスクを外した場合、攻撃側に再びペナルテ

ィコーナーが与えられる。 

5.5 攻撃側プレイヤーによる遅延行為の場合、アンパイアは当該プレイヤーに個人的罰則を科し（グリーンカード）、守備

側にフリーヒットを与える。同じプレイヤーのたび重なる遅延行為には更に重い個人的罰則を科す（イエローカード）。 

5.6 本項目における判定についてはチームリファーラルの対象外とする。 
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付属書 2 リーグ戦での順位決定方法 

1. リーグ戦での順位決定方法

1.1  各試合について次のポイントが付与される。 

－ 勝者に3ポイント 

－ 引き分けた場合には両チームに1ポイント 

－ 敗者に0ポイント 

1.2  リーグ戦終了時に、獲得したポイント数が最も多いチームから順に上位とする。 

1.3  2チーム以上のチームのポイント数が同じ場合には、勝ち試合数が多い順に上位とする。 

1.4  1.3でも2チーム以上のチームが同位の場合には、得失点差の多い順に上位とする。 

1.5  1.4でも2チーム以上のチームが同位の場合には、得点数の多い順に上位とする。 

1.6  1.5でも2チームが同位の場合には、この同位チーム同士の試合の勝ちチームを上位とする。 

1.7  1.5でも3チーム以上が同位の場合には、同位チームだけの試合結果に基づき、1.1から1.6までを適用して順位を決

定する。 

1.8  1.7でも2チームが同位である場合には、これらチームによるシュートアウト戦により順位を決定する。 

1.9  1.7でも3チーム以上が同位の場合には、それらのチームによりリーグ戦の試合順序と同じ順序でシュートアウト戦を

行う。ただし各チームのシュートアウト数は5回のみとする。 

1.10 1.9により、シュートアウト戦の結果だけに基づいてランキングが決定される。1回の対戦において勝者に3ポイント、

引き分けには両チームに1ポイント、敗者には0ポイントを付与する。 

1.11 1.10でも同位である場合には、シュートアウト戦で記録されたゴール数に1.3から1.7を適用して順位を決定する。 

1.12 1.11でもなお3チーム以上が同位である場合には、各チームの順位が決定するまで同じ過程をくりかえす。再度のシ

ュートアウト戦が必要な場合には、TDが対戦順序を決めるくじ引きを行う。 
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付属書 3 シュートアウト戦 

シュートアウト戦では、両チームの5名ずつのプレイヤーが交代で相手チームの守備者と1対1のシュートアウトを行う。 

以下の競技規則と実施手順に基づき実施される。 

1 試合終了後にシュートアウト戦を行う場合は、試合終了後5分間以内に開始しなくてはならない。 

2 両チームの監督は公式試合記録用紙に記載されているプレイヤーの中から、攻撃を行う 5 名のプレイヤーと守備を行う

1名のプレイヤーを指名する。守備を行うプレイヤーが攻撃を行うプレイヤーを兼ねても良い。下記に規定する場合を除

き、シュートアウト戦でのプレイヤー交代は認められない。（攻撃の順番を予め申告する必要はない） 

3 シュートアウト戦実施時に TD より出場停止処分を受けているプレイヤーや試合終了後に続けて行われるシュートアウ

ト戦の当該試合でレッドカード処分を受けているプレイヤーは参加できない。試合終了時にグリーンカードやイエロー

カードで退場処分中のプレイヤーは参加することができる。 

4  TDは施設等の状況を考慮して時間計測方法を決定する。必要に応じてタイマーをフィールド内に設置してもよい。 

5  TDは使用するゴールを決定する。 

6  コイントスによって、先攻か後攻を決定する。 

7 試合終了後に続けて行われるシュートアウト戦の当該試合でレッドカード処分を受けているプレイヤーを除き、スター

ティングリストに記載されている者はハーフライン近傍のフィールドに入ることができる。 

8 GKまたは守備者はサークル外のバックラインの外で待機しても良い。 

9 シュートアウトを行うプレイヤーと守備者のみが23mエリア内に入ることができる。 

10 攻撃を行うプレイヤーで守備も行う場合は、そのプレイヤーの防具の取り外しや装着のための適切な時間が与えられる 

11 両チーム5名のシューターが交互にシュートアウトを行い合計10回のシュートアウトが行われる。 

12 シュートアウトの実施方法は下記のとおりとする。 

a. GKまたは守備を行うプレイヤーはゴールポスト間のゴールライン上またはゴールラインの後ろに位置する。

b. ボールをゴールの中心から最も近い23mライン上に置く。（23mラインの中心）

c. 攻撃を行うプレイヤーは23mエリア外のボールの近くに位置する。

d. アンパイアが笛を吹く。

e. テクニカルテーブルにいる競技役員が計時を開始する。（またはTDによって決められた方法で計時を開始する）

f. 両プレイヤーはどの方向に動いてもよい。

g. シューター又はGKまたは守備を行うプレイヤーが、アンパイアが笛を吹く前にプレイを開始した場合、シュートア

ウトはやり直しとなる

h. シュートアウト戦は次の該当する場合に終了する。

i. 開始の合図から8秒が経過したとき

ⅱ.  ゴールとなったとき

ⅲ.  攻撃するプレイヤーが反則したとき

iv. GK または守備するプレイヤーがサークル内外で故意でない反則をしたとき。この場合は同じプレイヤーによ
り再びシュートアウトが行われる。

v. GK または守備するプレイヤーがサークル内外で故意の反則をしたとき。この場合はペナルティストロークが
あたえられる。

vi. ボールがバックラインかサイドラインを越えたとき。GK または守備するプレイヤーが故意にバックラインを
越えるようにボールをプレーすることができる。

13 PSが与えられた時は、 

a. 17、18、19項に基づき公式試合記録に記載されているプレイヤーがPSの攻撃または守備を行うことができる。

b. スティックが規則上の仕様に適していない場合を除き、PS が与えられてから完遂するまでの間に、スティックを交

換してはならない。

14 得点の多いチームが勝者となる。たとえ10名のプレイヤー全員がシュートアウトを終了していなくても、勝敗が決まっ

た時点でシュートアウト戦は打ち切られる。  

15 シュートアウト戦実施中にイエローカード、レッドカードを提示されたプレイヤーは退場となるが、グリーンカードでは

退場とならない。 
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16 シュートアウト戦実施中にイエローカードまたはレッドカードが提示された場合 

a. 当該プレイヤーはその後のシュートアウト戦に参加することができずGKまたは守備を行うプレイヤー以外は交代で

きない。 

b. GKまたは守備を行うプレイヤーに対する交代はそのシュートアウト戦に参加している5名の攻撃するプレイヤーの

中からのみ許される。交代プレイヤーは交代しようとするGKまたは守備を行っていたプレイヤーと同様の防具の装

着のための適切な時間が与えられる。そのプレイヤーが自分の攻撃を行うときは防具の取り外しに適切な時間が与え

られる。その後に守備を行うために防具を装着する時にも適切な時間が与えられる。

c. 退場となったプレイヤーが行うことになっていたシュートアウトは実施されずに無得点とされるが、退場時に既に得

点となっているものについては、有効とする。 

17 シュートアウト戦実施中に GK または守備するプレイヤーがプレイ不能となった場合は、退場処分となっているプレイ

ヤー以外の公式試合記録に記載されているプレイヤーの中から交代させることができる。交代プレイヤーは交代しよう

とする GK または守備を行っていたプレイヤーと同様の防具の装着のための適切な時間が与えられる。交代プレイヤー

を5名のシューターから選ぶこともでき、その際は自分の攻撃を行うときは防具の取り外しに適切な時間が与えられる。

その後に守備を行うために防具を装着する時にも適切な時間が与えられる。 

18 シュートアウト戦実施中にシューターがプレイ不能となった場合は、退場処分となっているプレイヤー以外の公式試合

記録に記載されているプレイヤーの中から交代させることができる。 

19 プレイ不能となり交代されたプレイヤーはそれ以降のシュートアウト戦に参加できない。 

20 両チーム5名によるシュートアウトが終了した時点でゴール数が同じだった場合は  

a. 同じプレイヤーにより両チーム5回のシュートアウトを行う第2シリーズを実施する。

b. 攻撃を行う順番は第1シリーズと同じでなくてよく、シュートアウトごとに監督が指名する。

c. 先攻と後攻を入れ替える。

d. 同数のシュートアウトを行った時、どちらかのチームがゴール数を上回っていた場合はそのチームを勝者としシュー

トアウト戦は終了する。

21 第2シリーズ終了時点でもゴール数が同じであった場合、同じプレイヤーによる両チーム5回の新たなシリーズを行う。 

a. 攻撃を行う順番は前のシリーズと同じでなくてよく、シュートアウトごとに監督が指名する。

b. 先攻と後攻を入れ替える。

22 20に定める新たなシリーズ終了時点でもゴール数が同じであった場合は、更に新たなシリーズを繰り返す。その際シリ

ーズ毎に先攻と後攻を入れ替える。 

23 TOは、シュートアウト戦の5回（6人制、インドアの場合は3回）の攻撃を行う各シリーズにおいて、同一シリーズで

同一プレイヤーが2回目のシュートアウトの攻撃（ペナルティストロークは除く）を行おうとしていると気が付いた場合

には、注意を与えることができる。ただし、適正な攻撃順序の遵守はTOでなくチームの監督に責任がある。 

24 同一シリーズ内に同一プレイヤーが 2 回以上の攻撃を行っていたことが、攻撃実施後に相手チームまたは当該アンパイ

ア及びTOにより指摘された場合、TOは攻撃結果を無得点に修正する（当該シュートアウトが無得点の場合は無得点の

まま）。この修正は次のシュートアウトが開始されるまで可能とし、次のシュートアウトの開始の笛が吹かれた時点で修

正することはできなくなる。同一プレイヤーが 2 回以上の攻撃を行ったシュートアウトが成功し、それが勝敗を決定し

た最後のシュートアウトであった場合は、両チームの監督が公式記録用紙にサインを完了する時点まで指摘が可能とし、

修正する場合は、結果を修正した時点の状態からシュートアウト戦を再開する。期限を過ぎてからの上記に関する指摘は

受け付けない。 

25 上記24の指摘以降のシリーズでは、同一シリーズで2回以上の攻撃を行ったプレイヤーが行うことになっていたシュー

トアウトは実施されずに無得点とされるが、既に得点となっているものについては有効とする。 

26 本規程の規定事項を除き、ホッケー競技規則が適用される 
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付属書 4 行動規範 

 

1 JHA は、日本国内におけるホッケーの試合が公正かつ安全に行われるための大会運営およびホッケーをプレイすること

に関するすべての権限を有する。したがってホッケー競技に関わる者は、JHA の定める規程と指示を遵守することに合

意するものとする。 

2 行動規範はJHAが主催または共催する大会およびJHAが認定した全試合の参加者に適用される。 

3 以下が参加者と見なされる。 

a 参加チームのチームメンバーとチームスタッフ。これにはプレイヤー、監督、コーチ、テクニカルスタッフを含むコー

チングスタッフ、医療担当者が含まれる。 

b 全ての競技役員。これには JHA 代表、TD、TO、JG、UM、アンパイア、メディア担当者、医療担当者、JHA また

は実行委員会が指名する役員が含まれる。 

c 実行委員会委員。 

4 行動規範は大会に参加する者が、ホッケー競技の安全性の向上と振興のための責任と自覚を持つために制定される。 

5 すべての参加者は自らの行動と態度に責任を持ち、自らの言動の正当性が説明できなければならない。 

6 大会に参加するチームのプレイヤーとチームスタッフに必要な指示を行うのは監督の責務である。JHA が定める規程に

違反した場合は、プレイヤー、チームスタッフとともに監督も責任を負う。 

7 大会中の違反行為およびJHAが定める規程等に関わる疑義は、大会開催中はTDが対応する。大会の終了後は原則とし

てJHA事業本部競技運営部が対応し、必要に応じてJHA倫理委員会で審議される。 

8 JHAは、大会参加者が最高水準の行動と規律を保つよう努めなければならない。 

9 大会参加者は、競技フィールド上、会場、宿舎で適切に行動しなければならない。ホッケー競技の評判を損なう行為、ホ

ッケー競技への不信を招く行為および不正行為を行ってはならない。 

10 以下は不適切あるいは許容されない行為と見なされる。 

a  他の参加者、一般観衆に対する暴言、暴行、敵意 

b  アンパイアの判定や役員の決定に対して挑発的または批判的に、不適切なやり方で論争、抗議、反発すること 

c  アンパイアまたは競技役員に攻撃的な態度で向かって行くこと 

d  罵りや無礼な発言や身振り 

e  装備、衣服、会場の施設、備品を乱暴に扱うこと 

f  ドーピング検査官に対する暴言、暴行、敵意 

11 監督、キャプテン、TDが指名するプレイヤーは、要請に応じてメディアとの会見に出席しなければならない。 

12 公式発言は適正、建設的で分別があるものでなくてはならない。他のプレイヤー、アンパイア、競技役員や大会実行組織

の個人を攻撃する内容であってはならない。 

13 JHAは公式発言を以下のように定める。 

発言の全部、一部または要旨が一般に公表された発言。公表された媒体（新聞、雑誌、定期刊行物、電子刊行物（インタ

ーネット、eメール、SNS等）、テレビ、ラジオ等）は問わない。 

14 プレイヤー、チームスタッフはドーピング検査官に対し暴言、暴行、敵意ある行為を行ってはならない。日本アンチ・ド

ーピング機構（JADA）が禁止する薬物または薬物関連物質を所持したり、薬物に関する規定を犯したりしてはならない。 

15 薬物に関する規則により処罰中のプレイヤー、チームスタッフはホッケー競技に関与することはできない。 

16 大会参加者はいかなる場合においても賭博行為を行ったり、賭博行為を誘導する行為をしたりしてはならない。これに

はインターネットを通じた賭博行為、他の大会参加者との賭博行為が含まれる。 

17 大会参加者は賭博、汚職に関わるいかなる行為も行ってはならない。（試合結果の操作、賄賂の受け取や誘導、賭博のた

めに内部情報を利用または提供すること等。） 
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付属書 5 行動規範における違反と処罰レベルのガイドライン

レベル 1 

レベル1の違反に対する処分は、その個人に対する訓戒または（および）最低1試合の出場停止とする。 

レベル1の処分対象となる行為の例 

－ 他の参加者、一般観衆に対する暴言、敵意 

－ アンパイアの判定または競技役員の決定に対する挑発的ないし批判的な論争、抗議、反発（試合中に、リアルタ 

イムで撮影した映像を使用して異議を唱える行為も含む） 

－ 攻撃的な態度でアンパイアまたは競技役員に向かうこと 

－ アンパイアの判定に対し過剰または、複数名で囲んでアピールをすること 

－ スティックやボール（及びその他の物）をプレイヤー、アンパイアまたは競技役員の付近へ不適切または危険な

方法で投げること 

－ プレイ中に他のプレイヤーに対し不適切または意図的な身体的接触をすること 

－ 卑猥、攻撃的、侮辱的とされる無礼な発言、罵詈雑言、身ぶり、手振り 

－ TOから警告を受けてもなおTOからの指示に従わない行動 

－ 不適切な方法でのホッケー装具及び服装の使用、会場の施設や設備の損壊 

－ 公的な発言の場で、他のプレイヤー、アンパイア、競技役員、大会実行組織の個人に関する不公正、非建設的、

不適または分別のない発言をすること 

－ 要請されたメディアとの会見を欠席すること 

レベル 2 

レベル2の違反に対する処分は、その個人に対する最低2試合の出場停止とする。 

レベル2の処分対象となる行為の例 

   － アンパイアに対する威嚇ないし攻撃行為 

   － 他のプレイヤー、アンパイア、競技役員、大会実行組織の個人、観客に対する負傷に至らない暴行 

－ 著しく卑猥、著しく攻撃的、非常に侮辱的とされる無礼な発言、罵詈雑言、身ぶり、手振り 

   － フィールド上での暴力行為 

   － 人種、宗教、性別、肌色、祖先、国籍、出身民族に関する侮辱、恫喝、侮蔑、中傷の発言または身振り 

   － レベル1の処分対象行為のくり返し  

レベル 3 

レベル3の違反に対する処分は、その個人に対する最低5試合の出場停止とする。 

レベル3の処罰対象となる行為の例 

   － 他のプレイヤー、アンパイア、競技役員、大会実行組織の個人、観客に対する負傷を伴う暴行 

   － 他のプレイヤー、アンパイア、競技役員、大会実行組織の個人、観客に対して唾等を吐きかける行為 

   － レベル2の処分対象行為のくり返し 

   － その他の上記に含まれていないホッケーの精神に反し評判を貶める行為 
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付属書 6 サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア 

 

1.  サジェスションアンパイア及びビデオアンパイアの概要 

1.1 サジェスションアンパイア制度とは、両方のゴール付近のフィールド外にサジェスションアンパイアを配置し、アンパ

イアが下した、又は、下さなかった判定に対しサジェスションアンパイアに助言を求め、参考にすることができる制度

である。 

1.2 ビデオアンパイア制度とは、試合中にリアルタイムでビデオリプレイを確認出来る装置およびビデオアンパイアを配

置し、アンパイアが下した、又は、下さなかった判定に対しビデオアンパイアに助言を求め、参考にすることができる

制度である。 

1.3 チームリファーラル権とは、試合中のアンパイアに対して、サジェスションアンパイアやビデオアンパイアの助言を参

照しアンパイアに判定の再考を要求することをチームに認めることである。 

1.4 審判員のみがサジェスションアンパイアやビデオアンパイアに助言を求めることができる。このことをアンパイアリ

ファーラルという。 

1.5 アンパイアリファーラルはプレイヤー、チームスタッフの抗議、アピール、圧力によって行われてはならない。規定さ

れた手順に基づく要求がなされなければならない。 

1.6 審判員のみがリファーラルを行うために競技時間を止めることができる。サジェスションアンパイア、ビデオアンパイ

ア、その他の競技役員は時間を止めることはできない。 

1.7 サジェスションアンパイア制度は、大会規模、会場施設等を考慮した上で採用される日本独自の制度である。 

 

2.  制度を適用する試合 

2.1 サジェスションアンパイア制度とビデオアンパイア制度を同時に採用することができる。その場合でもチームは１試

合に1回、チームリファーラルを行うことが出来る。アンパイアは、サジェスションアンパイアとビデオアンパイアの

両方からのアドバイスを同時に参考にして判定を行う。 

2.2 サジェスションアンパイアまたはビデオアンパイア制度の採用は大会運営規程またはチーム代表者会議にて事前に通

知される。ただし、TDは、天候、施設、要員等の要因により、試合毎に採否を変更する権限を有する。変更する場合

は、チームがスターティングリストを提出するまでにチームに通知されるものとする。 

 

3.  チームリファーラル 

3.1 両チームは試合中 1 回のチームリファーラルを行える。シュートアウト戦においては、シュートアウト戦の前に行わ

れていた試合終了時における両チームのチームリファーラルの結果に関わらず、両チームは改めてそれぞれ 1 回のチ

ームリファーラルを行える。 

3.2 得点、ペナルティストローク、ペナルティコーナーに関わる23mエリア内の判定（または判定しなかったこと）に対し

てのみチームリファーラルを行うことができる。シュートアウト戦においては、すべての判定（または判定しなかった

こと）を対象にできる。カード提示に対するチームリファーラルはできない。 

3.3 フィールド上にいる全てのプレイヤーがチームリファーラルを求めることができる。ただし、シュートアウト戦の場合

は、攻撃または守備を行っているプレイヤーのみとする。（ベンチからは受け付けない。） 

3.4 チームリファーラルを行いたいプレイヤーは、判定がなされた（または判定されなかった）直後に両手を使って片方の

腕にもう一方の腕をまっすぐのばし「Ｔ」の字を作るゼスチャーをアンパイアに示すとともに、口頭でその意思を伝え

なければならない。 

3.5 アンパイアはプレイヤーが「Ｔ」の字を示した事を認識した場合、競技時間を停止する。但し対象となる判定（または

判定しなかったこと）から時間が経過した後になされた要求は受け付けない。 

3.6 競技時間内にチームリファーラルの対象となる事象が発生し、直後にクォーターの規定時間終了のホーンが鳴った場

合、速やかに行われたチームリファーラルは受け付ける。 

3.7 チームリファーラルを行うプレイヤー（1 名）は 20 秒以内にアンパイアに対してどの判定（または判定しなかったこ

と）に対し、どのように判定を変更する要求かを明確に伝えなければならない。 

3.8 20秒以内に明確な内容がアンパイアに伝えられない場合は、当初の判定（または判定されなかったこと）は変更されず、

要求したチームのチームリファーラルは喪失する。 
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3.9 アンパイアがチームリファーラルを受け付ける場合は、要求の内容を確認した後「テレビスクリーン」のシグナルの後、

T字のシグナルを示すことによりチームリファーラルであることを明確にする。 

3.10 アンパイアは、 

a. サゼスションアンパイア制度の場合は、当該サイドのサジェスションアンパイア及び相手アンパイアに助言を求め

る。

b. ビデオアンパイア制度の場合は、ビデオアンパイアに助言を求める。

3.11 サジェスションアンパイアまたはビデオアンパイアは可能な限り短い時間（60秒-90秒以内）で以下の助言を行う。 

- ゴールかどうか

- ペナルティストロークかどうか

- ペナルティコーナーかどうか

- シュートアウトリテイク（やり直し）かどうか

- ノーアドバイス

- 対象プレイの前後に起こった反則や状況

3.12 対象プレイの前後に起こった反則や状況についての助言が行われた場合には、アンパイアは最終的な判定を行う際に

それを考慮する。 

3.13 ノーアドバイスとは、サジェスションアンパイアの位置から明確に確認できなかったり、ビデオ映像に判断の根拠とな

る状況が映っていなかったり、十分な解像度でなかったり、機器の問題があり、アンパイアに有効な助言ができない場

合を意味し、その場合、アンパイアによって下された当初の判定（または判定をしなかったこと）がそのまま維持され、

チームリファーラルは喪失しない。 

3.14 チームリファーラルの維持または喪失は以下のとおりである 

a. 判定が認められた場合又は有利な判定となった場合は、維持される 

b. ノーアドバイスの場合は、維持される 

c. アンパイアの判定を変更する明確な理由がない場合は、喪失する 

d. アンパイアがビデオ/サジェスションアンパイアの助言に同意せず、元の判定を維持した場合は、維持される 

3.15 チームリファーラル後に下された判定に対して、相手チームはチームリファーラルを行うことはできない。 

3.16 協議中にプレイヤーは、アンパイアの付近に近づいてはならない。この違反に対してはカードの提示による個人的罰則

が適用される。 

3.17 対象となった判定（または判定しなかったこと）の変更の有無に関わらず、アンパイアは最終判定を明確に示さなけれ

ばならない。また、ノーアドバイスの場合は、両チームにその旨を伝えなければならない。 

4. アンパイアリファーラル

4.1 得点、ペナルティストロークに関わる判定（または判定しなかったこと）またはフィールド内で発生した深刻な反則に

対して疑義が有る場合のみアンパイアは、自分でリファーラルできる。シュートアウト中においてはすべての事象を対

象とできる。 

4.2 リファーラルはルールに基づきゴールとなったかどうか、ペナルティストロークがルールに基づき与えられたかどう

か、または深刻な反則が発生していたかどうかについてのみ行われる。 

4.3 すなわち、アンパイアは以下の場合に、リファーラルできる。 

a. ボールが完全にゴールラインを超えたか。

b. ボールがサークルの中で攻撃側のプレイヤーによって正しくプレイされたか、又は、攻撃側のプレイヤーのスティッ

クに触れた後にゴールラインを超えたか。

c. ペナルティコーナー時に、攻撃側のプレイヤーによるシュートの前に、ボールが完全にサークルの外に出たか。

d. 得点を決めたプレイヤー又はゴールを防いだプレイヤーにより、23mエリア内で判定に関わる反則が行われたか。

e. 守備側のプレイヤーによるサークル内の反則で、そのことによりおそらく入っていたと思われる得点が妨げた又は故

意の反則で、攻撃側のプレイヤーが実際にボールを保持したり、保持しようとしたりしているのを妨げられたか。

f. 深刻な反則または危険あるいは無謀なプレーがフィールド上で行われたか（23mエリアに限られない）。

4.4 アンパイアリファーラルを行うときは、「テレビスクリーン」のシグナルを示したのちにアンパイア自身の胸に手を当

てるシグナルをする。 
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4.5 サジェスションアンパイアまたはビデオアンパイアは可能な限り短い時間（60秒-90秒以内）で以下の助言を行う 

- ゴールかどうか

- ペナルティストロークかどうか

- ノーアドバイス

- 対象プレイの前後に起こった反則や状況、またはイエローカードおよびレッドカードに該当する深刻な反則があっ

たかどうか 

4.6 対象プレイの前後に起こった反則や状況についての助言が行われた場合には、アンパイアは最終的な判定を行う際にそ

れを考慮する。 

4.7 ノーアドバイスとは、サジェスションアンパイアの位置から明確に確認できなかったり、ビデオ映像に判断の根拠とな

る状況が映っていなかったり、十分な解像度でなかったり、機器の問題があったりして、アンパイアに有効な助言がで

きない場合を意味し、その場合、アンパイアによって下された当初の判定（または判定をしなかったこと）がそのまま

維持される。 

4.8 アンパイアリファーラル後に下された判定に対して、チームはチームリファーラルを行うことはできない。 

4.9 協議中にプレイヤーは、アンパイアの付近に近づいてはならない。この違反に対してはカードの提示による個人的罰則

が適用される。 

4.10 対象となった判定（または判定しなかったこと）の変更の有無に関わらず、アンパイアは最終判定を明確に示さなけれ

ばならない。また、ノーアドバイスの場合は、両チームにその旨を伝えなければならない。 

4.11 深刻な反則とは以下を示すがこれに限られない 

a 「付属書5 行動規範における違反と処罰レベルのガイドライン」に抵触する内容 

b ホッケー競技規則に記載されている重大な違反、身体的接触、故意の不当な行為 

5. チームリファーラルの回数

5.1 サジェスションアンパイア/ビデオアンパイア制度を採用する試合においては、両チームはそれぞれ1回チームリファ

ーラルを行うことが出来る。 

5.2 3.16に従い、維持又は喪失される 

5.3 シュートアウト戦においては、シュートアウト戦の前に行われていた試合終了時における両チームのチームリファー

ラルの成否に関係なく、両チームがそれぞれ1回のチームリファーラルを保有した状態で開始する。 

5.4 アンパイアは、何回でもアンパイアリファーラルができる。 

6. リファーラル後の再開方法

6.1 協議の結果、判定が変更された場合は、変更された判定に基づき試合が再開される。

6.2 協議を行っても判定が変更されなかった場合（ノーアドバイスを含む）は

  a 時間が停止された時がペナルティコーナー実施中以外のインプレー中だった場合、守備側のフリーヒットで試合が再

開される。 

b 時間が停止された時がアウトプレー中だった場合、時間が停止された時点の状態から試合が再開される。 

7. ペナルティコーナーに関わる再開方法

7.1 ペナルティコーナーに関わるリファーラルが行われた場合は上記6に関わらず以下が適用される。

7.2 インプレー中に、アンパイアがペナルティコーナーを判定したが、守備側のチームリファーラルが行われ、その結果守

備側のチームに反則がなかった場合には、15mライン及び5mの破線の外側からブリーで再開される。この場合。リフ

ァーラル権は維持される。 

7.3 ペナルティコーナー実施中にリファーラルが行われた場合 

a アンパイアがペナルティコーナーを判定し、守備側のチームがリファーラルを行った場合 

i どちらのチームにも反則がなかった場合、ホッケー競技規則 6.5 に従いペナルティコーナーから再開される。この

場合リファーラル権は維持される。 

ii 守備側のチームに反則があった場合、ペナルティコーナーから再開される。この場合リファーラル権は喪失する。 

iii 攻撃側のチームに反則があった場合、守備側のフリーヒットから再開される。この場合リファーラル権は維持され

る。 
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b アンパイアがペナルティコーナーを判定せず、アウトプレーになる前に攻撃側のチームがリファーラルを行った場合 

  （リファーラルが行われる前にボールがサイドラインまたはバックラインを超えていた場合は上記6に従い再開され

る） 

i どちらのチームにも反則がなかった場合、守備側のフリーヒットから再開される。この場合リファーラル権は喪失す

る。 

ii 守備側のチームに反則があった場合、ペナルティコーナーまたはペナルティストロークから再開される。この場合

リファーラル権は維持される。 

iii 攻撃側のチームに反則があった場合、守備側のフリーヒットから再開される。この場合リファーラル権は喪失する。 

8. その他

8.1 状況の解釈を含める最終的な判断はアンパイアが行い、サジェスションアンパイア又はビデオアンパイアは判定を下

す権限を持たない。 

8.2 その他の全ての判断はアンパイアが行う。 

8.3 リファーラルのために時間が停止されている間は、プレイヤー交代できない。協議の結果、ペナルティコーナー以外の

判定となった後はプレイヤー交代が可能となる。 

8.4 シュートアウト実施中に何らかの理由でアンパイアが時間を止めたが、相手アンパイアまたはビデオ/サジェスション

アンパイアから時間を止める明確な理由が無いと助言された場合、シュートアウトはリテイクとなる。 
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レ
ギ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

項
目

対
象

と
な

る
大

会
・

試
合

実
　

施
　

方
　

法
　

・
　

留
　

意
　

点

一
時

退
場

者
の

退
場

時
間

と
再

入
場

国
内

の
大

会
す

べ
て

1
1
人

制
は

、
イ

エ
ロ

ー
カ

ー
ド

が
提

示
さ

れ
た

場
合

の
一

時
退

場
時

間
は

5
分

間
か

1
0
分

間
（

６
人

制
は

２
分

間
以

上
）

と
す

る
。

審
判

員
は

、
イ

エ
ロ

ー
カ

ー
ド

を
提

示
し

た
後

、
テ

ク
ニ

カ
ル

テ
ー

ブ
ル

に
向

か
っ

て
、

5
分

間
の

場
合

は
手

を
広

げ
て

片
手

を
あ

げ
る

。
1

0
分

間
の

場
合

は
、

手
を

広
げ

て
両

手
を

あ
げ

る
。

中
学

生
の

1
1
人

制
及

び
全

て
の

6
人

制
の

大
会

に
お

い
て

、
グ

リ
ー

ン
カ

ー
ド

が
提

示
さ

れ
た

場
合

の
一

時
退

場
時

間
は

1
分

間
と

す
る

。
一

時
退

場
時

間
が

完
了

し
た

時
点

が
P

C
実

施
中

の
場

合
は

、
再

入
場

は
ホ

ッ
ケ

ー
競

技
規

則
1

3
.5
に

定
め

る
P

C
完

遂
後

と
な

る
。

た
だ

し
、

ス
ト

ッ
プ

制
の

試
合

に
お

い
て

は
、

P
C
実

施
中

で
あ

っ

て
も

規
定

の
時

間
が

完
了

時
に

フ
ィ

ー
ル

ド
に

戻
る

こ
と

が
で

き
る

。

一
時

退
場

者
の

退
場

時
間

す
べ

て
の

国
内

の
試

合
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
ま
た
は
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
が
提
示
さ
れ
、
退
場
し
て
い
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
、
退
場
時
間
中
に
重
ね
て
カ
ー
ド
が
提
示
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
時
間
が
、
元
の
退
場
時
間
に

加
算
さ
れ
る
。

サ
ジ

ェ
ス

シ
ョ

ン
ア

ン
パ

イ
ア

制
度

、
ビ

デ
オ

ア
ン

パ
イ

ア
制

度
の

ど
ち

ら
か

ま
た

は
そ

の
両

方
を

採
用

す
る

。

①
イ

ン
タ

ー
ハ

イ
：

準
決

勝
以

上
②

高
校

選
抜

：
準

決
勝

以
上

③
大

学
王

座
：

準
決

勝
以

上
④

全
日

本
社

会
人

：
準

決
勝

以
上

⑤
全

日
本

学
生

選
手

権
：

準
決

勝
以

上
⑥

国
民

体
育

大
会

：
全

種
別

準
決

勝
以

上
⑦

男
女

全
日

本
選

手
権

：
す

べ
て

の
試

合
⑧

日
本

リ
ー

グ
：

す
べ

て
の

試
合

サ
ジ

ェ
ス

シ
ョ

ン
ア

ン
パ

イ
ア

制
度

ま
た

は
ビ

デ
オ

ア
ン

パ
イ

ア
制

度
を

採
用

し
（

両
制

度
を

同
時

に
採

用
す

る
場

合
も

あ
り

得
る

）
、

チ
ー

ム
に

リ
フ

ァ
ー

ラ
ル

権
を

与
え

る
。

「
ノ

ー
ア

ド
バ

イ
ス

」
時

の
対

処
方

法
等

を
含

め
、

詳
細

は
競

技
運

営
規

程
参

照
の

こ
と

。
対

象
大

会
、

試
合

以
外

で
も

T
D
の

判
断

に
よ

り
配

置
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ホ
ッ

ケ
ー

日
本

リ
ー

グ
に

つ
い

て
は

、
独

自
に

ビ
デ

オ
ア

ン
パ

イ
ア

制
度

を
採

用
す

る
試

合
を

決
定

す
る

。

リ
フ

ァ
ー

ラ
ル

時
等

の
選

手
交

代
国

内
の

試
合

す
べ

て
リ

フ
ァ

ー
ラ

ル
が

行
わ

れ
た

場
合

や
P

C
・

P
S
・

得
点

に
関

わ
る

疑
義

が
あ

り
、

審
判

が
時

間
を

停
止

し
た

際
は

、
そ

の
後

判
定

が
行

わ
れ

る
ま

で
選

手
交

代
が

で
き

な
い

。
判

定
が

行
わ

れ
た

後
は

競
技

規
則

に
則

っ
て

選
手

交
代

が
行

わ
れ

る
。

選
手

交
代

は
T

O
が

管
理

す
る

。

通
訳

者
の

ベ
ン

チ
入

り
す

べ
て

の
国

内
の

試
合

日
本

語
で

の
意

思
疎

通
が

で
き

な
い

監
督

に
対

し
て

チ
ー

ム
は

通
訳

を
行

う
者

を
ベ

ン
チ

に
入

れ
る

こ
と

が
で

き
る

。
通

訳
者

は
規

定
さ

れ
て

い
る

ベ
ン

チ
入

り
で

き
る

チ
ー

ム
役

員
に

追
加

し
て

ベ
ン

チ
に

入
る

こ
と

が
で

き
る

。
通

訳
者

は
チ

ー
ム

選
手

に
対

す
る

監
督

の
指

示
内

容
を

日
本

語
で

フ
ィ

ー
ル

ド
に

向
か

っ
て

発
声

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
コ

ー
チ

ン
グ

エ
リ

ア
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
中

で
立

っ
て

指
示

を
与

え
る

こ
と

が
で

き
る

が
、

コ
ー

チ
ン

グ
エ

リ
ア

に
は

同
時

に
2
名

以
上

入
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

S
O
戦

時
に

は
ベ

ン
チ

か
ら

出
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

通
訳

者
は

下
記

の
項

目
を

す
べ

て
満

た
し

て
い

る
場

合
に

限
り

ベ
ン

チ
に

入
る

こ
と

が
で

き
る

。
ベ

ン
チ

入
り

に
際

し
て

は
ス

タ
ー

テ
ィ

ン
グ

リ
ス

ト
へ

の
通

訳
者

氏
名

の
記

載
は

不
要

で
あ

る
が

、
毎

試
合

、
ス

タ
ー

テ
ィ

ン
グ

リ
ス

ト
提

出
時

ま
で

に
通

訳
者

を
ベ

ン
チ

入
り

さ
せ

る
旨

の
連

絡
を

T
O
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
大

会
参

加
申

込
書

の
送

付
と

同
時

に
通

訳
者

を
ベ

ン
チ

入
り

さ
せ

た
い

旨
の

連
絡

を
T

D
お

よ
び

主
催

者
に

し
て

い
る

。

・
T

D
が

求
め

る
通

訳
者

に
関

す
る

情
報

を
チ

ー
ム

代
表

者
会

議
ま

で
に

T
D
に

提
供

し
て

い
る

。

・
監

督
は

日
本

語
に

よ
る

意
思

疎
通

を
行

う
能

力
を

持
っ

て
い

な
い

。
（

外
国

人
コ

ー
チ

に
対

す
る

通
訳

者
の

ベ
ン

チ
入

り
は

不
可

）
・

通
訳

者
は

監
督

が
話

す
外

国
語

お
よ

び
日

本
語

に
堪

能
で

あ
る

。
・

通
訳

者
は

J
H

A
が

発
行

す
る

登
録

証
を

所
持

し
て

い
る

。
（

種
別

は
問

わ
な

い
）

通
訳

は
国

際
化

の
流

れ
を

鑑
み

、
あ

く
ま

で
も

監
督

の
外

国
語

に
よ

る
発

言
内

容
を

日
本

語
に

変
換

し
て

選
手

に
伝

え
る

役
割

と
し

て
特

別
に

ベ
ン

チ
入

り
を

認
め

る
も

の
で

あ
り

、
通

訳
の

業
務

を
逸

脱
し

た
行

為
（

選
手

の
手

当
て

、
監

督
の

発
言

に
基

づ
か

な
い

コ
ー

チ
ン

グ
、

指
導

、
応

援
、

審
判

・
相

手
チ

ー
ム

へ
の

発
言

等
）

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
違

反
し

た
場

合
は

、
T

D
ま

た
は

T
O

か
ら

退
場

処
分

を
与

え
る

場
合

が
あ

る
。

言
語

能
力

等
の

判
断

は
T

D
が

行
う

。
大

会
運

営
規

程
で

関
連

す
る

定
め

が
別

途
あ

る
場

合
は

、
そ

れ
に

従
う

。

ス
ラ

イ
デ

ィ
ン

グ
プ

レ
イ

す
べ

て
の

国
内

の
試

合

ス
ラ

イ
デ

ィ
ン

グ
を

伴
う

プ
レ

イ
の

結
果

、
相

手
選

手
の

身
体

や
ス

テ
ィ

ッ
ク

に
触

れ
た

場
合

、
個

人
的

罰
則

は
イ

エ
ロ

ー
カ

ー
ド

に
よ

る
1
0
分

間
の

退
場

と
す

る
。

2
回

目
は

レ
ッ

ド
カ

ー
ド

と
す

る
。

ス
リ

ッ
プ

等
故

意
で

無
い

が
、

結
果

的
に

ス
ラ

イ
デ

ィ
ン

グ
を

伴
う

プ
レ

イ
の

形
に

な
り

、
相

手
選

手
の

怪
我

を
誘

因
し

て
し

ま
っ

た
場

合
も

厳
正

に
対

処
す

る
。

そ
の

際
は

、
審

判
員

は
状

況
に

応
じ

た
罰

則
内

容
を

適
用

す
る

。

上
げ

ら
れ

た
ボ

ー
ル

（
ス

ク
ー

プ
）

す
べ

て
の

国
内

の
試

合

落
下

地
点

で
レ

シ
ー

ブ
し

よ
う

と
し

て
い

る
プ

レ
イ

ヤ
ー

に
対

し
、

そ
の

ボ
ー

ル
を

受
け

取
る

プ
レ

イ
ヤ

ー
が

ボ
ー

ル
に

触
れ

る
ま

で
、

相
手

側
プ

レ
イ

ヤ
ー

は
そ

の
プ

レ
イ

ヤ
ー

か
ら

5
m
以

内
の

距
離

に
近

づ
い

て
は

な
ら

な
い

。
但

し
、

プ
レ

イ
ヤ

ー
同

士
が

プ
レ

イ
可

能
範

囲
内

に
近

づ
か

な
い

こ
と

と
、

イ
ン

タ
ー

セ
プ

ト
後

も
プ

レ
イ

可
能

範
囲

に
な

ら
な

い
こ

と
（

レ
シ

ー
ブ

し
よ

う
と

し
て

い
た

相
手

プ
レ

イ
ヤ

ー
か

ら
離

れ
る

方
向

に
イ

ン
タ

ー
セ

プ
ト

し
た

ボ
ー

ル
と

共
に

動
い

て
い

く
こ

と
）

を
条

件
と

し
て

、
5
m
よ

り
離

れ
た

地
点

か
ら

近
づ

い
て

ボ
ー

ル
を

イ
ン

タ
ー

セ
プ

ト
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ス
タ

ー
テ

ィ
ン

グ
リ

ス
ト

に
記

載
す

る
選

手
の

人
数

制
限

に
つ

い
て

大
学

王
座

決
定

戦
、

全
日

本
学

生
選

手
権

、
全

日
本

社
会

人
選

手
権

、
全

日
本

選
手

権

ス
タ

ー
テ

ィ
ン

グ
リ

ス
ト

に
記

載
で

き
る

選
手

の
人

数
に

つ
い

て
、

大
学

王
座

決
定

戦
及

び
全

日
本

学
生

選
手

権
は

、
上

限
を

２
２

名
と

し
、

全
日

本
社

会
人

選
手

権
、

全
日

本
選

手
権

は
、

上
限

を
１

８
名

と
す

る
。

こ
の

こ
と

は
、

実
施

要
項

に
明

記
し

て
周

知
を

図
る

こ
と

と
す

る
。

そ
の

他
の

大
会

に
お

い
て

も
、

エ
ン

ト
リ

ー
人

数
並

び
に

ス
タ

ー
テ

ィ
ン

グ
リ

ス
ト

に
掲

載
す

る
人

数
の

上
限

に
つ

い
て

は
、

実
施

要
項

に
明

記
し

て
周

知
す

る
こ

と
と

す
る

。

ペ
ナ

ル
テ

ィ
コ

ー
ナ

ー
後

の
守

備
者

の
P
C
用

防
具

の
取

外
し

に
つ

い
て

す
べ

て
の

国
内

の
試

合
守

備
者

は
ペ

ナ
ル

テ
ィ

コ
ー

ナ
ー

の
終

了
後

の
再

開
が

ビ
ハ

イ
ン

ド
ヒ

ッ
ト

で
あ

っ
た

場
合

、
す

べ
て

の
P
C
用

防
具

を
取

外
し

た
後

に
ビ

ハ
イ

ン
ド

ヒ
ッ

ト
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
こ

れ
は

、
ビ

ハ
イ

ン
ド

ヒ
ッ

ト
と

な
っ

た
場

合
、

守
備

者
に

は
P
C
用

防
具

を
取

外
す

適
切

な
機

会
が

有
っ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
か

ら
で

あ
る

。
但

し
、

P
C
用

防
具

の
取

外
し

に
不

要
に

時
間

を
消

費
し

て
は

な
ら

な
い

。

ペ
ナ

ル
テ

ィ
コ

ー
ナ

ー
後

の
守

備
者

の
フ

ェ
イ

ス
マ

ス
ク

の
着

用
に

つ
い

て
す

べ
て

の
国

内
の

試
合

ペ
ナ

ル
テ

ィ
ー

コ
ー

ナ
ー

の
守

備
者

の
安

全
を

確
保

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
ペ

ナ
ル

テ
ィ

コ
ー

ナ
ー

の
守

備
を

行
う

プ
レ

イ
ヤ

ー
は

、
顔

全
体

を
覆

う
フ

ェ
イ

ス
マ

ス
ク

を
着

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
プ

レ
イ

ヤ
ー

フ
ァ

ー
ス

ト
の

考
え

方
か

ら
、

フ
ェ

イ
ス

マ
ス

ク
を

探
す

等
に

時
間

を
要

し
た

場
合

に
は

、
4
0
秒

を
超

え
て

も
カ

ー
ド

の
対

象
と

し
な

い
。

2
0
2
6
年

度
の

国
内

大
会

で
実

施
す

る
レ

ギ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
一

覧
表
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大
会

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

対
象
役
員

必
要
資
格

公
認
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
資
格
の
義
務
付
け
（
大
会
）
　
【
2
0
2
6
/
4
/
1
改
正
】

備
考

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

（
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
共
催
大
会
）

監
督

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
お
け
る
指
導
者
資
格
の
義
務
付
け
は
、
日

本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
承
認
の
も
と
に
実
施
さ
れ
る

コ
ー
チ
3
以
上

日
本
社
会
人
ホ
ッ
ケ
ー
連
盟
主
催
大
会

（
日
本
ホ
ッ
ケ
ー
協
会
共
催
含
）

監
督

コ
ー
チ
3
以
上

日
本
学
生
ホ
ッ
ケ
ー
連
盟
主
催
大
会

（
日
本
ホ
ッ
ケ
ー
協
会
共
催
含
）

監
督

コ
ー
チ
3
以
上

高
等
学
校
体
育
連
盟
ホ
ッ
ケ
ー
専
門
部
主
催
大
会

（
日
本
ホ
ッ
ケ
ー
協
会
共
催
含
）

監
督
も
し
く
は
コ
ー
チ

当
該
校
の
教
員
が
監
督
を
務
め
る
場
合
は
、
資
格
義
務
付
け
の
対

象
外
と
す
る
が
、
ス
タ
ー
ト
コ
ー
チ
(教
員
免
許
状
所
持
者
）
の

取
得
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

コ
ー
チ
3
以
上

U
1
5
カ
テ
ゴ
リ
ー
部
会
主
催
大
会

（
日
本
ホ
ッ
ケ
ー
協
会
共
催
含
）

監
督
も
し
く
は
コ
ー
チ

当
該
校
の
教
員
が
監
督
を
務
め
る
場
合
は
、
資
格
義
務
付
け
の
対

象
外
と
す
る
が
、
ス
タ
ー
ト
コ
ー
チ
（
教
員
免
許
状
所
持
者
）
の

取
得
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

（
但
し
、
都
道
府
県
対
抗
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
）

コ
ー
チ
2
以
上

日
本
ホ
ッ
ケ
ー
協
会
主
催
大
会

（
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
交
流
大
会
）

監
督
も
し
く
は
コ
ー
チ

監
督
は
コ
ー
チ
１
以
上
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い

ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
チ
ン
グ
リ
ー
ダ
ー
（
旧

コ
ー
チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
、

ま
た
は
、
ス
タ
ー
ト
コ
ー
チ
（
ス
ポ
少

）
、
ス
ポ
少
認
定
員
以
上

ホ
ッ
ケ
ー
ジ
ャ
パ
ン
リ
ー
グ
主
催
・
主
管
大
会

監
督

コ
ー
チ
4

＊
日
本
以
外
の
指
導
者
資
格
を
有
す
る
場
合
、
強
化
育
成
本
部
指
導
者
育
成
部
に
て
協
議
し
対
応
す
る
（
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
除
く
）
。

日
本
ホ
ッ
ケ
ー
協
会
主
催
大
会

（
上
記
大
会
及
び
マ
ス
タ
ー
ズ
を
除
く
主
催
大
会
）

監
督

コ
ー
チ
3
以
上

上
記
以
外
の
大
会

監
督
も
し
く
は
コ
ー
チ

監
督
は
コ
ー
チ
1
以
上
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い

ス
タ
ー
ト
コ
ー
チ
以
上
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公式試合記録等作成要点 

主要改訂箇所
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公式試合記録 

＜試合前の準備＞ 

1 大会名、試合番号、試合日、開始時間、種別/プール/回戦、試合会場を記入 

 女子1回戦 大井ホッケー場 メインピッチ

公益社団法人

日本ホッケー協会

W-1 11月17日（木） 10:00

① 高円宮牌20**ホッケージャパンリーグ

試合番号 試合日 開始時間 種別/プール/回戦 試 合 会 場

公 式 試 合 記 録
大会ロゴ、スポンサーロゴ、主催

者、主管社ロゴ等スペース（任意）

例：ホッケージャパンリーグ等

2 チーム名の記入（テクニカルテーブルから見て左側チームベンチがＡチーム） 

（aaa県） 4 Q （ bbb県 ）

S   O

チーム名

2 Q
Bチーム

3 Q

チーム名

Aチーム

1 Q

3 背番号、スタート選手（×）、出場停止選手（Ｓ）、怪我等でプレイしないがベンチ入り選手

（ＤＮＰ）、ゴールキーパー（ＧＫ）、キャプテン（Ｃ）を記入（ベンチに入らない選手は記入し

ない） 

B 7

B 8

B 1

B 4

B 5

2

Ｒ

× 1 (GK) × 1

Ｒ 時間 背番号 氏   名 (GK/C) Ｇ Ｙ

(GK/C)

時間 背番号 氏   名 (GK/C) Ｇ Ｙ

× 3

4

× 5

(C)

A 3

A 2

S 4 DNP 6A 4 B 6

× 7

× 7

× 8

 A 5

A 7

5

A 1

（ベンチに入らない選手は記載しないこと）

4 コーチ、監督、アンパイア、ジャッジ、テクニカルオフィサー、リザーブアンパイアの記入 

（ベンチ、テクニカルテーブルに入らない役員は記入しない） 

2

6

3

UMP 1

 Ｔ  Ｏ

20 B 30

B 35

30

 監  督  監  督

A 監督 B 監督
アンパイア アンパイア

A 20

コーチ A コーチ コーチ B コーチ

S 35A 2222

×DNP

UMP 2
スコアリング ジャッジ タイミング ジャッジ

JG  １ JG ２
リザーブ アンパイア

TO １ UMP３

5 特記事項 

サジェスションアンパイア（ＳＵＭＰ）またはビデオアンパイア（ＶＵＭＰ）の記

入その他、天候等による試合の遅延などの必要に応じて記入 

特記事項： SUMP1 SUMP2SUMP： Bチーム 27分リファーラル権喪失、Aチーム SO戦リファーラル権喪失
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＜試合中＞ 

1 選手初出場の交代時間、退場時間の記入 

1）時間は、試合開始からの累積時間を切り上げて記入

2）エクストラについては、時間に「＋」付けて記入

3）ＳＯについては、時間に「ＳＯ」を記入

B 7

B 8

× 5

B 1

B 4

B 5

7 2

Ｒ

× 1 (GK) 46 1

Ｒ 時間 背番号 氏   名 (GK/C) Ｇ Ｙ

(GK)

時間 背番号 氏   名 (GK/C) Ｇ Ｙ

× 3 5

10 4

× 5 25A 3

A 2

30+SO 4 10 6A 4 B 6

SO

× 7

10/35 × 7

× 8

A 5

A 7

A 1

2 得点の記入（チーム名、時間、得点者№、種類、得点経過） 

1) 時間は、試合開始からの累積時間を切り上げて記入

2）エクストラについては、時間に「＋」を付けて記入

3) 得点欄が不足した場合には、非表示セルを表示（左端の「＋」をクリック）

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －Ａチーム

Ａチーム 7 7 PC 2

5Ａチーム 3 5 FG 1 0 Ｂチーム

チーム 時間 № 種類 得点 チーム 種類 得点
得点  【 種類： FG =  ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ．PC =ﾍﾟﾅﾙﾃｨｺｰﾅｰ．PS = ﾍﾟﾅﾙﾃｨｽﾄﾛｰｸ 】

チーム 時間時間 №

30+ PS 3

28 9 PC 3

16 7 FG 2 2

2

3

PC 3

4Ｂチーム 12 4 PS 2

0 Ｂチーム 40 30

1 Ａチーム 60+ 16

4

№ 種類 得点

Ｂチーム

PS 4

3 リファーラル権喪失、負傷等の必要と思われる特記事項を記入 

特記事項： SUMP1 SUMP2SUMP： Bチーム 27分リファーラル権喪失、Aチーム SO戦リファーラル権喪失

4 各クオーター終了時に得点を記入 

（２クオーター終了後に記載事項をアンパイアとテクニカルオフィサーが確認） 

（aaa県） 4 Q （ bbb県 ）

S   O

チーム名 2
2 Q 2

Bチーム
3 Q

チーム名

Aチーム

1 Q 1
1

5 ＳＯ時の記入 

1) 非表示セルを表示する

2) ＳＯ時に初めてその試合に出場する選手とカードは、「ＳＯ」を記入

3) 攻撃、守備選手、先攻後攻、得点（○）、無得点（×）の結果を記入

 クリック
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4) ＳＯによりＰＳの交代選手は、記入不要で結果のみ記入

5) リファーラル権喪失、負傷等の必要と思われる特記事項を記入

＜試合終了後＞

1 1 1 1 19

守備者No. 13 13

Bチーム 後攻
攻撃者No.

結果

守備者No.

4
○ ○ ×
6 7

結果
3

チーム名 攻守 回数 1

○
5 6

○

10

13

2 3 4 5 6

○ ○

Aチーム 先攻
攻撃者No.

ＳＯ戦  【 結果：○ = ｺﾞｰﾙｲﾝ．× = ﾉｰｺﾞｰﾙ．※ PSは備考欄へ記入 】

13 13

× × ○

8 9 10

7 8 9 11 14 1513 計12

Bチーム

Aチーム

7 10 3

1 得点欄の記入 

1 4 Q 0

3 S   O 4

4

2
2 Q 2

0 3 Q 1

1 Q 1

4
1

2 記入事項の確認（得点、得点者、時間、種別、交代時間、退場時間、特記事項） 

3 印刷範囲を確認し印刷 

4 監督、アンパイア、リザーブアンパイア、ジャッジ、テクニカルオフィサーの順に記載事項を

確認し署名 

5 公式記録、スターティングリスト、負傷報告書を大会記録本部へ提出 

＜公式記録の保管＞ 

1 公式試合記録の修正・訂正等が必要な場合は、担当テクニカルオフィサーが両監督、アンパイ

ア、テクニカルオフィサー、テクニカルデリゲートの合意確認しテクニカルデリゲートより公

式試合記録の修正・訂正 

2 公式試合記録、スターティングリスト、負傷報告書等の原本は、開催地が１年間保存 

3 公式試合記録、負傷報告書等の必要と思われる書類を PDF ファイルにしてデータをＪＨＡへ提

出 

 クリック

A 13

A 12

× 9

× 12

13SO

Ｒ時間 背番号 氏   名 (GK/C) Ｇ Ｙ

× 10 1

A 9

A 10

× 11 (C)A 11

SO

(GK)
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スターティングリスト

1 大会名、試合番号、試合日、試合時間、チーム名を記入 

公益社団法人

日本ホッケー協会

大会名

ス タ ー テ ィ ン グ リ ス ト

第**回女子 全日本ホッケー選手権大会

試合番号 試合日 試合時間 チーム名

1 12月3日(木)    10:00 ▲▲▲チーム

2 先発、背番号、氏名、スタート選手（×）、出場停止選手（Ｓ）、怪我等でプレイしないがベン

チ入り選手（ＤＮＰ）、ゴールキーパー（ＧＫ）、キャプテン（Ｃ）を記入（ベンチに入らない選

手は記入しない 

4 監督、コーチ、手当する者、その他の役員、大会で認められた者を記入 

（ベンチに入らないチームスタッフは記入しない） 

： ：

： ：

： ：

： ：

その他の役員 大会で認めた者 例：引率責任者・校長・
部長・通訳・ベンチスタッ
フ等

監  督 日本 協会１ コ ー チ 日本 協会２

医療スタッフ 日本 協会３ 医療スタッフ 日本 協会４

5 試合に着用するユニフォームの記入 

×

×

×

×

↑ ※ 試合に着用するユニフォームに 「×」 を記入↑

First Second

ＦＰシャツ レッド ＦＰシャツ ブラック

ＧＫシャツ ライトブルー ＧＫシャツ イエロー

パンツ/スコート レッド パンツ/スコート ブラック

ソックス レッド ソックス ブラック

6 指定時間までに大会指定の方法で提出（メール又は指定先） 

1）提出前には、JHA 登録した氏名（漢字の間違等）、先発メンバーを確認

日本 太郎

日本 一郎

日本 次郎

日本 三郎

年齢・学年

4年

× 7

× 6

× 5

DNP 4 にほん さぶろう

S 3 (C/GK) にほん じろう

× 2 (GK) にほん いちろう

× 1 (C) にほん たろう

出    場 選 手

先発 背番号 (C/GK) ふ り が な氏   名 備考

GKは、「（G K）」、キャプテンは、
「（Ｃ）」を選択する

学生は学年、
社会人は年齢
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参加申込書 

1 必要事項を記入 

1)JHA 登録した氏名（漢字の間違い等）を確認

2）指定の日時までに提出

　年　　　月　 　日

【ユニフォーム】

【役員】

【選手】

Ｐo No 年齢・学年 JHA登録No.

1234567

その他のスタッフ 日本　十郎 にほん　じゅうろう H123465

フィジオセラピスト 日本　七郎 にほん　しちろう 有 H123462

通訳 日本　九郎 にほん　くろう H123464

アナリスト 日本　八郎 にほん　はちろう H123463

チームドクター 日本　四郎 にほん　しろう 有 医師 H123459

医療スタッフ 日本　五郎 にほん　ごろう 無 H123460

トレーナー 日本　六郎 にほん　ろくろう 有 スポーツトレーナー H123461

コーチ 日本　二郎 にほん　じろう 有 コーチ3級 H123457

コーチ 日本　三郎 にほん　さぶろう 有 コーチ3級 H123458

役職名 氏名 ふりがな 資格の有・無 保有資格名 JHA登録No.

監　督 日本　一郎 にほん　いちろう 有 コーチ4級 H123456

　年度　 　大会

下記のとおり参加申し込みいたします。

都道府県名 東京都 ホッケー協会 チーム代表者 日本　太郎

参加申込書

00-0000-0000 fax

ふりがな にほん　たろう 〒 000-0000

ふりがな にほんちーむ 〒

チーム名
日本チーム 所在地 東京都渋谷区　〇〇○

TEL

シャツ パンツ/スコート ソックス

連絡者氏名
日本　太郎 住　所 東京都渋谷区　〇〇○

携帯電話 000-3491-2330 e-mail nfo@japan-hockey.org

ゴールキーパーシャツ

第1 レッド レッド レッド イエロー

第2 ホワイト ホワイト ホワイト ピンク

生年月日氏名 ふりがな 出身校

資格の有無を記載

1番～99番までの番号

JHA登録№.欄を追記。役職名を記載。
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負傷・事故報告書 

1 必要事項を記入しテクニカルオフィサーへ提出 

1)事情により提出できない場合は、大会事務局へ提出

2)上記の提出ができない場合は、大会事務局へ原本を送付するか、PDF ファイルにしてデータ

を送信

負傷・事故報告書（国民スポーツ大会医療機関治療拒否確認書） 

1 必要事項を記入し該当選手が実筆署名 

1) テクニカルオフィサーへ提出

2) 国民スポーツ大会専用

各種様式は、下記の JHA ホームページよりダウンロードしてください。 

https://hockey.or.jp/rules/download 

44



　
　　　 　年　　　月　　　日

【ユニフォーム】

【役員】

【選手】

Ｐo No 年齢・学年 JHA登録No.

1234567

※「Po」欄には、ＧＫ・ＦＢ・ＭＦ・ＦＷの別をご記入ください。                        
※主将の番号を○で囲んでくださ

参加申込書
　　　　年度　　　　　　　　　　　大会

下記のとおり参加申し込みいたします。

都道府県名 ホッケー協会 チーム代表者

fax

ふりがな 〒

ふりがな 〒

チーム名
所在地

TEL

連絡者氏名
住　所

携帯電話 e-mail

役職名 氏名 資格の有・無ふりがな 保有資格名 JHA登録No.

シャツ パンツ/スコート ソックス ゴールキーパーシャツ

第1

第2

監　督

生年月日氏名 ふりがな 出身校
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： ：

： ：

： ：

： ：

↑ ↑

ＧＫシャツ ＧＫシャツ

TO ：

※ 試合に着用するユニフォームに 「×」 を記入

パンツ/スコート パンツ/スコート

ソックス ソックス

First Second

ＦＰシャツ ＦＰシャツ

その他の役員

監  督 コ ー チ

医療スタッフ 医療スタッフ

年齢・学年 備考

出 場 選 手

先発 背番号 氏   名 (C/GK) ふ り が な

ス タ ー テ ィ ン グ リ ス ト

公益社団法人

日本ホッケー協会
大会名

試合番号 試合日 試合時間 チーム名
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

6

3

− − −

− − −

− − −

− − −

− − −

守備者No.

先・後
攻撃者No.

先・後
結果

守備者No.

結果

攻撃者No.
8 9

特記事項：

チーム名 攻守 回数 541 32 6 計10 11 12 13 14 157

公　式　試　合　記　録

公益社団法人

日本ホッケー協会

№時間

0

№

 監　　督

得点時間 № 種類

コーチ

得点
得点　　【 種類： FG =  ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ．PC =ﾍﾟﾅﾙﾃｨｺｰﾅｰ．PS = ﾍﾟﾅﾙﾃｨｽﾄﾛｰｸ 】

チーム 時間 種類 得点

コーチ

チーム

 リザーブ アンパイア

 アンパイア

 タイミング ジャッジ

Ｙ Ｒ

1  Q
2  Q
3  Q
4  Q

Ｇ
0

チーム名

試合番号 試合日 開始時間 種別/プール/回戦

Ｇ Ｙ 時間 背番号 氏　　　名　(GK/C)氏　　　名　(GK/C)

S   O

試 合 会 場

背番号 Ｒ

 監　　督

チーム名

種類チーム

 Ｔ　　Ｏ

 アンパイア

時間

スコアリング ジャッジ

ＳＯ戦　　【 結果：○ = ｺﾞｰﾙｲﾝ．× = ﾉｰｺﾞｰﾙ．※ PSは備考欄へ記入 】
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

2

6

3

− − −

− − −

− − −

− − −

− − −

守備者No.

先・後
攻撃者No.

0 0
時間 背番号 氏　　　名　(GK/C) Ｇ Ｙ Ｒ

計

Ｒ 時間 背番号 氏　　　名　(GK/C) Ｇ Ｙ

2 3 4 5 6 7 8 9

種別/プール/回戦 試 合 会 場

S   O

後半

チーム名

10 11 12 13 14 15
攻撃者No.

公　式　試　合　記　録

公益社団法人

日本ホッケー協会

チーム名
前半

試合番号 試合日 開始時間

コーチ コーチ

 スコアリング ジャッジ タイミング ジャッジ

 監　　督  監　　督

アンパイア アンパイア

得点　　【 種類： FG =  ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ．PC =ﾍﾟﾅﾙﾃｨｺｰﾅｰ．PS = ﾍﾟﾅﾙﾃｨｽﾄﾛｰｸ 】

 Ｔ　　Ｏ リザーブ アンパイア

種類チーム 時間 № 種類 チーム 時間 №得点 得点 得点チーム 時間 № 種類

特記事項：

ＳＯ戦　　【 結果：○ = ｺﾞｰﾙｲﾝ．× = ﾉｰｺﾞｰﾙ．※ PSは備考欄へ記入 】

結果

守備者No.

結　果
先・後

チーム名 攻守 回数 1
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会
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：

発
生

日
時

：
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（参加チーム用） 

行動規範 確認書 

1. 私は、大会に参加するにあたり、大会に参加するチームの監督として、公益社団

法人日本ホッケー協会が定める競技運営規程、倫理規程等の規程および日本アン

チ・ドーピング機構が定める日本アンチ・ドーピング規程を確認しました。

2. 私は、私が監督をするチームが大会に参加するにあたり、プレイヤーおよびチー

ムスタッフの全員が公益社団法人日本ホッケー協会の定める競技運営規程、倫理

規程等の規程類および日本アンチ・ドーピング機構が定める日本アンチ・ドーピ

ング規程を確認したことに責任を負います。

3. 私は、私が監督をするチームが大会に参加するにあたり、プレイヤーおよびチー

ムスタッフの全員が公益社団法人日本ホッケー協会および主催者・主管者の定め

るガイドライン、諸規制を確認したことに責任を負います。

大会名 ： 

チーム名：  

監督署名：  

署名日 ：西暦    年   月   日 
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（競技役員用）  

  

 

 

行動規範 確認書  

  

  

 

  

 

1. 私は、大会に参加するにあたり、大会のテクニカルデリゲートとして、公益社団

法人日本ホッケー協会が定める競技運営規程、倫理規程等の規程および日本アン

チ・ドーピング機構が定める日本アンチ・ドーピング規程を確認しました。  

 

2. 私は、大会競技役員の全員が公益社団法人日本ホッケー協会の定める競技運営規

程、倫理規程等の規程および日本アンチ・ドーピング機構が定める日本アンチ・

ドーピング規程を確認したことに責任を負います。 

 

3. 私は、大会競技役員全員が、公益社団法人日本ホッケー協会および主催者・主管

者の定めるガイドライン、諸規制を確認したことに責任を負います。 

 

 

 

  

  

大会名 ：                          

  

  

TD署名：                          

 

  

署名日 ：西暦    年   月   日   
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抗 議 文 

チーム名 vs 対戦相手

試合番号 日付 抗議文提出時間

提出者氏名: 

連絡先携帯番号：

□ 本抗議文と共に5万円を供託いたします。

日本ホッケー協会競技運営規程抜粋 

16.1 試合終了後またはシュートアウト戦の後に試合に関する抗議を行う場合、監督は、 

a   公式試合記録に署名する際に、署名のすぐ下に抗議の意向を直ちに記入しなくてはならない。 

b  抗議理由を文書にして試合終了またはシュートアウト戦終了後、３０分以内に TO に提出しなくてはなら

ない。 

c  同時に 5万円を TO に供託しなければならない。

16.5 TD は抗議の提出から 2 時間以内に決定を下し、公表しなくてはならない。参加資格に関する疑義で調査

が必要な場合は、決定を保留できる。TD は決定直後に、抗議を行った監督に決定内容を直接伝えること

が望ましい。 

抗議内容

以下に抗議内容を記載すること（足りない場合は裏面に記載しても良い）

署名:
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誓 約 書 

御中 

 大   会   名：   

 対戦チーム名： 

 下記選手のマウスガードの装着ができません。負傷等の場合は、チームおよび個人の責任において対応することを

誓約いたします。  

該当選手 

NO. 氏名 備  考 

  202 年   月   日 

チーム名：

監督署名：

ＴＯ署名：
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誓 約 書    
             

御中 

 

下記選手は、医学上の理由により「競技運営規程 付属書 1 ホッケー競技規則に優先する項目 5.2」

で定められている、フェイスマスクを着用せずにペナルティコーナーの守備を行います。負傷等が

発生した場合は、チームおよび個人の責任において対応することを誓約いたします。今後、医学上の

理由が解消された場合には、ペナルティコーナーの守備時にフェイスマスクを着用することを誓約

します。 

 

大会名： 

試合日：202  年  月  日 

対戦相手チーム名：    

 

該当選手 

背番号 氏名 理由・備考 

   

   

   

 

 

 

     202x年  月  日 

 

 

チーム名：                    

 

 

監督署名：                     

 

 

ＴＤ署名：                     
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誓 約 書

御中

弊チームは、持参したペナルティコーナー時に着用するフェイスマスクが必要数に満たず、競技運

営規程 付属書 1 ホッケー競技規則に優先する項目 5.2で定められている「すべての守備側プレイ

ヤーは顔面または頭部全体を保護するフェイスマスクを着用する。」を満たすことができません。そ

のため、ペナルティコーナーの守備時に、複数名の選手がフェイスマスクを着用せずにプレーを行

います。負傷等が発生した場合は、チームおよび個人の責任において対応することを誓約いたしま

す。また、早急に今後の試合においては、必要数のフェイスマスクを持参し安全に試合に参加するこ

とを誓約します。

大会名： 

試合日：202  年  月  日 

対戦相手チーム名：

202  年  月  日 

チーム名：

監督署名： 

ＴＤ署名： 
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申請日 年 月 日

申請区分（いずれかに○） 新規　　・ 前年度より継続

チーム名

チーム種別

表示するスポーツクラブ名

図柄（文字・ロゴ等）

大きさ(面積）

掲出箇所

スポーツクラブ名表示申請書

デザインまたは写真を添付してください。

公益社団法人　日本ホッケー協会
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登録規程

2026.4.1 改訂 

主要改訂箇所 
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登録規程 2026 年度改定の概要 

1．改定の背景・目的

• 登録制度の運用実態を踏まえ、チーム登録と個人登録（ライセンス制）の位置付けを明確化

するため。

• 登録種別・年齢区分を整理し、分かりやすく公平な登録制度とするため。

• 登録管理の効率化および大会運営の円滑化を図るため。

2．改定のポイント（要点） 

（1）登録制度の基本構造を整理

• チーム登録＋個人登録（ライセンス）を公式試合出場の必須要件として明確化。

• 「年度登録」「公式試合」等の用語を定義し、規程の解釈を統一。

（2）登録種別の再編

• 従来の男女別・種別混在型から、次の 2層構造へ整理。

o チーム種別：HJL／社会人／大学／高校／中学／小学／マスターズ

o 個人区分：年齢区分（アンダー9（U9）、アンダー19（U19）、アンダー29（U29）、

シニア）

• 個人登録用の特例的種別（国スポ・HJL等）は廃止し、制度を簡素化。

• ブロック協会、都道府県協会、傘下団体主催の大会、6 人制・ホッケー5 の大会に参加する

チームは必ずしも登録されたチームでなくても良い。

（3）個人ライセンス制の明確化

• 構成員は個人単位で JHAに登録（ライセンス）する制度とする。

• スタッフ（監督・コーチ・役員）は、1 回の個人登録で複数チームでの活動を可とする。

• 選手については、同一年度内の複数チーム同時所属は禁止。

（4）登録料体系の明確化

• チーム登録料および個人登録料を別表で明示。

• 個人登録料は年齢区分に応じた金額設定とし、U9は無料。

（5）外国人選手の取扱整理

• 外国人選手の定義・大会取扱いを別記として独立整理。

• 社会情勢を踏まえ排他的な取り扱いの廃止。

3．主な影響・留意点 

• チーム・個人ともに、登録漏れが公式試合出場不可に直結するため、登録管理の徹底が必要。

• スタッフ兼務が制度上明確化され、現場運営の柔軟性が向上。

• 年齢区分制導入により、登録種別の判断が簡素化。

4．施行日 

• 2026 年 4月 1 日施行
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登録規程（2026 年度） 

前文 

本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）が統括する競技活動に 

おいて、チームおよび構成員の登録に関する基本的事項を定め、登録制度の適正な運用を 

通じて、競技の公正性、安全性および円滑な大会運営を確保することを目的とする。 

 

2026 年度改定の趣旨 

本改定は、登録制度の運用実態を踏まえ、チーム登録および個人登録（ライセンス制）の 

位置付けを明確化するとともに、登録種別および年齢区分の整理、ならびに登録手続きの 

電子化への対応を図り、競技運営の円滑化および登録管理の効率化を目的として行うもの 

である。 

 

第 1 条（登録義務） 

JHAに所属するチームおよび構成員（選手、監督、コーチ、その他役員）は、第 3条に規 

定する登録種別に基づき、大会申込時までに登録を完了しなければならない。 

個人が JHAまたはその加盟団体（ブロック協会、都道府県協会、連盟等）が主催または共 

催する大会の試合（公式試合）に出場するためには、個人登録（ライセンス）が必須とす 

る。未登録者は公式試合に出場することはできない。ただし、都道府県協会、ブロック協 

会が主催する大会および 6人制とホッケー5の大会においては、登録されてないチームで 

参加申込することができるが、その場合でも、参加者の個人登録（ライセンス）は必須と 

する。 

 

第 2 条（用語の定義） 

本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

チーム：JHAまたは加盟団体に所属し、大会参加を目的として登録された団体。 

構成員：チームに所属する選手、監督、コーチおよびその他役員。 

個人登録（ライセンス）：構成員が個人単位で JHAに登録される資格。 

年度登録：当該年度において有効となるチーム登録および個人登録。 

公式試合：JHAまたは加盟団体が主催、共催する大会および試合。 

選手：試合に出場して競技を行う者。 

スタッフ：チームを構成する選手以外の者。 

外国人：日本国の国籍を有しない者。ただし、日本の学校教育法に基づく小学校、中学 

    校、高等学校を卒業した者については、この限りではない。 

 

第 3 条（登録種別・区分） 

登録の種別は、チームの活動形態に基づく「チーム種別」と、構成員の年齢に基づく「個 

人区分」とし、次のとおりとする。 

 

1. チーム種別 

(1) 一般（HJL）：ホッケー日本リーグに加盟するチーム 

(2) 一般（社会人）：前号以外の社会人チーム、クラブチーム等 
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(3) 大学：大学、短期大学、専門学校等のチーム

(4) 高校：高等学校、高等専門学校等のチーム

(5) 中学：中学校、中等教育学校等のチーム

(6) 小学：小学校、スポーツ少年団等のチーム

(7) マスターズ：マスターズ年代で構成されるチーム

2. 個人区分（年齢区分）

個人の登録区分は、当該年度の 4月 1日時点の満年齢により、次のとおり定める。

(1) アンダー9（9歳以下）

(2) アンダー19（10歳以上 19歳以下）

(3) アンダー29（20歳以上 29歳以下）

(4) シニア（30歳以上）

第 4 条（登録手続き） 

年度登録は、JHAが指定する登録システムを通じて登録および登録料の納入を完了しなけ 

ればならない。 

個人登録（ライセンス）は、チームの構成員として登録する方法と個人単独で登録する方 

法のどちらかによる。 

個人登録の際に選手またはスタッフの区分を選択して登録を行う。両方の区分を登録する 

こともできる。（登録料は変わらない） 

スタッフとして複数のチームで活動する場合においても、個人として 1件の登録に基づく

登録料の支払いを行えば足りるものとし、チームごとに重複して登録料を納入する必要は

ない。（どこかのチームでスタッフ区分として登録されていれば、実施要項等の規定に抵

触しない限り、他のチームのスタッフとして登録、活動できる）

第 5 条（年度登録料） 

年度登録料は、「チーム登録料」および「個人登録料」とする。 

1. チーム登録料

チーム種別ごとの登録料は、別表 1のとおりとする。

【別表 1：チーム登録料】 

チーム種別には、それぞれ男子、女子がある。

チーム種別 登録料（年額） 

一般（HJL）   40,000円 

一般（社会人）   30,000円 

大学   25,000円 

高校 20,000円 

中学 5,000円 

小学 2,000円 

マスターズ   10,000円 
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2. 個人登録料 

個人登録料は、選手・スタッフの別なく、当該年度 4月 1日時点の年齢に基づき、 

別表 2のとおりとする。 

【別表 2：個人登録料】 

年齢区分（4/1時点） 個人登録料（年額） 

アンダー9  （U9）       0円 

アンダー19 （U19）     1,000円 

アンダー29（U29）     2,000円 

シニア     3,000円 

 

3. システム利用料 

登録料の納付に際しては、別表 3のシステム利用料が発生する。 

【別表 3：システム利用料（税込）】 

システム利用料 

個人支払 
～6,000円 240円 

6,001円～ 4.1％ 

チーム支払 
～10,000円 250円 

10,001円～ 2.8％ 

 

第 6 条（追加登録および登録変更） 

新たに結成されたチームは、都道府県協会による確認を受け、所定の証明書を添えて JHA 

へ登録することができる。 

構成員の追加または変更が生じた場合（年度途中に個人登録を行う場合を含む）は、登録

システムを通じて速やかに届け出るものとし、登録完了後でなければ大会に参加すること 

はできない。 

 

第 7 条（外国人選手） 

外国人選手の登録については、日本国籍を有する者と同様に年齢区分に応じた個人登録料 

を適用し、日本国籍を有する者と同様に大会に参加できる。ただし、大会実施要項等に別 

途制限がある場合は、それに従う。 

 

第 8 条（チーム移籍および複数チームでの活動） 

チーム移籍および複数チームでの活動については、次のとおりとする。 

（1）年度内に選手が所属チームを変更する場合（以下「移籍」という。）は、新所属チーム

は、旧所属チームの同意書を添付のうえ、JHAに通知しなければならない。 

（2）全国大会の予選会における大会参加申込書に記載されている選手は、移籍の有無にか

かわらず、当該全国大会において別のチームで出場することはできない。 

（3）全日本社会人ホッケー選手権大会および全日本学生ホッケー選手権大会の大会参加申

込書に記載されている選手は、移籍の有無にかかわらず、同一年度内に開催される全

日本選手権大会において、別のチームで出場することはできない。 

（4）個人ライセンスを有する者は、登録システム上で所属を明確にすることにより、複数

のチームでスタッフとして活動することができる。 
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（5）選手は、同一年度内において、複数のチームに同時に所属登録することはできない。

（6）前各項にかかわらず、ホッケージャパンリーグが主催する大会への選手またはスタッ

フの参加においては、その大会の実施要項に基づき参加できる。

（7）選手の複数種別の登録については、一般種別とマスターズ種別のみ認める。

第 9 条（その他） 

実態のないチーム登録など、登録規程の趣旨を大きく逸脱し、公平性を阻害する登録内容 

であると JHAが判断した場合は、JHAは登録内容の是正や抹消を行うことができる。 

また、本規程の解釈に疑義が生じた場合、または本規程に定めのない事項については、そ 

の都度 JHAが定める。 

第 10 条（付則） 

本規程は、2026年 4月 1日から施行する。 

別記 1（外国人選手の取扱い） 

1．外国人の定義

本規程において「外国人」とは、日本国の国籍を有しない者をいう。

ただし、日本の学校教育法に基づく中学校または高等学校を卒業した者については、こ

の限りではない。

2．大会における外国人選手の取扱い 

大会エントリーにおける外国人選手の人数は、チーム内の人数として制限しないものと 

する。 

3．大会実施要項による特例 

前各号の規定については、JHA事業本部の確認を経て、大会実施要項において内容を変 

更して規定することができる。 
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ユニフォーム規程

2026.4.1 改訂 

主要改訂箇所
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序文 目的 

本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）が主催または共催する大会に参加するチームのユニ

フォームに関する基準を定めるものである。 

1. ユニフォーム登録

1.1  大会に参加するチームは、ファーストユニフォームおよびセカンドユニフォームとしてのフィールドプレイヤーのシ

ャツ、パンツ/スコート、ソックスとゴールキーパーのシャツの色を大会参加申込書にて登録しなければならない。大

会期間中はユニフォームの色柄を変更することができない。 

2. フィールドプレイヤーのユニフォーム

2.1  ファーストおよびセカンドユニフォームのうちのひとつのセットは、シャツ、パンツ/スコート、ソックスそれぞれの

80%以上が単色でなければならず、もうひとつのセットは他のセットとは全く違う色でなくてはならない。大会参加に

あたり登録したファーストおよびセカンドユニフォームの色が似ていると TDにより判断された場合は、TDはチームに

対しユニフォームの色を変更させることができる。そのため、判断に迷う場合は、事前に JHA事業本部競技運営部長ま

たは大会 TDに確認を取っておくことを推奨する。 

2.2  ソックスの色は、2.1の条件を満たす限り、何色でも良い。ただし、膝にかかるように着用することは認められない。 

2.3  背番号は、はっきりと塗り潰された(輪郭線でない)数字で次の2か所に明示する。 

a  上下 16cm以上、30cm以下の文字でプレイヤーのシャツの背面 

b  上下 7cm以上、9cm以下の文字でプレイヤーパンツ/スコートの前面で太ももの高さ 

2.4  プレイヤーの名前を表示する場合、プレイヤーの名前は、 

a  シャツの背面に表示されていること 

b  はっきりと塗り潰された（輪郭線でない）上下が 6cm以上、10cm以下の文字であること 

c  プレイヤーの背番号より上に配置し、背番号が明瞭に見えるようにすること 

2.5  ユニフォームの袖の長さ、襟の有無の制限はないが、試合を通じて全員が同じ仕様のユニフォームを着用しなければ

ならない。長袖、半袖、袖無しのユニフォームの選手が混在していても良い。 

   また、スコートタイプ、パンツタイプのユニフォームの混在を認めるが、同色かつ同一デザインの混在に限る。 

2.6  アンダースパッツは、ユニフォームの内側で立った姿勢で外面から見えない範囲に着用するものや、立った姿勢でス

コートの下に外面から見えない範囲で着用してもよい。スコートの下にアンダースパッツを着用する場合は、全員が

同じ素材で同色のものを着用しなければならないが、スコートと同色である必要はない。 

2.7  ユニフォームの袖からはみ出るアンダーシャツを着用してよい。その場合、着用する選手全員がユニフォームの色と

同色かつ、同じ仕様のものを着用しなければならない。着用と非着用の選手が混在していても良い。 

2.8  襟元や袖口からはみ出てユニフォームの原型を変えるような下着・インナーウェアは着用してはならない。 

2.9  上項に関わらず、宗教上および医師の指示による健康上の理由による着用物に制限はないが、事前に TDの承認を必要

とする。 

3. フィールドプレイヤーの装具

3.1 フィールドプレイヤーは、ソックスの内側で膝より下にすねあてを試合中常時着用しなければならない。

3.2 フィールドプレイヤーは、マウスピースを、試合中常時着用しなければならない。ただし、ゴールキーパーは着用を推

奨する。（スポーツ少年団ならびにマスターズの大会については、装着を強く推奨する） 

3.2 フィールドプレイヤーは、ユニフォームの内側で外面から見えない状態であれば、体を守るための装具を装着してもよ

い。膝あてはソックスの外側に装着してもよい。ただし、TOによって危険と判断されるものは装着できない。 

4. ゴールキーパーのユニフォーム

4.1  ファーストおよびセカンドユニフォームのシャツは、フィールドプレイヤーのファーストおよびセカンドユニフォー

ムのシャツの色と全く違う色でなければならず、かつ GKのファーストおよびセカンドのユニフォームは全く違う色で

なくてはならない。 

4.2  背番号は、はっきりと塗り潰された(輪郭線でない)数字で次の2か所に明示する。 

a  上下 16cm以上、30cm以下の文字でシャツの背面 

b  上下 7cm以上、20cm以下の文字でシャツの前面 

4.3  プレイヤーの名前を表示する場合、プレイヤーの名前は、 

a  シャツの背面に表示されていること 

b  はっきりと塗り潰された（輪郭線でない）上下が 6cm以上、10cm以下の文字であること 

c  プレイヤーの背番号より上に配置し、背番号が明瞭に見えるようにすること 
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5. シューズの色

5.1  シューズの色は何色でも良い。

6. ゴールキーパーの装具の色

6.1  ゴールキーパーの装具の色は何色でも良い。

7. メーカー識別標章

7.1  メーカー識別標章を付する場合は、次の場所及びサイズとする。メーカー識別標章とは、メーカーの名称（以下、「メ

ーカー名」とする）又はメーカーのロゴマーク（以下、「ロゴマーク」とする）をいう。 

a シャツ 

     a.1  前面 

表示できるもの： メーカー名又はロゴマーク 

場 所： 胸に１カ所 

サイズ： 30㎠以下 

 a.2    その他 

表示できるもの： ロゴマーク 

場 所： 両肩又は両脇又は両袖口のいずれに 1カ所 

サイズ： 幅8㎝以下 

形 状： 以下のいずれか 

ア）単独のロゴマークを1カ所のみ配置 

イ）帯状のロゴマークを配置 

b パンツ／スコート 

     b.1  前面又は背面 

表示できるもの： メーカー名又はロゴマーク 

場 所： 左右いずれかに１カ所 

サイズ： 30㎠以下 

  b.2    両腰脇又は両裾 

表示できるもの： ロゴマーク 

場 所： 両腰脇又は両裾のいずれか1カ所 

サイズ： 幅8㎝以下 

形 状： 以下のいずれか 

ア）単独のロゴマークを1カ所のみ配置 

イ）帯状の連続的なロゴマークを配置 

c ストッキング 

     c.1  任意の場所 

表示できるもの： メーカー名又はロゴマーク 

場 所： ア）左右１カ所ずつ、又は イ）左右 2カ所ずつ 

サイズ： 20㎠以下 

  c.2   上端 

表示できるもの： ロゴマーク 

サイズ： 幅5㎝以下 

形 状： 以下のいずれか 

ア）単独のロゴマークを1カ所のみ配置 

イ）帯状の連続的なロゴマークを配置 

7.2 製品に使用されている技術的な商標ロゴについては、面積が 10 ㎠以下で１箇所とする。 

7.3 ロゴの大きさが上記のサイズを超過する場合は広告とみなし、「11．チームが希望する広告」に従って広告掲載の手続

きを行わなければならない。 
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8.    都道府県名の表示 

8.1 都道府県名又は都道府県のロゴマーク 

a 都道府県名の表示は任意とする。付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。 

        a.1   シャツ 

           場       所：  原則袖のどちらか一方又はシャツに表示したチーム識別標章の周辺の 1カ所のみ配置 

          サ  イ  ズ ：  50㎠程度 

 

9.    スポーツクラブ名等の表示 

9.1 スポーツクラブ名又はスポーツクラブのロゴマーク 

  a  スポーツクラブ所属チームのスポーツクラブ名又はスポーツクラブのロゴマークの表示は任意とする。 

       スポーツクラブ名又はスポーツクラブのロゴマークを付ける場合、それぞれ 1か所とし、場所及びサイ 

ズは、次のとおりとする。 

a.1   シャツ（スポーツクラブ名およびスポーツクラブロゴマーク） 

          場       所：  スポーツクラブ名の場合、袖のどちらか一方又はシャツ前面か背面の 1カ所のみ配置。 

ロゴマークの場合は、原則袖のどちらか一方又はシャツに表示したチーム識別標章の周辺

の 1カ所のみ配置 

 

         サ  イ  ズ  :  スポーツクラブ名 300㎠程度 

                        ロゴマーク 50㎠程度 

 

9.2 スポーツクラブ名等を掲出する場合は、大会開始日の3日前までに表示する図柄、大きさ、位置を主催者に 

申請しなければならない。 

9.3  主催者は、競技運営に支障が出る等の正当な理由がある場合は申請を却下することができる。 

 

10.    大会主催者が希望する広告 

10.1  大会主催者は、大会に参加するプレイヤーのユニフォームに広告を表示させる権利を有し、その要請があった場合は、

チームはユニフォームの指定の位置に広告を貼付しなければならない。貼付する広告は、主催者がチームに無償で提

供する。 

 

11.    チームが希望する広告 

11.1  大会開始日の 3日前までに表示する広告の図柄、大きさ、位置を主催者に申請しなければならない。 

11.2  アルコール類およびたばこ商品名の広告は許可されない。 

11.3  主催者は、公序良俗に反する場合や大会スポンサーに競合する等の理由により、申請を却下することができる。 

11.4  主催者は、許可にあたり広告の大きさ、位置を変更する権利を有する。 

11.5  広告の表示が認められた場合、チームは、広告 1か所につき 10,000円をJHAに納入しなければならない。 

 

12.    競技役員ウェアへの広告 

12.1  大会主催者は、大会に参加する競技役員の公式ウェア（アンパイアシャツ、大会ジャンパー等）に広告を表示させる

権利を有する。 

 

13.    大会協賛広告 

13.1  大会に参加する競技役員の公式ウェア（アンパイアシャツ、大会ジャンパー等）に広告を提供し、表示させることを、

誰でも希望することができる。その場合は、以下に基づき主催者に申請を行わなければならない。 

13.2  大会開始 15日前までに、表示する広告の図柄、大きさ、表示させるウェアおよび位置を主催者に申請しなければなら

ない。 

13.3  アルコール類およびたばこ商品名の広告は許可されない。 

13.4  主催者は、公序良俗に反する場合や大会スポンサーに競合する等の理由により、申請を却下することができる。 

13.5  主催者は、許可にあたり広告の大きさ、位置を変更する権利を有する。 

13.6  広告の表示が認められた場合、申請者は、広告 1か所につき 50,000円をJHA特別協賛金として納入しなければなら

ない。金額は JHAとの協議により変更することができる。また、表示する広告を主催者に無償で提供しなければなら

ない。広告の表示（貼付）に係わる費用は原則として申請者が負担する。 

13.7  大会主催者は、大会に参加する競技役員の公式ウェア（アンパイアシャツ、大会ジャンパー等）に広告を表示させる

権利を有するが、アルコール類およびたばこ商品名の広告は表示できない。 
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14. 選手が使用する用具・防具への広告

14.1 選手が公式試合で利用する用具・防具について広告掲出を希望する場合は大会開始日の3日前までに表示する広

告の図柄、大きさ、位置及び選手名を主催者に申請しなければならない。 

   申請は原則としてチーム単位で申請するものとし、申請者がチームに属していない場合等は個人でも可能とする。 

14.2  アルコール類およびたばこ商品名の広告は許可されない。 

14.3  主催者は、公序良俗に反する場合や大会スポンサーに競合する等の理由により申請を却下することができる。 

14.4  主催者は、許可にあたり広告の大きさ、位置を変更する権利を有する。 

14.5  JHAは競技上危険や支障があると判断された場合は申請を却下することができる。 

14.5  広告の表示が認められた場合、広告 1か所につき3,000円を JHAに納入しなければならない。 

15．その他 

15.1 国民スポーツ大会等、別途規程が定められている場合には、そちらが優先される。 

15.1 広告の掲出者などの間で問題が発生した場合は、申請者が適切に対応し、解決する。 

15.2 本規程に係わる疑義および定めにない事項は、JHA競技運営部長が関係機関と協議のうえ決定する。 

＜付則＞ 

16. 本規程は、2025年 4月 1日より効力を有する。
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付則 

 

図1 メーカー名（メーカーの名称を文字情報として含むもの） 

   ＜メーカー名＞               ＜メーカー名＋ロゴマーク＞ 

 

 

 

 

 

図2  単独のロゴマークと帯状のロゴマーク 

   ＜単独＞          ＜帯状＞      

 

                                                    8㎝以下 

(5㎝以下） 

 

 

    8㎝以下(5㎝以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                8㎝以下(5㎝以下） 

 

図3 表示物及び掲示物のサイズの計算 

   ※最長辺同士（縦×横）を乗じた面積 

 

 

最長辺：  
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公認競技役員規程

2026.4.1 改訂 

主要改訂箇所
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（目的） 

第1条 

この規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という。）が認定する公認競技役員の地位の確立および

責任範囲の明確化を図るとともに、その技能の向上および競技会運営の円滑化に必要な事項を定めることを目的と

する。 

（用語定義） 

第2条 

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

1.公式試合 

JHA、ブロック協会、都道府県協会またはJHAが認める競技団体が主催または共催する大会において、ホッケー

競技規則（6人制を含む）に基づき実施される試合をいう。 

2.公認競技役員資格 

この規程に基づき認定される競技役員資格および審判員資格をいう。 

3.公認競技役員 

前号に定める公認競技役員資格を有する者をいう。 

（公認競技役員資格の区分） 

第3条 

公認競技役員資格は、競技役員資格および審判員資格に区分する。 

（競技役員資格の区分および資質） 

第4条 

競技役員資格の区分および当該資格を有する者に求められる資質は、次の各号に定めるとおりとする。 

1. 国際競技役員（INT-TO）

公認競技役員のうち競技役員資格を有する者であって、国際ホッケー連盟（以下「FIH」という。）により国際競

技役員資格を認定された者。

2. T1級

競技会の運営、競技運営規程、競技規則、審判および競技会統括について高度な見識および技能を有し、公認競

技役員の模範として指導を行い得る者。

3. T2級

競技会の運営、競技運営規程、競技規則および審判について十分な知識を有し、試合を円滑に運営し、管理する

ために必要な見識および技能を有する者。

4. T3級

競技会の運営、競技運営規程、競技規則および審判について必要な知識を有し、試合の運営および管理を行い得

る者。

5. T4級

大会の競技運営規程、競技規則および審判について理解し、試合におけるテクニカルテーブル業務の運営および

管理を行い得る者。
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（審判員資格の区分および資質） 

第5条 

審判員資格の区分および当該資格を有する者に求められる資質は、次の各号に定めるとおりとする。 

1. アンパイアマネージャー（UM）

大会およびホッケーに係る活動を通じて、審判員の育成、指導、評価および支援を行い得る見識および技能を

有し、競技規則およびその解釈について指導を行い得る者。

2. 国際審判員（INT-UMP）

公認競技役員のうち審判員資格を有する者であって、FIHにより国際審判員資格を認定された者。

3. A級

国際試合の審判を行うに足る高度な見識および技能を有し、公認審判員の模範となり得る者。

4. B級

全国大会の試合の審判を行うに十分な見識および技能を有する者。

5. C級

公式試合の審判を円滑に行うために必要な知識および技能を有する者。

6. D級

公式試合の審判を行い得る者。

7. サジェスションアンパイア（S-UMP）

公式試合におけるサジェスションアンパイアを行うに十分な見識および技能を有する者。

8. ビデオアンパイア（V-UMP）

公式試合におけるビデオアンパイアを行うに十分な見識および技能を有する者。

9. インドアアンパイア（I-UMP）

インドアホッケーの公式試合の審判を行い得る者。

（公認競技役員に関わる役職の権限および責務） 

第6条 

公認競技役員の活動に関係する役職の権限および責務は、次の各号に定めるとおりとする。 

1. JHA競技運営部長

JHA競技運営部長（以下「競技運営部長」という。）は、公認競技役員を統括する。

また、公認競技役員の活動環境の向上、技能の向上、国内外への競技役員の派遣、関係規則の制定および定着

その他これらに関する事項を監督し、そのために必要な指示を公認競技役員に行う。

2. JHA競技運営部競技部長

JHA競技運営部競技部長（以下「競技部長」という。）は、競技役員資格を有する公認競技役員（以下「TOs」

という。）の技能向上、活動実績の管理、活動者数の増加および競技会運営の円滑化等に資するために必要な

施策を策定し、ブロック競技長と連携してこれを実施する。

3. JHA競技運営部審判部長

JHA競技運営部審判部長（以下「審判部長」という。）は、審判員資格を有する公認競技役員（以下「審判員」

という。）の技能向上、活動実績の管理、活動者数の増加ならびに競技規則および判定に関する解釈の周知徹

底等に資するために必要な施策を策定し、ブロック審判長と連携してこれを実施する。

4. JHA競技運営部資格管理室長

JHA競技運営部資格管理室長（以下「資格管理室長」という。）は、講習会等の受講成績および活動実績を踏ま

え、第3条から第5条までに定める資格の認定、承認および登録に関する事務を室員とともに行う。

また、第17条に定める資格の喪失、降格及び停止に関し、必要な調査、資料整理、記録管理その他の事務を

室員とともに行う。

5. ブロック競技長

ブロック競技長は、所属ブロック内のTOsに対する指導、情報伝達、活動実績の把握、T1級資格審査対象者の

推薦、T2級昇格試験および講習会受講対象者の推薦ならびに開催承認、T3級昇格試験の開催承認、ブロック

予選会（表1）におけるテクニカルデリゲート（以下「TD」という。）およびテクニカルオフィサー（以下

「TO」という。）の指名（JHAが指名する者を除く。）、競技役員の発掘その他競技部長が依頼する事項を行う。
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6. ブロック審判長 

ブロック審判長は、所属ブロック内の審判員に対する指導、情報伝達、活動実績の把握、B級昇格試験受験者

の推薦および開催承認、ブロック予選会（表1）におけるアンパイアマネージャー（以下「UM」という。）およ

び審判員の指名（JHAが指名する者を除く。）、審判員の発掘その他審判部長が依頼する事項を行う。 

7. 都道府県競技長 

都道府県競技長は、所属都道府県内のTOsに対する指導、T3級昇格試験受験者の推薦、T4級認定講習会受講

対象者の推薦、都道府県内大会におけるTDおよびTOの指名、競技役員の発掘その他ブロック競技長が依頼す

る事項を行う。 

8. 都道府県審判長 

都道府県審判長は、所属都道府県内の審判員に対する指導、C級昇格試験受験者の推薦、D級認定講習会受講

対象者の推薦、都道府県内大会におけるUMおよび審判員の指名、審判員の発掘その他ブロック審判長が依頼

する事項を行う。 

9. ブロック競技長等の選任 

第5号から前号までに定める役職は、当該ブロックまたは都道府県における理事会その他これに準ずる承認手

続を経て選任されることが望ましい。 

10. 役職者の変更の通知 

第5号から第8号までに定める役職者に変更があった場合は、当該ブロックまたは都道府県は、速やかにJHA

競技運営部長に通知しなければならない。 

この場合において、当該役職に基づく本規程上の権限は、JHA競技運営部長に通知された時点から効力を有す

る。 

11. 役職者の資格要件 

第2号、第3号および第5号から第8号までに定める役職者（第4号に定める資格管理室長を除く。）の本規

程に基づく権限は、当該役職者が公認競技役員資格のいずれかを有している場合に限り、効力を有する。 

 

（公認競技役員の責務） 

第7条 

公認競技役員の責務は、次の各号に定めるとおりとする。 

1. 公認競技役員は、本規程に定める事項を遵守しなければならない。 

2. 公認競技役員は、公式試合に参加するに当たっては、移動中を含め、所定の服装またはその職務にふさわし

い服装を着用しなければならない。また、審判を行う場合は、公認審判服を着用しなければならない。 

3. T1級の競技役員資格を有する公認競技役員は、3年ごとに1回以上、大会におけるテクニカルデリゲート

（アシスタントテクニカルデリゲートを含む。以下この号において「TD」という。）を担当しなければならな

い。ただし、これに代えて、3年間に8試合以上、公式試合におけるテクニカルオフィサー（以下この号にお

いて「TO」という。）またはジャッジ（以下この号において「JG」という。）を担当した場合は、この限りでな

い。 

4. T2級またはT3級の競技役員資格を有する公認競技役員は、3年間に8試合以上、公式試合におけるTD、TO

またはJGを担当しなければならない。 

5. T4級の競技役員資格を有する公認競技役員は、3年間に8試合以上、公式試合におけるTOまたはJGを担当

しなければならない。 

6. UMの審判員資格を有する公認競技役員は、3年ごとに1回以上、大会におけるUMを担当しなければならな

い。 

7. A級の審判員資格を有する公認競技役員は、3年間に6試合以上、全国大会における試合の審判を担当しな

ければならない。 

8. B級の審判員資格を有する公認競技役員は、3年間に6試合以上、公式試合のうち、全国大会、表1に定め

るブロック予選会、日本社会人ホッケー連盟、日本学生ホッケー連盟またはその傘下団体であるブロック学生

連盟が主催する大会における試合の審判を担当しなければならない。 

9. C級の審判員資格を有する公認競技役員は、3年間に6試合以上、公式試合における試合の審判を担当しな

ければならない。 

10. T1級、T2級、UM、A級またはB級の資格を有する公認競技役員は、指定期日までに大会派遣希望調査に回

答しなければならない。 

また、JHAから要求があった場合は、活動実績を報告しなければならない。 
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11. T1級、UMまたはA級の資格を有する公認競技役員は、第19条に定める講習会を毎年受講しなければなら

ない。

T2級、T3級、T4級、B級、C級またはD級の資格を有する公認競技役員は、同条に定める講習会を3年ごとに

1回以上受講しなければならない。

12. A級またはB級の審判員資格を有する公認競技役員は、JHAが指定する体力測定を毎年1回以上実施しなけ

ればならない。

13. 公認競技役員は、国際公式試合において競技役員または審判員を担当しようとするときは、あらかじめ競

技運営部長の承認を得なければならない。

14. 公認競技役員は、JHAが指定する活動に協力しなければならない。

15. 公認競技役員は、公認競技役員としての品位を保持し、選手、監督、コーチ、チームスタッフ、観客その

他の関係者に対し、ハラスメント、差別的言動、暴言、威圧的言動その他不適切な言動をしてはならない。

16. 公認競技役員は、競技会場において、受動喫煙の防止その他安全かつ適正な競技環境の確保に配慮し、関

係法令、施設管理者の定めおよび大会運営上の指示を遵守しなければならない。

（公認競技役員の活動可能範囲） 

第8条 

公認競技役員が担当することができる業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。 

競技役員（以下「TOs」という。）の担当範囲の詳細は、表2に定めるところによる。 

1. T1級の競技役員資格を有する公認競技役員は、公式試合が行われる大会において、テクニカルデリゲート

（アシスタントテクニカルデリゲートを含む。以下この号において「TD」という。）を担当することができ

る。また、公式試合において、テクニカルオフィサー（以下この号において「TO」という。）またはジャッジ

（以下この号において「JG」という。）を担当することができる。

2. T2級の競技役員資格を有する公認競技役員は、公式試合において、TOまたはJGを担当することができる。

また、所属ブロック競技長の指名または承認により、全国大会以外の大会においてTDを担当することができ

る。

3. T3級の競技役員資格を有する公認競技役員は、公式試合において、JGを担当することができる。

また、全国大会以外の公式試合においてTOを担当することができる。

ただし、6人制の試合においては、全国大会の公式試合においてもTOを担当することができる。

4. T4級の競技役員資格を有する公認競技役員は、公式試合において、JGを担当することができる。

また、所属都道府県内で行われる公式試合においてTOを担当することができる。

ただし、6人制の試合においては、所属ブロック内で行われる公式試合においてTOを担当することができる。

5. A級の審判員資格を有する公認競技役員は、公式試合の審判を担当することができる。

また、競技運営部長の承認により、国際試合の審判を担当することができる。

さらに、A級取得後10年以上を経過した者は、所属ブロック審判長の指名または承認により、全国大会以外の

大会においてアンパイアマネージャー（以下この号において「UM」という。）を担当することができる。

6. B級の審判員資格を有する公認競技役員は、公式試合の審判を担当することができる。

また、審判部長の推薦および競技運営部長の承認により、国際試合の審判を担当することができる。

さらに、大会TDの承認により、公式試合においてJGを担当することができる。

7. C級の審判員資格を有する公認競技役員は、全国大会以外の公式試合の審判を担当することができる。

ただし、所属ブロック以外の地域で行われる試合を担当する場合は、所属ブロック審判長の承認を要する。

8. D級の審判員資格を有する公認競技役員は、全国大会および表1に定めるブロック大会以外の公式試合の審

判を担当することができる。

ただし、所属ブロック以外の地域で行われる試合を担当する場合は、所属ブロック審判長の承認を要する。

9. S-UMPの審判員資格を有する公認競技役員は、公式試合において、サジェスションアンパイアを担当するこ

とができる。

10. V-UMPの審判員資格を有する公認競技役員は、公式試合において、ビデオアンパイアを担当することができ

る。

11. I-UMPの審判員資格を有する公認競技役員は、インドアホッケーの公式試合の審判を担当することができ

る。

12. 公式試合に参加するチームに登録されている役員または選手は、当該公式試合における競技役員または審

判員を担当することができない。

ただし、6人制またはマスターズの公式試合における競技役員または審判員については、この限りでない。
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13. 前各号の規定にかかわらず、6人制およびインドアホッケーの試合においては、全国大会を含むすべての公

式試合について、C級またはD級の審判員資格を有する公認競技役員が審判を担当することができる。

14. 前各号の規定にかかわらず、マスターズ（40歳以上）の公式試合においては、C級またはD級の審判員資

格を有する公認競技役員が審判を担当することができる。

15. 前各号の規定にかかわらず、資格審査、講習会の受講または昇格試験の受験中の公認競技役員は、保有資

格にかかわらず、大会TDが指名する業務を担当することができる。

16. 前各号の規定にかかわらず、日本国外から派遣された日本国籍を有しない競技役員は、競技運営部長およ

び大会TDの承認により、公式試合における競技役員業務を担当することができる。

（公認競技役員の認定手順） 

第9条 公認競技役員資格の認定は、次の各号に定めるところによる。 

公認競技役員資格の認定を受けようとする者は、当該資格に係る開催要項に従い、所定の手続により申し込まなけ

ればならない。 

1. T1 級
T2 級資格を有し、全国大会等において十分な実績を有する者であって、所属ブロック競技長、JHA が認める連

盟または JHA の部会の推薦を受けたもののうち、競技運営部が指名したものは、競技運営部執行部会が指定す

る大会において、同部会が指名する JHA 事業本部競技運営部認定講師（以下「認定講師」という）による資格

審査を受け、アシスタント TD（以下「ATD」という。）を担当するものとする。

当該資格審査の結果、T1 級としての資質を有すると認められた者については、競技運営部の審議を経て、T1級

として認定する。

2. T2 級
T3 級資格を有し、全国大会およびブロック大会において実績を有する者は、ブロック協会、JHA が認める連盟

または JHA の部会が開催する T2 級昇格試験（必要に応じて JHA が開催するものを含む。）のうち、認定講師が

実施するものを受験し、当該試験の結果、T2 級としての資質を有すると認められた場合は、T2 級として認定

する。また、A 級資格を有する者（過去に A 級資格を有していた者を含む。）であって、かつ T3 級資格を有す

るものは、ブロック協会、JHA が認める連盟またはJHA の部会が開催する T2 級認定講習会（必要に応じてJHA

が開催するものを含む。）のうち、認定講師が実施するものを受講し、当該講習会の結果、T2 級としての資質

を有すると認められた場合は、T2 級として認定する。

3. T3 級
T4 級資格を有する者は、ブロック協会、都道府県協会、JHA が認める連盟または JHA の部会が主催する T3 級
昇格試験のうち、認定講師が実施するものを受験し、当該試験の結果、T3 級としての資質を有すると認められ

た場合は、T3 級として認定する。

T3 級昇格試験の開催に当たっては、ブロック協会または都道府県協会が主催する場合は事前にブロック競技長

の承認を、JHA が認める連盟またはJHA の部会が主催する場合は当該連盟の会長または当該部会の部会長の承

認を、それぞれ得なければならない。また、前項の承認後、競技運営部の昇格試験開催承認を得なければなら

ない。

4. T4 級
T4 級資格を取得しようとする者は、ブロック協会、都道府県協会、JHA が認める連盟または JHA の部会が主催

する T4 級認定講習会のうち、認定講師が実施するものを受講し、当該講習会の結果、T4 級としての資質を有

すると認められた場合は、T4 級として認定する。

T4 級認定講習会の開催に当たっては、ブロック協会または都道府県協会が主催する場合は事前にブロック競技

長の承認を、JHA が認める連盟またはJHA の部会が主催する場合は当該連盟の会長または当該部会の部会長の

承認を、それぞれ得なければならない。

また、前項の承認後、競技運営部の講習会開催承認を得なければならない。

5. 国際テクニカルオフィシャル
競技運営部長の指名により、FIH が主催し、または公認する国際大会に競技役員として派遣され、国際競技役

員としての資質を有すると当該大会の TD から評価された者については、競技運営部の承認を経て、JHA がFIH

に対し国際競技役員としての登録申請を行うものとする。

当該者がFIH に登録された場合は、競技運営部が国際競技役員として認定する。
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6. 国際審判員

競技運営部長の指名により、FIH が主催し、または公認する国際大会に審判員として派遣され、国際審判員と

しての資質を有すると当該大会のTDから評価された者については、競技運営部の承認を経て、JHA がFIH に
対し国際審判員としての登録申請を行うものとする。

当該者がFIH に登録された場合は、競技運営部が国際審判員として認定する。

7. UM

A級またはB級資格を有する者（過去にA級またはB級資格を有していた者を含む。）で、競技運営部が指定す

る大会において、認定講師によるUM認定講習会を受講し、UMを担当するものとする。

当該講習会の結果、UMとしての資質を有すると認められた者については、競技運営部の審議を経て、UMとし

て認定する。

8. A級

B級資格を有する者で、JHA 主催全国大会、JHA関連団体の競技会において十分な実績があり、競技運営部が

指名した者は、JHA が指名する認定講師によるA  級審判員昇格試験を受験し、当該試験の結果、A級審判員と

しての資質を有すると認められたときは、競技運営部の審議を経て、A級として認定する。

9. B級

C級資格を有する者で、JHA、ブロック協会またはJHA が認める連盟またはJHA の部会が開催するB級審判昇

格試験を受験し、その試験の結果、B級審判員としての資質を有すると認定講師が認めたときは、B級として

認定する。試験の講師は、JHA競技運営部公認の認定講師でなければならない。

試験の開催に当たっては、競技運営部の昇格試験開催承認を得なければならない。

10． C級 

D級資格を有する者で、ブロック協会またはJHAが認める連盟またはJHAの部会が開催するC級審判昇格試験

を受験し、その試験の結果、C級審判員としての資質を有すると認定講師が認められたときは、C級として承

認する。試験の講師は、競技運営部公認の認定講師でなければならない。 

試験の開催に当たっては、事前にブロック審判長の承認を得なければならない。ブロック審判長の承認後、競

技運営部の昇格試験開催承認を得なければならない。 

11． D級 

  ブロック協会、都道府県協会またはJHAが認める連盟またはJHAの部会が開催するD級審判認定講習会を受講

した者で、D級審判員としての資質を有すると認定講師が認められたときは、D級として承認する。 

  講習会の講師は、競技運営部公認の認定講師でなければならない。 

  講習会の開催に当たっては、事前にブロック審判長の承認を得なければならない。ブロック審判長の承認後、

競技運営部の認定講習会開催承認を得なければならない。 

12. S-UMP

A級、B級、C級またはUMの資格を有する者は、S-UMPの資格を同時に保有するものとする。

また、過去にA級、B級またはC級資格を有していた者で、現にいずれかの公認競技役員資格を有するもの

は、S-UMPの資格を同時に保有するものとする。

13. V-UMP

A級、B級、C級またはUMの資格を有する者は、V-UMPの資格を同時に保有するものとする。

また、過去にA級、B級またはC級資格を有していた者で、現にいずれかの公認競技役員資格を有するもの

は、V-UMPの資格を同時に保有するものとする。

14. I-UMP

A級、B級、C級またはD級の資格を有する者は、I-UMPの資格を同時に保有するものとする。

15．資格の同時保有について 

  公認競技役員は、それぞれの資格の認定手順に従い受験し、または受講することにより、複数の資格を同時に

保有することができる。 
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（公認競技役員認定証） 

第10条 

第9条に定める公認競技役員として認定され、かつ、第12条に定める登録手続きを完了した者に対し、JHAは公認

競技役員認定証を交付する。 

ただし、認定証の交付は、デジタル登録証の交付をもってこれに代える。 

（公認競技役員登録証及び登録情報の管理） 

第11条 

新たに資格を取得し、その登録手続きを完了した者に対し、JHAはデジタル登録証を速やかに交付する。 

登録または更新の際にJHAに届け出られた個人に関する情報は、JHAの円滑な運営を目的としてのみ利用するもの

とする。JHAは、当該目的の範囲内で業務委託先に提供する場合および日本国内の法令に基づく場合を除き、当該

個人情報を第三者に開示し、または提供しない。 

公認競技役員は、登録情報に変更が生じた場合は、JHA登録システムにおいて速やかに届け出なければならない。

また所属協会を変更する場合も同様に速やかに手続きを行わなければならない。 

（登録手続き） 

第12条 

公認競技役員の新規登録手続きは、次の各号に定めるところによる。 

1. T1級、UM、A級資格の登録手続き

資格管理室は、認定後、新規登録申請書をJHAに提出する。その後、認定者に通知される案内に従い、認定者本

人が新規登録手続きを行い、認定料を納入しなければならない。資格管理室において認定された日を登録日とす

る。ただし、認定者本人が指定期間内に新規登録手続きを行わず、または認定料を納入しない場合は、当該認定

を取り消す。

2. T2級、T3級、T4級、B級、C級およびD級資格の登録手続き

認定講師は、T2級、T3級又はT4級については認定後、B級、C級又はD級については承認後、新規登録申請書を

JHAに提出する。その後、当該資格の認定又は承認を受けた者に通知される案内に従い、本人が新規登録手続きを

行い、認定料を納入しなければならない。認定講師からJHAに新規登録申請がなされた日を登録日とする。ただ

し、本人が指定期間内に新規登録手続きを行わず、又は認定料を納入しない場合は、T3級又はT4級については認

定を、C級又はD級については承認を取り消す。

3. 認定料

各資格の新規認定料の額は、表－3のとおりとする。

4. 配付物

各資格の新規登録手続き完了後、JHAは、表－6に定めるものを配付する。

ただし、エンブレム、カード、リングその他資格に応じて必要となる物品は、各自の負担により購入するものと

する。

T1級 ：T1級バッジ  T2級 ：T2級バッジ  T3級 ：T3級バッジ 

A級  ：A級バッジ  B級 ：B級バッジ  C級 ：C級バッジ 

（有効期間及び更新手続き） 

第13条 

公認競技役員（引退者を含む）の資格の有効期間及び年度登録（更新手続き）は、次の各号に定めるところによ

る。 

1. 公認競技役員資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

ただし、新規登録された資格の有効期間は、登録日から直後に到来する3月31日までとする。

2. ブロック競技長及び審判長は、都道府県競技長及び審判長と連携し、所属ブロックにおける公認競技役員の

資格保有者リストの確認及び修正を行い、必要に応じてJHAに通知しなければならない。

3. 公認競技役員は、指定された期間内に、定められた方法により年度登録の更新手続きを行わなければならな

い。
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4. 年度登録料は、表－4のとおりとする。

  複数の資格を保有する者は、そのうち最も高額な年度登録料のみをJHAに納入する。 

  D級の年度登録料については、JHAが受領した金額を年度末に一括して、それぞれの所属するブロック協会

に配賦する。この配賦金は、ブロック内における競技役員の育成その他これに関連する活動に充てること

が望ましい。なお、第16条第4号に該当する場合は、年度登録料を免除する。 

  ただし、停止が解除されたときは、その時点において該当する年度登録料を納入しなければならない。 

（資格の喪失） 

第14条 

公認競技役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。なお、既に納入された登録料は返

還しない。 

1. 第13条第4号に規定する年度登録料を指定された期間内に納入しなかったときは、資格は失効する。

2. 公認競技役員として著しく不適切な行為または言動があったときは、資格の認定を取り消す。

3. 本規程に著しく違反し、またはこれを逸脱する行為もしくは言動があったときは、資格の認定を取り消す。

4. 死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、資格を抹消する。

5. 資格を失効した者が再度公認競技役員資格を取得しようとする場合は、失効前の資格に係る実績は承継しな

いものとする。

（降格） 

第15条 

公認競技役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、降格することがある。ただし、T4級及びD級について

は降格しない。なお、既に納入された登録料は減額しない。 

1. 第7条第3号から第9号までに規定する活動実績を継続的に満たす意思が認められないとき。

2. 第7条第11号に規定する講習会を正当な理由なく受講しなかったとき。

3. 各資格に必要とされる見識又は技能を有していないと認められたとき。

（資格の停止） 

第16条 

公認競技役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の効力の全部又は一部を、期間を定めて停止す

ることがある。なお、既に納入された登録料は返還しない。 

1. 公認競技役員として不適切な行為または言動があったとき。

2. 本規程に違反し、またはこれを逸脱する行為もしくは言動があったとき。

3. 競技会等において、故意または重大な過失により、円滑な運営を著しく妨げたとき。

4. 海外赴任、長期療養その他やむを得ない事情により、本人から活動休止の申出があったとき。

停止期間は最長3年とする。

（資格の喪失、降格及び停止の手続） 

第17条 

第14条に規定する資格の喪失、第15条に規定する降格及び第16条に規定する停止の手続は、次の各号に定める

ところによる。 

1. 第14条、第15条又は第16条に該当すると認められる場合は、競技運営部において審議のうえ、資格の喪

失、降格又は停止について仮決定を行う。

2. 競技運営部は、仮決定の内容を当該者に通知し、事情を確認する。この場合において、本人が希望するとき

は、弁明の機会を設けるものとする。ただし、第14条第4号（死亡又は失踪の宣告）に該当する場合は、所

属ブロック競技長及び審判長に通知する。

3. 競技運営部は、前号の確認の結果、海外赴任、長期療養その他やむを得ない事情があると認めるときは、仮

決定の内容を変更し、又は取り消すことができる。

4. 前2号の手続を経た後、競技運営部の審議の上、資格の喪失、降格又は停止について決定する。

5. 競技運営部は、前号の決定後、本人及び所属ブロック競技長、審判長にその内容を通知する。

ただし、第14条第4号（死亡又は失踪の宣告）に該当する場合は、所属ブロック競技長及び審判長に通知す

る。
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（公認競技役員引退者の取扱い） 

第18条 

公認競技役員引退者の取扱い及び活動範囲は、次の各号に定めるところによる。 

1. 51歳以上の公認審判員であって表－7に定める体力基準を満たすことができない場合は、第7条に定める審

判員としての活動を行うことができず、引退者として取り扱う。

2. 公認競技役員は、引退届を資格管理室に提出し、これが受理されたときは、引退者として取り扱う。

3. 公認競技役員引退者は、大会TDの承認により、全国大会を含む6人制の試合を担当することができる。ま

た、マスターズ（40歳以上）の試合を担当することができる。

4. 公認競技役員引退者は、大会TDの承認により、全国大会以外の試合を担当することができる。

ただし、表－1に定める大会の試合を担当する場合は、競技運営部長の承認を要する。

5. 公認審判員引退者は、全国大会を含むすべての試合において、サジェスションアンパイア及びビデオアンパ

イアを担当することができる。

（講習会等の実施） 

第19条 

公認競技役員は、競技規則及び競技運営規程に関する知識、解釈及び技能の向上を図るため、実施される講習会等

に積極的に参加しなければならない。実施する講習会等の種類及び受講料は、表－5のとおりとする。 

（その他） 

第20条 

1. この規程に定めるもののほか必要な事項は、競技運営部が関係箇所と協議のうえ決定する。

2. 公認競技役員は、この規程に関し疑義が生じた場合は、競技運営部資格管理室に照会することができる。
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TD TO JG TD TO JG TD TO JG TD TO JG

全国大会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロック大会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都道府県大会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全国6人制大会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○：活動可能

範囲
T1級 T2級 T3級 T4級

資格 認定料(円） 資格 認定料(円）

T1級 5,000 UM 5,000

T2級 4,000 A級 5,000

T3級 3,000 B級 4,000

T4級 2,000 C級 3,000

D級 2,000

資格 年度登録料（円） 資格 年度登録料（円）

T1級 5,000 UM 5,000

T2級 4,000 A級 5,000

T3級 3,000 B級 4,000

T4級 2,000 C級 3,000

D級 2,000

T1級 T2級 T3級 A級 B級 C級

年齢・性別 往復回数 年齢・性別 往復回数

29歳以下男子 84（レベル10） 29歳以下女子 73（レベル 9）

30歳代男子 73（レベル 9） 30歳代女子 62（レベル 8）

40歳以上男子 62（レベル 8） 40歳以上女子 52（レベル 7）

上記は最低限求められる基準であり、84回を上回ることを強く要請する。

講習会名等 受講料（円） 備考 講習会名等 受講料（円） 備考

全国統一ルール研修会 5,000 JHAに納入 ルール研修会 ※5,000 主催者に納入

Ｔ1級昇格試験 5,000 JHAに納入 Ｔ２級昇格試験 ※5,000 主催者に納入

UM認定講習会 5,000 JHAに納入 Ｔ３級昇格試験・Ｔ４級認定講習会 ※3,000 主催者に納入

A級昇格審判講習会 5,000 JHAに納入 Ｂ級審判昇格試験 ※5,000 主催者に納入

必要に応じた技能向上のための講習会 都度決定 JHAに納入 Ｃ級審判昇格試験 ※3,000 主催者に納入

Ｄ級審判認定講習会 ※3,000 主催者に納入

必要に応じた技能向上のための講習会 主催者が決定 主催者に納入

１．JHAが主催するもの ２．ブロック協会、各競技連盟、都道府県協会等が主催するもの

※印の受講料は目安です。ブロック協会、各競技連盟、都道府県協会が主催する研
修会、試験及び講習会の受講料は、主催者が実情に応じて決定することができる。

録料（更新）は免除する。 

4. この規程は、2018年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

5. この規程は、2019年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

6. この規程は、2020年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

7. 定年制度廃止に伴う移行措置として、2020年3月31日現在に登録されている定年者の年度登録料は、3,000円とし、変更しない。

8. この規程は、2021年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

9. この規程は、2022年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

10. この規程は、2023年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

11. この規程は、2024年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

12. この規程は、2025年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

13. この規程は、2026年4月1日付けで改正し、同日から施行する。

表－１ 全国大会ブロック予選会  表－２ 公認テクニカルオフィシャル活動範囲 

表－３ 認定料 表－４ 年度登録料 

表－５ 昇格試験、資格審査、講習会および受講料等 

表－６ 公認競技役員バッジ 

表－７ 審判員体力測定項目と基準（20ｍシャトルラン） 

全国高等学校ホッケー選手権大会ブロック予選

全日本中学生ホッケー選手権大会ブロック予選

全日本社会人ホッケー選手権大会ブロック予選

国民スポーツ大会ホッケー競技ブロック大会

全国高等学校選抜ホッケー大会ブロック予選
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施設用具等関連 

2026.4.1 改訂 

主要改訂箇所 
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JHA ホッケー競技場施設基準

第１条（目的） 

本競技場施設基準の目的は、次の通りとする。 

（１）競技会に参加するチームが公平にプレイできる環境を整えるため。 

（２）常に快適なプレイ条件を整え、選手の危険を抑えるため。 

（３）チームおよび選手の実力を公平に反映させるため。 

（４）選手の競技力および技量を向上させ、選手はもとより観客にも満足を与え、普及に貢献させるため。 

（５）日本ホッケーの国際的な競技力の向上を図るため。 

第２条（検討及び変更） 

本競技場施設基準の検討及び変更は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）の意向を体して、JHA事業本

部競技運営部（以下「競技運営部」という）が当たるものとする。 

第３条（競技場施設の規格） 

競技会の実施にあたっては、原則として下記の競技場施設の規格を満たすものでなければならない。 

（１）競技フィールド 

競技フィールドの規格は、JHA発行「ホッケー競技規則」の「競技フィールド」と「フィールド及びフィールド備

品」に定めるところによる。 

（２）競技場施設 

競技場施設の規格は、「JHA競技場施設計画」による（図１参照）。 

（３）散水施設（散水を要するホッケー・ターフ・フィールド） 

１）プレイフィールドとランオフエリアに試合前10分以内で十分な散水ができ、またハーフタイムの10分以内に

十分な再散水ができる容量を有すること。ただし、試合前に散水したフィールドをハーフタイム時にメーカー

指定要件を満たす状態に確実に戻せるのであれば、可動式散水システムを使用して散水を行うことができる。 

２）国際委ホッケー連盟（FIH）標準散水量（集水皿を最大10ｍ間隔で置く）は、10 分以内に平均 3ℓ/㎡で2ℓ/㎡ 
未満の個所がなく、隣接する個所の水深差が 2倍より深くないこと。 

３）減水湿潤製品については、10分以内に平均散水量がメーカー指定の散水量以上とし、隣接する個所の水深差が 

2倍より深くないこと。 

４）散水する水の水質は、人体への健康被害を及ばさないよう配慮すること。 

５）散水を必要としないホッケー・ターフ・フィルドにおいては、熱中症や足底部の低温やけど対策として人工芝

表面温度を下げるために散水施設の設置を強く推奨する。 

第４条（競技会フィールド規程） 

国際ホッケー界の趨勢を考慮し、下記の国内競技会は公認フィールドにより実施する。 

（１） JHA主催・共催による競技会（表１）

規程以外のフィールドで実施する場合は、JHAの承認を得ること。

（２） 日本国内に於いて実施される国際競技会で、国際水準にあると認められる競技会（ただし、国際ホッケー連盟等

により指示のある場合は、その指示に従う）

（３） 上記以外の競技会についても、公認フィールドで実施することを推奨する。

第５条 本競技場施設基準に定めない事項については、競技運営部において検討しJHAで決定する。 

付則 １）平成元年6月17日制定  ２）平成6年4月1日改正 ３）平成17年1月1日改正 ４）平成18年1月1日改正 

 ５）平成24年4月1日改正  ６）平成26年4月1日改正 ７）平成27年6月7日改正 ８）平成29年4月1日改正 

９）平成30年4月1日改定  10）2019年4月1日改正   11）2020年4月1日改定  12）2022年4月1日改定 

13）2023年4月1日改定   14)2024年4月1日改定 

82



図１ JHA競技場施設計画 
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競技会 公認フィールド

高円宮牌日本リーグ イノベーション規格以上

全日本選手権（プレーオフ含む） イノベーション規格以上

社会人プレミアムカップ イノベーション規格以上

全日本社会人大会 １面はナショナル規格クラスⅠ以上

国民スポーツ大会 １面はナショナル規格クラスⅠ以上

全日本学生選手権大会 １面はナショナル規格以上で、ベスト４以上はイノベーション規格以上

全日本大学王座決定戦・東西交流戦 １面はナショナル規格以上で、ベスト４以上はイノベーション規格以上

全国高等学校選手権大会 １面はナショナル規格クラスⅠ以上

全国高等学校選抜大会 １面はナショナル規格クラスⅠ以上

全日本中学生選手権大会 ナショナル規格以上を推奨

全日本中学生都道府県対抗11人制 ナショナル規格以上を推奨

スポーツ少年団交流大会 ナショナル規格以上を推奨

全日本マスターズ大会 公認フィールドを推奨

全国大会のブロック予選会 公認フィールドを推奨

注 １）競技場施設計画では、観客、選手、大会関係者に対して①快適な環境（快適性）、②安全な環境 （安全性）、③周

辺環境及び住民への影響（適合性）、④ユニバーサルデザイン、バリアフリーなどを考慮すること。 

２）ランオフエリア内側はプレイフィールドの表面と同質素材で、その範囲はバックライン側が最小３ｍ、サイドライ

ン側が最小２ｍとする。それ以外の材質でもよいが、その外側（ランオフエリア外側）に試合運営のために最小１

ｍのエリアを確保すること。これはあくまで必要最低限であって、バックライン側は内側３ｍ＋外側２ｍ、サイド

ライン側は内側２ｍ＋外側２ｍを強く推奨する。 

３）フィールドは完全にフェンスで覆うことを強く薦める。フェンスの網目はホッケーボールが通過せず、観客の視界

の妨げにならないこと。バックライン側（防球フェンス）、サイドライン側（防球ネット）ガイドラインは、表２

の通りとする。 

 ４）シニアの国際大会を実施する場合は、サークルから５ｍ外側の破線が必須です。 

表１ 競技会フィールド規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ フェンスに関するガイドライン 

バックネット（ランオフの外側）の高さ 

観客等が入る場合 

（人が通るような場合等） 
バックラインランオフ側 Ｈ7.0m以上 

人が立ち入らない場合 
シューティングサークルの内側 Ｈ4.5m以上 

シューティングサークルの外側 Ｈ3.0m以上 

サイドネット（ランオフの外側）高さ 

サイドラインランオフ Ｈ1.0m以上 

注）ホッケーのボールがフィールドから飛び出て怪我、損傷、破損等の事故を引き起こす可能性を考慮して決定すること。 

＊規程以外のフィールで実施する場合は、JHAの承認を得ること。 

84



国民スポーツ大会ホッケー競技場施設基準 

第１条 名 称 

名称は、「公益社団法人 日本ホッケー協会（以下「日本ホッケー協会」という） 国民スポーツ大会ホッケー競技場施

設基準」（以下「国民スポーツ大会競技場施設基準」という）とする。 

第２条 国民スポーツ大会競技場施設基準設置の目的 

本競技場施設基準は、国民スポーツ大会ホッケー競技の安全な実施と、競技の発展を目的とする 。 

第３条 国民スポーツ大会競技場施設基準の内容検討・変更 

国民スポーツ大会競技場施設基準の内容検討・変更は、日本ホッケー協会の意向を体して、同協会事業本部競技運営部

が当たることとする。 

第４条 国民スポーツ大会競技場施設基準の規格 

国民スポーツ大会競技場施設基準の規格は、下記の通りとする。 

ア）プレイフィールド 

競技場のフィールドは、人工芝競技場２面（うち JHA ナショナル規格クラスⅠ以上の公認フィールド１面）とす

る。もう１面は、JHAマルチスポーツ規格クラスⅡ同等以上のフィールドを推奨とする。 

イ）競技フィールドの規格 

競技フィールドの規格は、最新の日本ホッケー協会発行「ホッケー競技規則」の「フィールド」と「フィールド及

びフィールド備品」に定めるところによる。 

ウ）競技場施設の規格 

競技場施設の規格は、「公益社団法人 日本ホッケー協会ホッケー競技場施設計画」によるところとする。 

エ）照明 

天候状況や試合進行状況等により暗くて安全上から試合継続不可能な時に備えて大会競技場に照明施設（クラスⅡ 

以上）の設置を強く推奨する。 

オ）散水施設（散水を要するホッケー・ターフ・フィルド） 

１）プレイフィールドとランオフエリアに試合前10分以内で十分な散水ができ、ハーフタイムの10分以内に十分

な再散水ができる容量を有すること。また、散水する水の水質は、人体への健康被害を及ばさないよう配慮す

ること。 

２）散水を必要としないホッケー・ターフ・フィルドにおいては、熱中症や足底部の低温やけど対策として人工芝

表面温度を下げるために散水施設の設置を強く推奨する。 

上記の詳細については、最新の日本ホッケー協会発行「Hockey Handbook」を参照。 

第５条 本基準に特に定めない事項については、公益社団法人  日本ホッケー協会並びに公益財団法人 日本スポーツ協会

で決定する。 

付則 1)平成元年6月17日施行  2)平成26年4月1日改正 3)平成27年6月7日改定 4)平成29年4月1日改定 

 5)平成30年4月1日改定   6)2019年4月1日改正    7)2020年4月1日改定  8)2022年4月1日改定 

 9)2023年4月1日改定   10)2024年4月1日改定 

注） 

1）人工芝とは、天然芝を模した人工的に作られた芝のことを指します。ただし、本規程では天然芝と人工芝を組み合わせた強化型天然芝（通称、ハイブリッド人工芝

又はハイブリッド芝）は人工芝には含まれない。 

2）ロングパイル人工芝を敷設する場合のパイルの種類は、環境負荷ならびにホッケーの特性を考慮して捲縮パイルとする。（2025年度より適用） 
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フィールド公認規程 

第１条（目的） 

JHAフィールド公認規程の制定の目的は、次の通りとする。 

（１）競技会に参加するチームの実力を公平に反映させるため。 

（２）参加選手が持てる技量を十分に発揮でき、その優劣を公平に反映させるため。 

（３）常に快適なプレイ条件を整え、選手の危険を抑えるため。 

（４）悪天候下で行われる競技会であっても、開催を可能にさせるため。 

（５）選手の競技力および技量を向上させ、選手はもとより観客にも満足を与え、普及に貢献させるため。 

第２条（ホッケー・ターフ製品の種類と製品規格） 

ホッケー・ターフ製品の種類と製品規格は、表１、表２の通りである。 

第３条（JHA公認ホッケー・ターフ製品） 

（１）JHA公認フィールドは、JHA人工芝製造・販売指定企業が製造あるいは販売するFIH公認ホッケー・ターフ製品

が敷設されているフィールドとする。ホッケー・ターフ製品とは、ターフ・カーペットと充填材（使用されている

場合）そしてショックパッドからなるホッケー・ターフシステムである。 

（２）FIH非公認ホッケー・ターフ製品の場合は、JHA指定性能検査機関（一般財団法人カケンテストセンター）による

製品検査（ラボテスト）によりJHAホッケー・ターフ製品検査基準（表３～５）を満たしていることを証明（「試

験報告書」）すること。FIH（JHA）公認ホッケー・ターフ製品の一部仕様変更品（ たとえばターフ・カーペット、

充填材＜使用されている場合＞ 、ショックパッドの異なる組合せ、ターフパイルの色など ）については、JHAが

指定する製品検査項目をJHA指定性能検査機関において検査し、JHAホッケー・ターフ製品検査基準を満たして

いることを証明（「試験報告書」）とFIH指定検査機関発行の「試験報告書」など）すること。 

（３）製品検査を受けようとするJHA人工芝製造・販売指定企業は、JHAホッケー・ターフ製品検査申請書（様式１）、

ホッケー・ターフ製品仕様（様式２）および必要と思われる書類等をJHAに提出し、ホッケー・ターフ製品のサン

プルをJHA指定性能検査機関へ提出すること。なお、製品検査に要する費用は、製品検査を受けようとするJHA
人工芝製造・販売指定企業がJHA指定性能検査機関へ支払うこと。 

第４条（公認フィールド規格） 

（１）JHA公認規格は、国際ホッケー連盟(以下FIHという)基準をもとにした、JHAフィールド公認現地検査要求基準

（表６、表７）とする。（表6はナショナル規格以上） 

（２）現地検査は、FIH 及び JHA で定められた検査方法によって行われる。ただし、照明設備、散水むら検査は行わな

い。 

（３）この基準は、FIHが基準・方針・解釈等を変更した場合、これに合せて変更することがある。 

第５条（公認手続き、費用負担） 

競技場管理者が公認を受けようとする場合は、次に定める通りJHAに公認申請するものとする。   

（１）JHA フィールド公認申請書（様式３）により、JHAへ申請する。 

（２）JHAは、（１）の申請を受理したら、JHA指定性能検査機関(一般財団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀ )ーに検査を依頼する。 
（３）指定性能検査機関は、「現地検査（人工芝敷設前の下部構造特性）報告書（ナショナル規格以上）」と「現地検査

（フィールドテスト）報告書」をJHAへ提出する。 

（４）JHAは、（３）の報告書により、競技場管理者へ「検査結果通知」を送付する。 

（５）競技場管理者は、「検査結果通知」を受けたら、通知に基づき表８の公認料（税込）をJHAへ納付する。 

（６）現地検査に要する費用は、競技場管理者が指定性能検査機関へ支払う。 

第７条（公認期間） 

（１）指定性能検査機関の「現地検査（フィールドテスト）報告書」の日付から１０年間とする。 

（２）完成日から１年を超えている場合は、完成日から１０年間とする。 

第８条（公認の取扱） 

（１）JHA フィールド公認申請書（様式３）により、JHAへ申請を行い、JHA 指定性能検査機関により、「表６ 下部構造

特性検査（ナショナル規格以上）」「表３ 材料特定検査」「表７ 現地検査（フィールドテスト）」を実施する。 
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既設下地（アスファルト舗装）の再利用については、人工芝敷設前に下部構造特性検査を実施する。既設ショック

バッドの再利用については、FIH(JHA)において公認されている組合せの製品と同等の性能であれば可能とする。

ただしショックバッドを再利用する際は、著しい劣化がないことを確認し、ショックパッドの衝撃吸収率検査と

下部構造特性検査をショックパッド上で実施する。 

（２）公認期間中であっても、その状況・状態等から JHA 公認フィールドとして不適合であると JHA が判断した場合

は、公認規格の決定や公認の取り消しをする。 

（３）JHA公認フィールドで公認期間が過ぎた場合は、自動的に公認が取り消される。公認を更新する場合は、JHA フ
ィールド公認申請書（様式３）により、JHAへ申請を行い、JHA指定性能検査機関により表7「現地検査（フィー

ルドテスト）要求基準」の「FOPの性能要件」項目を実施し、性能要件を満たしている場合、更新料をJHAに納付

すれば公認を更新することができる。この更新による公認有効期間は２年間とする。 

第９条（免 責） 

（１）本規程は、競技場のフィールドが指定の要求を満たしていることを認証する制度であり、競技場を公認するもので

はない。 

（２）JHAは、フィールド及び人工芝の安全性の保証、瑕疵・欠陥がないことの保証、その他一切の保証を行わない。 

（３）フィールドおよびホッケー・ターフの瑕疵・欠陥またはこれらに関連する健康被害については、競技場管理者が一

切の責任を負うものとする。 

第１０条 本競技場施設基準に定めない事項については、競技運営部において検討しJHAで決定する。 

第１１条（その他） 

（１）高温対策として、日陰や風通しが十分ある休憩所、また充填式においても散水施設を設置することが望ましい。 

（２）人工芝の全面張り替えなどで人工芝を廃棄する場合は、各自治体の規則に従うこと。 

（３）ホッケー・ターフの性能を保ち、また安全に長期間使用するためにも、メーカーや施工業者と十分に相談し定期的

なメンテナンスを推奨したい。 

（４）FIHおよびJHAの双方のフィールド公認を申請する場合は、JHA公認の申請を行い、JHA下部構造特性検査を実施す

ること。 

当該検査においてJHA 下部構造特性検査要件を満たした場合、JHA 現地検査（フィールドテストおよび材料特性検

査）については、FIH公認性能検査機関が発行する報告書をもって公認審査を行う。当該検査においてJHA下部構

造検査要件を満たした場合、JHA現地検査（フィールドテストおよび材料特性検査）については、FIH公認性能検

査機関が発行する報告書をもって公認審査を行う。 

（５）JHAフィールド公認において、JHA下部構造特性検査要件を満たさない、または当該検査を実施しないまま、JHA現

地検査（フィールドテストおよび材料特性検査）の要件を満たした場合の公認期間は、3年間とする。 

（６）JHA競技運営部より要請があるとき、申請者は、公認取得に関する情報・試料・資料等を提供しなければならない。 

付則 １）平成10年4月1日施行 ２）平成13年4月1日改正  ３）平成15年4月1日改正 ４）平成16年11月2日改正 

５）平成23年4月1日改定 ６）平成23年12月17日改定 ７）平成26年4月1日改定   

８）平成27年6月7日改定、平成28年4月1日施行   

９）平成30年4月1日改定し、JHA ピッチ公認規程とJHA ピッチ公認規程施行細則を廃止する。 

10）2021年4月1日改定  11）2023年4月1日改定    12) 2024年4月1日改定   13) 2025年4月1日改定

14) 2026年4月1日改正

＜指定性能検査機関＞  ＜公認に関するお問い合わせ先＞ 

一般財団法人 カケンテストセンター  公益社団法人 日本ホッケー協会 

大阪事業所 資材ラボ    事業本部競技運営部 

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-5-19  〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 

TEL 06-6441-0315  FAX 06-6441-2420     Japan Sport Olympic Square 
TEL 03-6812-9200 FAX 03-6812-9210 
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特性 基準

人工芝　テキスタイル **

タフテッド、織物、ニット、ニードルパンチ **

RALクラシック番号 同じであること

ストレート、カール、モノフィラメント、スプリットフィルム **

構造のタイプ、製品名 **

タイプ　/　組成 **

構造 特性 検査方法 許容範囲

パイルの高さ　　㎜ ISO 2549 ±10％

タフト数　/㎡ ISO 1763(JIS L 1021-5) ±10％

*パイルの太さ　dtex FIFA TM 23 or JIS L 1013 ±10％

繊維鑑別 JIS L 1030 or 赤外線分光分析 同じであること

カーペット質量　　㎏/㎡ ISO 8543(JIS L 1021-4) ±10％

透水性　㎜/h JIS A 1218 準用 or EN 12616 ≥90％　≧150㎜/h

ショックパッドと 厚さ　　㎜ EN 1969 90％－130％

弾性層 質量　　㎏/㎡ ISO 8543(JIS L 1021-4) ±10％

衝撃吸収率　％ FIFA TM 04a(CEN TS 16717) ±5％　SA

透水性　㎜/h JIS A 1218 準用 or EN 12616 ≥90％　≧150㎜/h

粒度 FIFA TM 20(EN 933-1) 60％　ｄ～D

みかけ密度  ㎏/㎥ EN 1097-3 ±15％

テキスタイル 厚さ　　㎜ ISO 1763(JIS L 1021-3) ≦10％

カーペット 繊維鑑別 JIS L 1030 or 赤外線分光分析 同じであること

質量　　㎏/㎡ ISO 8543 ≤10％

透水性　㎜/h JIS A 1218 準用 or EN 12616 ≥90％　≧150㎜/h

　備考：　*ロングパイル人工芝のみ実施　**は申請書により確認を行い、検査を実施しない。

充填材

ターフ・カーペット

充填材

構造／タイプ

カーペットタイプ

カーペットの製造方法

カーペットパイル色

カーペットパイルタイプ

ショックパッド

ホッケー・ターフ製品の種類

無充填人工芝（Non-filled synthetic turf ）

無充填人工芝（Non-filled synthetic turf）,Dry (non-irrigated)turfs

無充填人工芝（Non-filled synthetic turf ）
サンドドレスト人工芝（Sand dressed synthetic turf）

クラスⅡ サンドフィルド人工芝（Sand filled synthetic turf）

無充填人工芝（Non-filled synthetic turf ）
サンドドレスト人工芝（Sand dressed synthetic turf）
サンドフィルド人工芝（Sand filled synthetic turf）
テキスタイルサーフェイス（ドレスト、フィルド、無充填）（Textile surface）

クラスⅢ ロングパイル人工芝（フィルド、無充填）（long pile synthetic turf）

規格

JHAイノベーション規格

JHAナショナル規格
クラスⅠ

JHAマルチスポーツ規格
クラスⅠ
クラスⅡ

JHAグローバル規格

無充填 サンドトレスト サンドフィルド テキスタイル ロングパイル

人工芝 人工芝 人工芝 サーフェイス 人工芝

カーペットタイプ 人工芝 人工芝 人工芝 テキスタイル 人工芝（捲縮タイプ）

パイル高 10㎜－18㎜ 13㎜－22㎜ 18㎜－30㎜ 12㎜－25㎜ ＞30㎜

充填材 無充填 一般的に珪砂 一般的に珪砂 珪砂 珪砂と弾性ゴム

フリーパイル高 － ≧25％ <25％ － －
タフト数 ≧60,000/㎡ ≧37,500/㎡ － － －
耐摩耗性 ≦350㎎ ≦350㎎ － 重量減少率≦2％ －
散水 人工芝仕様による 任意 不必要 不必要 不必要

ショックパッド 必要 必要 必要 必要 任意

Long Pile
synthetic Turf

種類

Textile Surface
Non-filled

synthetic Turf
Sand Dressed
synthetic Turf

Sand Filled
synthetic Turf

表１ ホッケー・ターフ製品の種類 

 

 

 

 

 

 

表２ ホッケー・ターフ製品の規格 

 

 

 

 

表３ 製品特定検査基準（材料特定検査） 
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検査方法 基準値

ｸﾞﾘｰﾝまたはﾌﾞﾙｰあるいは

FIHまたはJHAが承認した均一な色

ターフ・システム

カーペット

ショックパッド

EN ISO 13934-1 ≥15N/mm　たて、よこ方向の差≦30%

耐候性 パイル糸の引張強さ EN 13864 処理前後　ﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ糸≧5N、解繊糸≧30N

JIS B 7753 パイル糸の耐光堅ろう度 JIS L 0804 変退色 4－5級以上

耐温水浸漬性

EN 13744

耐熱風暴露性 ショックパッドの引張強さ EN 12230 ≥0.15MPa　処理後の強度低下≦25%

（厚さ≤25㎜） FIFA TM 04a
(CEN TS 16717)

ショックパッドの厚さ EN 1969 処理後との差　≥85％

EN 13672 ≤350mg（2000回処理後）

≧150mm/h

カーペットの引張強さ

JIS A 1218 準用

or EN 12616

耐摩耗性（無充填、ドレストタイプ、テキスタイルのみ）

EN 13817

≥25N　処理後の強度低下≦25%

ショックパッドの衝撃吸収率 処理後との差　≤±5％

検査項目

色 RALクラシック色見本

透水性

タフトの引抜強さ JIS L 1021-8　B法(1束)

JHAイノベーション クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ

ﾎｯｹｰ,ﾐﾆｻｯｶｰ,
ﾗｸﾛｽ,体育活動用

ホッケー、テニス用 ロングパイル

ボール 乾燥 － 100-400㎜ 100-450㎜ 100-500㎜ ≥75㎜

垂直反発高さ 湿潤 100-400㎜ 100-400㎜ 100-450㎜ 100-500㎜ ≥75㎜

EN 12235 散水15分・45分 100-400㎜ －

乾燥 － ≧10.0m ≧5.0m

ボール 湿潤 ≧10.0m ≧10.0m ≧5.0m

転がり距離 散水15分・45分 ≧10.0m －

EN 12234 偏差 ≦±10％ ≦±10％ －

変位
≦0.50m

@9.5±0.01m
D≦0.30mW≦0.50m

@9.5±0.01m
－

衝撃吸収率
FIFA TM 04a

(CEN TS 16717) 湿潤 45％-60％ 45％-60％ 40％-70％ 30％-65％ 55％-70％

垂直変位
FIFA TM 04a

(CEN TS 16717) 湿潤 4-9㎜ 4-9㎜ 4-10㎜ 2-9㎜ 4-12㎜

靴底摩擦 乾燥 － 25-45Nm 25-50Nm

EN 15301-1 湿潤 25-45Nm 35-45Nm 25-50Nm

JHAマルチスポーツ

クラスⅠ クラスⅡ
項目 条件 JHAグローバル

JHAナショナル

100-425㎜

≧9.0m

≧9.0m

≦±20％

100-425㎜

－

－

備　考

＊ラボテストでは、ボール転がり距離検査を実施しない。

＊＊ロングパイル人工芝の製品検査は、Lisport摩耗5200回往復処理後も性能検査基準を満たすこと。ただし、摩耗
処理条件は、FIFA Quality Concept for Football Turf－Handbook of Test Methods（January 2012 Edition）の

FIFA TM 09準用（各摩耗輪の重量(軸を含む)：26800±100g、各摩耗輪に取り付けられたスタッドの数：145個、摩
耗輪のサイズ：長さ300±2mm×直径118±1mm、摩耗輪の回転数：前輪7回転時(9本歯)、後輪3回転(21本歯)、摩耗輪
の往復時間(1サイクル)：6.5秒；直線速度0.1m/s、サンプルの往復時間(1サイクル)：2.3秒(1.9cm)）とする。

25-45Nm

30％-65％ 55％-70％

40％-65％

乾燥 － 4-9㎜ 2-9㎜ 4-12㎜

乾燥 － 40％-65％

4-9㎜

25-45Nm

25-45Nm

≦0.45m
@8.5±0.01m

≦0.40m
@7.5±0.01m

40％-70％

4-10㎜

25-45Nm

45％-60％

4-9㎜

－

≧8.0m

≧8.0m

－

≦±20％

表４ 耐久性と材料の検査基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐候性処理時の設定は、ブラックパネル温度：63℃、設定照射照度：300nm～400nmの波長領域で220MJ、 

散水時間：18/120分とする。 

 

 

 

表５-１ 性能検査基準 
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項目 条件 イノベーション規格

ボール ドライ 60～80％

速度維持率 ウエット 64～72％

斜め方向ボール ドライ 54％≦

反発速度変化率 ウエット 58～65％

斜め方向ボール ドライ 30～40°

反発角度変化率 ウエット 30～37°

ドライ ≦0.90

ウエット 0.80～0.85

ドライ ≦350N/㎜

ウエット ≦300N/㎜

カテゴリー1 ≦40℃

カテゴリー2 41～50℃

カテゴリー3 ＜50℃

表面熱保持

スティック摩擦

3Ｄ表面剛性

表５-２ ドライターフ追加性能検査基準 

ＪＨＡでは、ドライターフ製品の公認を行わない。イノベーション規格公認フィールドにはＦＩＨ公認製品を敷設

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 下部構造特性検査要求基準 （ナショナル規格以上） 

 

項目 基準値 備考

勾配 縦断≦0.2％　横断≦0.4％ 最大勾配≦1.0％

平滑性（平坦性） 各ライン≦2.4㎜  （≦2.0㎜推奨） 外観検査（不陸の有無）

透水性 15秒以下/300㎖ 現場透水試験  
 

人工芝敷設前 人工芝敷設後

下部構造特性検査 フィールドテスト透水性

○ ×

アスファルト打替え ○ ×

人工芝システム張替
（既設アスファルト　補修含む） ○ ×

＊カーペット張替
（既設アスファルトと既設ショックパット　補修含む） ○ ×

× ○

項目

新設

張替

更新
 

 

＊については、ショックパッド上で実施する。なお、平滑性検査は、3m直定規により実施する。 

また、既設ショックパッドの衝撃吸収率検査および垂直変位検査を実施する。 

＜既設ショックパッド使用の性能要件＞ 

① ショックパッドのタイプが、敷設されるホッケー・ターフシステムで使用されるものと同等または類似していること。 

② 既設ショックパッドの衝撃吸収率が、敷設される公認ホッケー・ターフの当該値の±5％以内であること。 

③ 既設ショックパッドの垂直変位が、敷設される公認ホッケー・ターフの当該値の±3mm以内であること。 

④ ショックパッドの透水性が、150mm/hを超えていること。 

⑤ ショックパッド表面の平滑性が、性能要件（3m直定規：基準値6mm以下）の基準値に適合すること。 
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表７ 現地検査（フィールドテスト）要求基準 

 

 

 

 

 

 

 

クラスⅠ クラスⅡ

FIH Innovation FIH National
FIH Community

Hockey Plus

FIHイノベーション規格
JHAナショナル規格

クラスⅠ
JHAナショナル規格

クラスⅡ

*パイル糸の種類 捲縮モノフィラメント ー ー

ショックパッド

POFサイズ

端側　≧5m　FOP同仕様

横側　≧3m　FOP同仕様

*オペレーティングゾーン 端側・横側　≧1m

FOPの色

ラインマークの色 白　(ﾀﾌﾄｲﾝかｶｯﾄｲﾝ)

*5m破線 必要

*その他のラインとマーク 認められない

平滑性

縦断≦0.2％　横断≦0.4％

中心軸で対称

*灌漑システム 必要 必要

*自在・移動式散水 必要 強く推奨

ボール垂直反発高さ 100㎜－425㎜

EN 12235 偏差　≦20％（総平均）

ボール転がり距離 ≧9.0m

EN 12234 偏差　≦±20％（総平均）

変位　≦0.45ｍ　＠8.5ｍ

衝撃吸収率 40％－65％

FIFA TM 04a
(CEN TS 16717)

垂直変位

FIFA TM 04a
(CEN TS 16717)

靴底摩擦抵抗

EN 15301-1

透水性　

*テクニカルテーブル 最小値　幅4m×奥行き3m

*フィールドの向き 北／南、北側最大偏差　≦±15°

*バックライン側フェンス ≧7.0ｍ

*サイドライン側フェンス 1.0ｍ（最小値）

材料特定検査

平滑性検査において、3m直定規（一次検査：基準値6mm以下）で不適合となり、30cm直定規（第二次検査：基準値3mm以下）で適合した場合
は、速やかに不陸の原因等に関する報告書をJHAへ提出すること。

最小ランオフ

フィールド規格 JHAグローバルエリート規格 JHAグローバル規格
JHAナショナル規格

公認製品

 FIH Global

JHAグローバル規格

JHAイノベーション規格

必要

91.40ｍ×55.00ｍ

≧3ｍ（POF同様仕様）

≧2ｍ（POF同様仕様）

ー

勾配

白　or  黄（強く推奨）

ラインマークの正確性

　任意

白(ﾀﾌﾄｲﾝかｶｯﾄｲﾝを推奨)

ｸﾞﾘｰﾝ、ﾌﾞﾙｰ（RAL5002,5005,5010,5017,5019）、
ＪＨＡ承認色

推奨

FOPの性能要件

任意

100㎜－400㎜

偏差　≦10％（総平均）

4㎜－9㎜

45％－60％

偏差　≦±5％　総合平均からのSA（絶対値）

変位　≦0.50ｍ　＠9.5ｍ

≧10.0m

偏差　≦±10％（総平均）

≧7m強く推奨

1.0ｍ以上を推奨

≧150㎜/h　（JIS A 1218 準用 or EN）

25Nｍ－45Nm

偏差　≦±5Nm（総平均）

イノベーション規格は、FIH公認製品とする。
現地検査（人工芝敷設前の下部構造特性）実施する。

その他

任意

ライン幅75㎜、ライン長±50㎜、
ライン幅±10㎜、サークル弧半径±30㎜、

PSスポット位置±30㎜、300㎜マーク±30㎜、
両対角線の差＜300㎜

認める

3m直定規　最大起伏≦6㎜　　(30㎝直定規　最大起伏≦3㎜）

縦断≦0.2％　横断≦0.4％

（最大勾配　縦・横断≦1.0％）

・新規ならびに張替時には、ラボテスト製品と同一製品であることを確認するために、フィールドに敷設されている製品の代表するサンプ
ルを抜き取り、表3　製品特定検査基準（材料特定検査）と同様の確認検査を実施する。

備考

＊は申請書により審査を行い、現地検査を実施しない。

周囲のフェンス

製品検査

幅4m×奥行き3m以上を推奨

任意
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クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ

FIH
Community Hockey Plus

FIH
Community GEN2

FIH
3G Multi-Sport

JHAマルチスポーツ規格
クラスⅠ

JHAマルチスポーツ規格
クラスⅡ

JHAマルチスポーツ規格
クラスⅢ

*パイル糸の種類 捲縮パイル

ショックパッド 　任意

POFサイズ

*オペレーティングゾーン

FOPの色

ラインマークの色

*5m破線

*その他のラインとマーク

平滑性

*灌漑システム

*自在・移動式散水

ボール垂直反発高さ 100㎜－450㎜ 100㎜－500㎜ ≥75㎜

EN 12235

ボール転がり距離 ≧5.0m

EN 12234 ー

ー

衝撃吸収率 40％－70％ 30％－65％ 55％－70％

FIFA TM 04a(CEN TS 16717)

垂直変位

FIFA TM 04a(CEN TS 16717)

靴底摩擦抵抗 25Nｍ-50Nm

EN 15301-1

透水性　

*テクニカルテーブル

*フィールドの向き

*バックライン側フェンス

*サイドライン側フェンス

材料特定検査

平滑性検査において、3m直定規（一次検査：基準値6mm以下）で不適合となり、30cm直定規（第二次検査：基準値3mm以
下）で適合した場合は、速やかに不陸の原因等に関する報告書をJHAへ提出すること。

≧7m強く推奨

1.0ｍ以上を推奨

・新規ならびに張替時には、ラボテスト製品と同一製品であることを確認するために、フィールドに敷設されている製品
の代表するサンプルを抜き取り、表3　製品特定検査基準（材料特定検査）と同様の確認検査を実施する。

FOPの性能要件

周囲のフェンス

製品検査

任意

その他

備考

＊は申請書により審査を行い、現地検査を実施しない

偏差　≦20％（総平均）

≧8.0m

偏差　≦20％（総平均）

25－45Nm

偏差　≦±5Nm（総平均）

ｸﾞﾘｰﾝ、ﾌﾞﾙｰ（RAL5002,5005,5010,5017,5019）、ＪＨＡ承認色

白　or  黄（強く推奨）

任意

ライン幅75㎜、ライン長±50㎜、
ライン幅±10㎜、サークル弧半径±30㎜、

認める

≧150㎜/h　（JIS A 1218 準用 or EN）

幅4m×奥行き3m以上を推奨

変位　≦0.40ｍ　＠7.5ｍ

偏差　≦±5％　総合平均からのSA（絶対値）

4㎜-10㎜ 2㎜-9㎜ 4㎜－12㎜

勾配
（最大勾配　縦・横断≦1.0％）

縦断≦0.2％　横断≦0.4％

推奨

ラインマークの正確性

3m直定規　最大起伏≦6㎜　　(30㎝直定規　最大起伏≦3㎜）

最小ランオフ

91.40ｍ×55.00ｍ

≧3ｍ（POF同様仕様）

≧2ｍ（POF同様仕様）

　任意

フィールド規格
JHAマルチスポーツ規格

公認製品

必要
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注釈） 

１）ランオフエリア 

 ①ランオフエリア内側はプレイフィールドの表面と同質素材で、その範囲はバックライン側が最小３ｍ、サイドライン側

が最小２ｍとする。それ以外の材質でもよいが、その外側（ランオフエリア外側）に試合運営のために最小１ｍのエリ

アを確保すること。これはあくまで必要最低限であって、バックライン側は内側３ｍ＋外側２ｍ、サイドライン側は内

側２ｍ＋外側２ｍを強く推奨する。 

  ただし、ランオフエリアの外側にチームベンチ、競技役員席を設ける必要があることを考慮すること。 

 ②ウォーターガン(高圧放水銃)や照明灯のポストなどがランオフエリアに突き出てはならない。ポップアップ式スプリン

クラーのヘッドは 、下げた位置にあるときにランオフエリアの表面と同じ平面（蓋の表面を周りと同じ材質で加工）に

高さを維持できるのであればランオフエリアにあってもよい。 

２）ラインマーキング 

 ①ホッケー競技規則の変更による新しいマーキングは、ペンキで描くか、植設しなければならない。不要になったマーキ

ングは、ペンキで塗り消すか、人工芝カーペットに植設することを推奨する。ただし、競技会や特別な試合で当該ライ

ンマーキングを完全に消さなければならないこともある。また、JHAは当該ラインマーキングを消すよう要求すること

ができる。 

 ②ロゴや広告を、プレイフィールドやランオフエリアに記すこと（植設も可）ができる。その際、プレイ性能が同じであ

り、同じ人工芝仕様であること。 

  ただし、競技会や特別な試合で当該ロゴや広告を完全に消さなければならないこともある。また、JHAは当該ロゴや広

告を消すよう要求することができる。 

３）その他 

①人工芝フィールドは、アスファルト舗装の影響を受けるため、人工芝敷設前にアスファルト舗装の勾配、平滑性および

透水性について検査を実施すること。 

また、ナショナル規格以上のフィールドについては、人工芝敷設前にJHA指定性能検査機関による下部構造特性検査を

実施し、その報告書を提出すること。 

加えて、ショックパッド敷設後には、JHA指定性能検査機関による平滑性検査（3m直定規・基準値6mm以下）を実施す

ることが望ましい。 

 ②材料特定検査は、現場サンプルであることが証明できる写真（施工現場）を添付すれば、フィールドテスト前に実施す

ることができる。 
 ③規程に定めないことは、JHAの許可を得ることを条件として例外を認めることがある。 

 ④イノベーション規格フィールドについては、FIH公認イノベーション規格製品を敷設すること。 

 

表８ 公認料（税込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般施設 学校施設

新 規 １１０万 ２７．５万 １０年

張 替 ５５万 １３．７５万 １０年

更 新 ２年

適 用
JHAグローバルエリート規格・JHAグローバル規格

公認期間・JHAナショナル規格・JHAマルチスポーツ規格

１１万
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資料１ 検査位置（任意の６カ所）  資料２ ボールの転がり検査位置 

資料３ 横断勾配の検査位置  資料４ 人工芝敷設前平滑性検査（ナショナル規格以上） 

注）人工芝敷設前平滑性検査 

１） ３ｍプロフィルメーターを用い、Ｓ1～2、Ｂ1～2、１～１４の計18ライン上について

測定（1.5ｍ間隔）し、得られた数値から偏差値を求める。

２） 目視による外観検査により不陸の有無を確認する。必要に応じ３ｍ直定規最大起伏≦6㎜による測定を実施する。（測定点以外の部分

も最大起伏≦6㎜で施工すること） 
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資料４ JHA ホッケー・ターフ製品検査申請手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①申請者は下記書類をJHAへ提出する。 

・ホッケー・ターフ製品検査申請書（様式 １）・ホッケー・ターフ製品仕様（様式 ２） 

・JHA（FIH）試験報告書 ・JHA（FIH）公認証 ・充填式製品では充填状態（充填素材、厚さ等）の断面図    

・その他必要と思われる書類等 

②JHAより指定性能検査機関へ製品検査を依頼する。 

③申請者はホッケー・ターフ製品サンプル（1m×1m、２ 枚とパイル糸 １０ｍ）、充填材3kgを指定性能検査機関へ提出す

る。 

無充填式（ｳｫｰﾀｰﾍﾞｰｽ）：   試料（アンダーパットを含む）を指定性能検査機関へ提出 

充填式（ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ等） ：   申請者が指定性能検査機関にてサンプルの敷設（施工） 

④指定性能検査機関よりJHAへ「試験報告書」を発行する。 

⑤JHAは、「製品試験結果通知」及び指定性能検査機関発行の「試験報告書」を申請者へ送付する。 

※「製品試験結果通知」及び「試験報告書」が JHA公認フィールドであるとの解釈にはなりません。 
 
 

資料５ JHA フィールド公認申請手順 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）人工芝フィールドはアスファルト舗装の影響を受けるために人工芝敷設前にアスファルト舗装の勾配、平滑性 
そして透水性の検査すること（ナショナル規格以上）。 

 
①競技場管理者は下記書類をJHAへ提出する。 

・フィールド公認申請書（様式３）・ホッケー・ターフ製品仕様（様式２）・JHA（FIH）試験報告書  

・JHA（FIH）公認証 ・散水を必要するフィールドでは、散水システム仕様と散水範囲図  

・照明施設がある場合は、照明範囲図 ・フィールド設計図（平面図、人工芝断面図）・その他必要と思われる資料等 

②JHAより指定性能検査機関へ現地検査を依頼する。 

競技場管理者は指定性能検査機関と検査に関する調整を行う。 

③申請者は現場サンプル（1m×1m、２ 枚）、充填材3kg、現場写真等を指定性能検査機関へ提出する。 

④指定性能検査機関は、「下部構造特性検査（ナショナル規格以上）」「材料特定検査」「現地検（フィールドテスト）」

の各報告書をJHAへ提出する。 

⑤JHAは、「検査結果通知」を競技場管理者へ送付する。 

 ⑥競技場管理者は、公認料の納付を行なう。 

 ⑦JHAは、競技場管理者へ「公認証」を発行する。    

送付

検査依頼・日程調整・

現場サンプル送付

競技場管理者 ＪＨＡ 指定性能検査機関

書類審査 現地検査検査依頼

←請求書発行検査料支払い→

申請書類

現地検査報告書検査結果通知 検査結果通知発行

公認証発行

公認料支払い→

公認証

←請求書発行

ＪＨＡ 指定性能検査機関

検査料支払い→ ←請求書発行

検査依頼・サンプル送付

申請書類 書類審査 製品検査

製品試験結果通知 製品試験結果通知発行 試験報告書

検査依頼送付

申請者
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ホッケー場照明施設ガイドライン 

                                                                 
１ 概 要 

 
  スポーツ活動の生活化により様々なスポーツ施設が、だれでもが何時でも快適に利用できることが重要視されています。

また、レベルの高い競技会やテレビジョン放送される競技会などにおいては非常に高画質な照明が要求されています。 
  （公・社）日本ホッケー協会では、このような現状を踏まえて、競技者、競技関係者、観客、放送 関係者などに対し

て、安全、円滑そして快適に競技会を運営するために、国際ホッケー連盟のガイドラインに基づき、ホッケー場照明施
設ガイドラインを定めた。 

 
２ 競技会区分及び適用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 照明範囲 
 
  サイドラインとバックラインに囲まれた範囲。 
 
４ 照明環境基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   ＊ 測定は、10m×10mの各グリッド（TV撮影は 5m×5m）で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競技会区分 適　　　　用

トレーニング レクレーション活動。一般的なトレーニング

クラスⅠ 地域又は特定地域の一般的な競技会

クラスⅡ 国際、国内、地域又は特定地域の最高水準の競技会

リージョナル レクレーション活動。一般的なトレーニング

ナショナル 地域又は特定地域の一般的な競技会

インターナショナル 国際、国内、地域又は特定地域の最高水準の競技会

未
T
V
撮
影

T
V
撮
影

水平面照度 鉛直面照度 不快グレア 演色性 光色
lux lux (Min/Max) (Min/Ave) (Min/Max) (Min/Ave) （GR max) (Ra min) （K）

トレーニング >200 n/a >0.5 >0.7 n/a n/a <50 >65 >4000

クラスⅠ >350 n/a >0.5 >0.7 n/a n/a <50 >65 >4000

クラスⅡ >500 n/a >0.5 >0.7 n/a n/a <50 >65 >4000

リージョナル 800-1000 >750 >0.65 >0.7 >0.65 >0.7 <50 >65 >4000

ナショナル 1500-3000 >1400 >0.65 >0.7 >0.65 >0.7 <50 >65 >4000

インターナショナル 1500-3000 >2000 >0.7 >0.8 >0.65 >0.8 <50 >65 >4000

競技会区分
水平面均斉度 鉛直面均斉度

未
T
V
撮
影

T
V
撮
影
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５ 照明器具の照射方向 
 
  照射方向角度は、垂直角＜65°とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 照明塔 
 
  照明塔の柱は、サイドラインより最低6m以上、バックラインより最低5m以上離れた所に設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ その他 
 
１） このガイドラインは、国際ホッケー連盟（FIH)が基準等を変更した場合、これに合わせて変更する場合がある。 
２） 照明施設設置に対しては、環境への影響を配慮すること。 
（１）自然生態系への配慮  （２）光害対策  （３）省エネ・CO₂の削減  等 

３） 2020 年 12 月 31 日から一般照明用の高圧水銀ランプの製造、輸出及び輸入が禁止になりました。つ
いては、計画的に代替製品への切り替えをすること。 

    
 
付則  １）平成27年1月1日施行  ２）平成30年4月1日改定  ３）2021年4月1日改定 
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プレイフィールドのマーキング 

１． プレイフィールドは、バックラインとサイドラインで仕切られた長方形である。 

２．ラインとマークの幅は75㎜である。 

３、サイドライン及びバックラインの周囲にあるマークもプレイフィールドに含まれる。 

４．ライン 

１）バックラインは、長さ55mである。 

２）サイドラインは、長さ91.4mである。 

３）ゴールラインは、バックラインの一部でゴールポスト間の部分である。 

４）センターラインは、２本のサイドラインの中点を結んだラインである。 

５）23mラインは、バックラインから22.9m（各ライン外側同士の長さ）地点にバックラインと平行で両サイドライ

ン間に描かれたラインである。23mラインとバックライン及び両サイドラインで囲まれたエリアを23mエリアと

呼ぶ。 

６）サークルラインは、ゴールラインから14.63m（両ライン外側同士の長さ）地点にゴールラインと平行なラインと、

そのラインの両端からバックラインに向かってゴールポストの内側角を中心として半径 14.63m の四分円のライ

ンのことである。 

サークルラインとバックラインに囲まれたエリアをサークルと呼ぶ。 

サークルラインは、サークルの一部である。 

サークルの5.00ｍ外側に破線を引く。この破線は、サークルラインの外側の縁から破線の外側の縁までの長さを

5.00ｍとする。破線の間隔は3.00ｍずつ、破線の長さは300mmとする。 

注：シニアの国際大会を実施する場合は、サークルから5.00ｍ外側の破線が必須です。 

５．マーク 

１）サイドラインの外側に向かって、バックラインから14.63m（ライン及びマーク外側同士の長さ）地点に長さ30cm

のマークを印す。 

２）バックラインの外側に向かって、ゴールポスト外側角から 5m と 10m（マーク外側までの長さ）地点に長さ 30cm

のマークを印す。 

３）バックラインの外側に向かって、バックライン中点から1.83m（マークの内側までの長さ）地点に長さ15cmのマ

ークを印す。 

４）ペナルティスポットは、ゴールの中央から6.475m（バックライン外側からの長さ）地点を中心に直径15cmのス

ポットを印す。 
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６人制プレイフィールドのマーキング 

１．プレイフィールドは、バックラインとサイドラインで仕切られた長方形である。 

２．ラインとマークの幅は75㎜である。 

３、サイドライン及びバックラインの周囲にあるマークもプレイフィールドに含まれる。 

４．ライン 

１）バックラインは、長さ30mである。 

２）サイドラインは、長さ50m～55mである。 

３）ゴールラインは、バックラインの一部でゴールポスト間の部分である。 

４）センターラインは、２本のサイドラインの中点を結んだラインである。 

５）サークルラインは、ゴールラインから 12m（両ライン外側同士の長さ）地点にゴールラインと平行なラインと、

そのラインの両端からバックラインに向かってゴールポストの内側角を中心として半径12mの四分円のラインの

ことである。 

サークルラインとバックラインに囲まれたエリアをサークルと呼ぶ。 

サークルラインは、サークルの一部である。 

５．マーク 

１）サイドラインの外側に向かって、バックラインから12m（ライン及びマーク外側同士の長さ）地点に長さ30cmの

マークを印す。 

２）サイドラインの外側に向かって、バックラインから16m（ライン及びマーク外側同士の長さ）地点に長さ30cmの

マークを印す。さらにゴールライン中央から 16m（ライン及びマーク外側の長さ）地点にバックラインと平行に

長さ30cmのマークを印す。 

４）バックラインの外側に向かって、ゴールポスト外側角から4mと8m（マーク外側までの長さ）地点に長さ30cmの

マークを印す。 

５）ペナルティスポットは、ゴールの中央から6m（バックライン内側からの長さ）地点を中心に直径15cmのスポッ

トを印す 

６）必要に応じ、バックライン中点から1.83m（マークの内側までの長さ）地点から外側に向かって長さ15cmのマー

クを印す。 

注） 

（1）16mマークをサイドラインの外側 

（2）20mマークの削除 

（3）既存の施設においては、16mマーク及び20mマークを変更する必要はありません。また、これらのマークを消去し 

たり隠したりする必要もありません。 
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ホッケー競技場の施設・備品ガイドライン 

 
競技者、観客、競技関係者、運営関係者などに対して、安全、円滑そして快適に競技会を運営するために国際ホッケー連

盟のガイドラインに基づきJHA主催大会におけるホッケー競技場内の施設・備品のガイドラインを定める。 

 

１．ゴール    

１）ゴールは、ホッケー競技規則「フィールド及び装具について」に適合すること。 

２）ゴールポストとクロスバーの色は、白あるいはJHAが承認したピッチやボールと対照的な明るい色であること。 

３）ゴールポストとクロスバーの全面の角は、丸くする（半径3㎜±1㎜）こと。 

４）サイドボードとバックボードの内側は、衝撃吸収材（例えば、ゴム製）で覆うこと。 

５）予備のゴールを各フィールド当たり１基準備すること。 

２．ゴール用ネット 

１）ゴール用ネットは、ホッケー競技規則「フィールド及び装具について」に適合すること。 

２）ゴールネットを吊り下げる（フリーハンギング ネット）ための支柱やフレームは、ネットの外側にあり、ボール    

が支柱やフレームに当たって跳ね返らないこと。 

３）ゴールネットの色は、プレイフィールドと同色系を推奨する。 

４）予備のゴールネットを各フィールド当たり１枚準備すること。 

３．フラッグポスト 

１）フラックポストは、ホッケー競技規則「フィールド及び装具について」に適合すること。 

２）フラックポストの直径は22mmを推奨する。 

３）予備のフラッグポストを各フィールド当たり２本準備すること。 

４．テクニカルテーブル 

１）太陽光（まぶしさを避ける）と観客の視界を遮らないことを考慮し、どちらかのサイドライン側のピッチ中央に

配置する。 

２）テクニカルテーブルからピッチ全体（チームベンチ、スコアーボード、時計等）を見渡せること。 

３）テクニカルテーブルの前全面が、サイドラインから４～８ｍの距離にあること。 

４）テクニカルテーブルのエリアとして、最低６ｍ×３ｍの広さを確保すること。 

５）テクニカルテーブル（最低L4ｍ×D３ｍ×H2.2m）の横からピッチへのアクセスができること。 

６）雨、風、太陽光、散水が防げること。 

７）屋根や天井は、十分な高さがあり、観客の視界を妨げないようにすること。 

８）強化ガラス等で囲む場合は、窓を設置する等フィールドと直接コミュニケーションがとれるようにすること。 

９）テクニカルテーブルのフロアーは、ピッチより250mm以上の高さにすること。 

10）テクニカルテーブルに設置される机の大きさは、最低1800㎜×450㎜を２台とする。 

11）机の前面とサイドは、フロアーから机のトップまで覆われていること。 

12）テクニカルテーブルには、４名（オフィシャル ３名、リザーブアンパイア１名）が座れるようにすること。可能

であるならテクニカルテーブルのすぐ近くに、TD、UM、医療関係者、負傷者搬出用(担架)要員が座れるように

すること。 

13）照明、電気のコンセント、インターネットに接続されているパソコン、プリンター、天候に応じてヒーターを設

置すること。 

14）TD、大会本部、放送席等に連絡することができるコミュニケーションツールを準備すること。 

15）テクニカルテーブルに、退場者が座れる椅子をTDが指示する位置（テクニカルテーブル側面or前面）４脚準備

すること。ボールを防ぐために退場者の椅子の前面にネットかフェンス等（高さ0.7ｍ以上）を設置すること。 

16）ペナルティコーナークロック用の時計あるいはカード（１０秒･５秒）を準備すること。 

※サジェスションアンパイア、電光掲示板がある場合は不要。 

  17) テクニカルテーブルをスタンド中央に設置することもできる（観客の視界を遮らないことを考慮）。 

５．チームベンチ 

１） テクニカルテーブルから５ｍ以内の両サイドに設置すること。サイドラインからの距離は、テクニカルテーブルと

同じ距離とする。（※テクニカルテーブルからチームベンチの近い方の端までの距離。 

２）雨、風、太陽光、散水が防げる構造であること。 

３）屋根や天井は、十分な高さがあること。ただし、観客の視界を妨げないこと。 

４）チームベンチのエリアとして、最低８ｍ×３ｍの広さを確保すること。 

５）チームベンチの前全面にボールを防ぐためのネットやフェンス等（高さ0.7ｍ以上）を設置すること。 
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６）控え選手とチーム役員が座れる椅子があること（椅子の座面幅は最低1人370mm、可能であれば１列に座れる）

ように準備すること。 

また、チームドクターまたはフィジオによる処置スペースとチームの荷物等が置けるスペースをあること。 

７）電気のコンセント、必要により照明やヒーターを設置すること。 

８）チームベンチとしてベンチフード(サッカー競技で使用)があればそれを使用することを推奨する。 

６．防球フェンスや防球ネット（ホッケー競技場施設基準表２参照） 

１）ランオフエリアの外側に、ボールが外に出ることを防ぐための、防球ネット(通常サイドネットと呼ぶ、高さ1ｍ

以上)、フェンス、壁等を設置すること。 

２）バックライン側のランオフエリアの外側全面に観客等の安全のために高い防球ネットか防球フェンスを設置する

こと（ホッケー競技場施設基準 表2参照）。 

３）防球フェンスや防球ネットはボールが外に出ないためのものだけではなく、観客等の安全と視界を妨げないよう

に考慮すること。 

４）ボールがピッチの外側にでたことにより事故等が発生した場合、主催者は一切の責任を負わない。 

７．スコアボード、時計およびタイマー 

１）フィールド上のいかなる地点からも視認できる大きさのスコアボードと時計をテクニカルテーブルとチームベン

チから見える位置に設置すること。 

２）ハーフタイムとインターバルの時間経過およびを得点後とペナルティコーナークロックの 40 秒の時間経過を明

示するタイマー（秒単位表示）をプレイヤーから見える位置に設置することが望ましい。 

３）スコアボードと時計は、テクニカルテーブルから操作できることが望ましい。 

４）ハーフタイムとインター-バル時間の経過を表示する 

５）時計は、デジタル方式が望ましい。 

８．チェンジングルーム 

１）試合のチームには、スタジアム内にそれぞれ鍵のかかる部屋（チームベンチより25m以内を推奨）を１室準備す

ることが望ましい。また、各部屋にはシャワーが設置されていることが望ましい。 

２）アンパイアには、チームのチェンジングルームから離れた場所に鍵のかかる部屋を準備することが望ましい。ま

た、部屋にはシャワーが設置されていることが望ましい。 

３）競技場には、救護室を準備すること。また、救護室には、最低限の応急処置ができるファーストエイドキットと

AEDを準備すること。 

４）ドーピングを実施する大会では、ドーピングテストが実施できる部屋を準備すること。 

５）競技役員の待機及びミーティングスペースとしての部屋を１室準備すること。 

６）TD･UM専用の部屋を各１室準備すること強く推奨する。 

９．公認試合球 

公式試合で使用する公認試合球は、次の通りとします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

競技会 公認試合球（FIH公認ボール規格）

高円宮牌日本リーグ

全日本選手権（プレーオフ含む）

社会人プレミアムカップ

全日本社会人大会

国民スポーツ大会

全日本学生選手権大会

全日本大学王座決定戦・東西交流戦

全国高等学校選手権大会

全国高等学校選抜大会

全日本中学生選手権大会

全日本中学生都道府県対抗11人制

スポーツ少年団交流大会

全日本マスターズ大会

マスターズ Japan Cup

全国大会の予選会

・ＪＨＡ用具販売公認時業者が販売または提供したFIH公認ボールであること。
・大会実施要項には、競技会で使用するボールの商品名を明記すること。

グローバル規格

セルフ・ウェッティング規格

ナショナルエリート規格

グローバル規格

セルフ・ウェッティング規格

* イノベーション規格フィールドをドライ状態で使用するときに限定する。
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10．その他 

１）競技会場において受動喫煙が生じないように細心の注意を払わなければならない。 
２）競技会場は、障害者、高齢者、乳幼児、育児者や介護者などを含む（合理的配慮を前提とした）すべての利用者に

公平に対応することを原則とする。 
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フィールドおよびテーブル 主な用具・備品一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ゴール 3 基 予備１基

2 ゴールネット 3 枚 予備１枚

3 コーナーポール（フラッグ付き） 6 台 予備２台

4 得点板 1 台 テーブルやベンチより見える位置

5 時計 1(2) 台 試合時間、休憩時間、ＰＣクロック表示

6 シンビン 4 席 テーブルの左右or前各２席

7 防水シート 4 枚 ベンチ、テーブル用　予備１枚

8 コピー機 1 台 11番ＰＣ用プリンターと共用可

9 ネット環境（Wi-Fi) 1 回線 日本協会主催・共催大会必要

10 ノートパソコン 1 式 日本協会主催・共催大会必要　コンセント要

11 ＰＣ用プリンター 1 式 日本協会主催・共催大会必要　関連消耗品要

12 審判用インカム 6 台 日本協会主催・共催大会必要

13 無線通信機（トランシーバー） 3 台 日本協会主催・共催大会必要

14 扇風機・ストーブ 3 台 状況に応じ

15 WBGT測定器(暑さ指数計） 1 台 状況に応じ

16 ＡＥＤ 1 台

17 FIRST AID KIT 1 組

18 担架 2 台 頭部固定装置付きを推奨

19 PC防具ボックス 2 箱 ゴール裏に置きPC時使用の防具用ボックス

20 処置用手袋 2 箱 処置用(1) ボールパトロール用(1)

21 消毒用エタノール 2 本 予備１本

22 消毒用ポリバケツ 1 個

23 ブラシ 2 本 血液等の洗浄用

24 医療用手袋 1 箱

25 雑巾（タオル） 3 枚

26 ボール 2 打 １打、予備１打

27 計測リング 2 個

28 湾曲ゲージ 1 個

29 ハンドプロテクターボックス 1 個

30 GK防具ゲージ 1 組

31 警告用カード 2 組

32 ストップウォッチ 6 個

33 ホーン 2 個

34 ホイッスル 2 個

35 キャプテン用腕章 2 枚

36 ＧＫ用シャツ 3 枚 ３色各1枚

37 ボールパトロール用ビブス 3 組 3色（6～8枚）

38 レターケース 1 個 記録用紙等入れ

39 バインダー 4 枚 Ａ４版タテ型

40 クリアホルダー 4 枚 透明Ａ４版

41 ゴミ箱 1 個 テーブル用

42 メモ用紙 1 冊 テーブル用

43 筆記用具 1 組 鉛筆、ボールペン、マジック、消しゴム、定規等

44 テクニカルテーブル用プログラム 1 冊

45 大会要項、運営規程、競技規則 1 式

46 記録用紙、負傷報告書等 1 式

47 備品等補修関連用品 1 式 結束バンド、紐、黒布テープ、養生テープ、ハサミ等

48

49

50

備考 ・フィールド条件や大会の試合条件等を考慮し、必要な用品備品等を準備すること。

番号 品　　　目 数量 備　　　考 ✔欄
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用具製造販売事業者公認制度 

 

第１条（目 的） 

本制度は、国際ホッケー連盟のホッケー用具に関する規程を反映させ、安全かつ高水準の用具を日本国内に普及させるこ

とにより日本のホッケー競技の健全な発展と競技力向上を図ることを目的とする。 

 

第２条（用具製造販売事業者公認制度） 

１．第１条の目的に適合するホッケー用具の製造または販売を行う事業者で、希望する者に対し、公益社団法人日本ホ

ッケー協会（以下「JHA」という）は用具製造販売事業者の公認を行う。 

２．用具製造販売公認事業者は、第１条の目的に適合する事業者であることをJHAが公認したことを意味する。 

３．公認を希望する事業者は、所定の申請書（様式４）をJHAに提出しなければならない。 

４．JHA は申請書に基づき指定を希望する事業者が第１条の目的に適合しているか等の必要な審査を行いう。審査に合 
格した場合は、用具製造販売事業者の公認を行い、「用具製造販売事業者公認証」を交付する。 

５．新たに公認証を交付された事業者は、規定の新規登録料（30万円）をJHAに納付しなければならない。登録料が納

付されるまでは、公認は効力を有しない。 

６．用具製造販売公認事業者は、毎年取扱ブランドの登録の提出（様式５）と規定の年間公認料（30万円）を毎年6月末

日までにJHAに納付しなければならない。 

７．JHA公認事業者は、「用具製造販売公認事業者」であることを宣伝する権限が与えられる。 

 

第３条（用具） 

１．用具製造販売公認事業者が販売または提供した１）ボールを公認ボール２）スティックを公認スティック３）スティ

ック計測用リングおよび湾曲ゲージを公認リング、公認湾曲ゲージと呼ぶ。 

２．JHAが主催または共催する試合においては、用具製造販売公認事業者が販売または提供した公認ボールおよび公認ス

ティック以外のボールおよびスティックは使用できない。 

３．公認ボールおよび公認スティックは国際ホッケー連盟の規程に適合したものでなければならず規程を満たさない公認

ボールおよび公認スティックはJHAが主催または共催する試合では使用できない。 

４．JHAが主催または共催する試合で使用するFIH公認ボール製品の表面には、JHA公認マーク(JHA APPROVED NO.事業

者番号）が表示されていなければならない。（注１参照） 

５．JHAが主催または共催する試合で使用する公認スティックの表面には、シールまたはプリントによるJHA公認マーク

が表示されていなければならない。 

６．用具製造販売公認事業者は、自らが販売または提供する公認ボールおよび公認スティックが国際ホッケー連盟の規程

に適合するように努めなければならない。 

７．公認リングおよび公認湾曲ゲージは、それらのサンプルをJHAに提出し許可を得た製品とする。JHAが許可したそ

れらの製品については、事業者登録番号あるいはJHAの刻印を認める。 

８．用具に起因する事故の責任は用具製造販売事業者が負う。 

９．JHAは用具製造販売公認事業者が販売または提供する用具の適格性について責任を負わない。 

 

第５条（公認の取消し） 

１．用具製造販売公認事業者が次の各号に該当する場合は、公認を取り消す。 

(1) 第1条の目的に適合する事業者ではないとJHAに判断された場合。 

(2) 国際ホッケー連盟の規程を満たさない用具を販売、提供した場合。 

(3) 指定期日までに規定の年間公認料を納入しなかった場合。 

(4) JHAに不利益をもたらした場合。 

２．公認を取り消す場合は、当該の用具製造販売公認事業者に弁明の機会を与えたうえで決定し、その内容を公表する。 

 

第６条（公認の返上） 

１．用具製造販売公認事業者が公認を返上する場合は、「公認返上申請書」および「JHA 人工芝製造・販売指定企業証」

をJHAに提出しなければならない。JHAで申請書が受理された時点で、当該事業者の公認は効力を失う。 

２．公認を返上した事業者が、再度公認を希望する場合は、第２条３項に規定する申請書を提出しなければならない。 

３．公認返上から ２ 年以内に再公認を希望する場合は、新規登録料を免除する。 

 

第７条 本制度に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、JHAで協議し決定する。 
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公認事業者 事業者番号 住所

〒357-0006　埼玉県飯能市中山４０３－１

TEL　 042-973-6424

〒600-8125 京都府京都市下京区木屋町上ノ口富浜町180番地

TEL　 075-343-1122

〒916-0107 福井県丹生郡越前町上糸生83-20

TEL　 090-8704-7294

〒632-0081 奈良県天理市二階堂上ノ庄町141番地25

TEL　 0743-20-0542

〒567-0829 大阪府茨木市双葉町3番24号 オーキッドビル204号室

TEL　 072-609-7161
株式会社　SNOOZER JHA－K0008

株式会社 Majestic Plan JHA－K0007

株式会社 ジャンボ JHA－K0001

株式会社 ビッグバン JHA－K0002

326株式会社 JHA－K0006

 
付則 １）平成17年12月17日総会承認  ２）平成19年6月16日総会改正  ３）平成19年11月24日総会改正  

４）平成23年6月4日総会改正   ５）平成27年6月7日改正     ６）平成29年4月1日改定 

７）平成30年4月1日改定     ８）2019年4月1日改正       ９）2021年7月5日改正 

10）2022年4月1日改正 

 
 注１ JHA公認ボールには、 
     (1) 公式試合で使用するボールは、JHA公認ボールであること 
     (2)  JHA公認ボールは、FIH公認ボール製品（FIH公認マークがなくても良い）であること 
     (3) JHA公認ボールのJAH公認マーク（JHA APPROVED NO.事業者番号）は、 
        ① FIH公認マーク入り製品ではシールで表示すること 
        ② FIH公認マークなし製品では、シールかプリントで表示こと 
     (4) 事業者独自のJHA公認マークを使用する場合には 
        ① 事業者番号(JHA APPROVED NO.事業者番号）が表示されていること 

② JHAの承認を得ること 

 

資料１ 公認マーク 
   【公認スティックに表示するマーク】 

 

 

 

 

 

資料２ 用具製造販売公認事業者一覧 
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JHA 人工芝製造・販売指定企業制度 

 

第１条（目 的） 

本制度は、国際ホッケー界の趨勢を反映させ、安全で高水準の人工芝フィールドの普及、及び日本のホッケー競技力

向上と競技の発展を図ることを目的とする。 

 

第２条（人工芝製造・販売企業指定） 

1. JHA（公益社団法人日本ホッケー協会）人工芝製造・販売企業の指定を希望する企業は、「JHA人工芝製造・販売

指定企業申請書」をJHAに提出する。 

2. JHAは、JHA事業本部競技運営部で協議し、JHA理事会の承認を得て指定を認める。 

3. JHAは、その結果を申請企業に通知する。 

4. JHA から指定を受けた企業は、新規指定登録料 ３０ 万と年間指定料をJHA へ納入すること。JHAは、その納

入が確認されれば「JHA人工芝製造・販売指定企業証」を交付する。 

 

第３条（製造・販売製品） 

1. JHA公認ピッチは、JHA指定企業が製造・販売するFIH（国際ホッケー連盟）公認人工芝製品あるいはJHA 公認

人工芝製品とする。  

2. JHAが主催する国内競技会は、「JHAホッケー競技場施設基準」に基づいたJHA公認フィールドで実施する。 

3. JHAより要請があるとき、指定企業は、製造・販売する製品などに関する情報・試料・資料等を提供しなければな

らない。 

4. 指定企業は、「JHA人工芝製造・販売指定企業」を宣伝する権限が与えられる。 

 

第４条（年間指定料） 

1.  指定企業は、年間指定料 ３０ 万円を毎年６月末までに、JHAへ納入するものとする。 

 

第５条（指定の取消し） 

   次の各号に該当する場合は、指定を取り消し,その旨をJHAホームページ等で公示する 

       1) 年間指定料が納入されない場合。 

       2) その他、JHAに不利益をもたらすような事態が生じた場合。 

    3) 取り消された企業は、 「JHA人工芝製造・販売指定企業証」 をJHAへ返却しなければならい。 

 

第６条（指定返上） 

1. 指定返上を希望する企業は、「 JHA指定返上申請書 」および「 JHA人工芝製造・販売指定企業証 」をJHAに
提出・返却すること。 

2. 指定を返上した企業が、再度指定を希望する場合は、第２条に基づいて申請手続きを行わなければならない。 

3. 指定返上から ２ 年以内に再指定を希望する場合は、新規指定登録料を免除する。 

 

第７条（その他） 

1.  本制度に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、JHA事業本部競技運営部で協議し決定する。 

2.  JHA事業本部競技運営部長は必要に応じ随時会議を招集することができる。会議の出席者は、JHA事業本部競技

運営部長が必要と認める者（JHA、JHA指定企業、JHA指定性能検査機関等）とする。 

3.  JHA指定性能検査機関は、本制度に準じる。 

 

 

   付 則 1. 平成23年5月23日施行      

2. 平成29年4月1日改定・平成29年5月20日修正 

         1)  平成29年3月31日現在、JHA 人工芝製造・販売指定企業にたいして、平成29年度年間指定料の納入

を確認後に「JHA 人工芝製造・販売指定企業証」発行する。 

         2) 「人工芝指定企業連絡協議会規約」は、廃止する。 

      3． 2023年4月1日改定 組織変更に伴う修正 
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資料１ JHA人工芝製造・販売指定企業一覧 

 

 

指定企業 指定番号 住所

東京都港区芝一丁目１１番１１号
住友不動産芝ビル１５F
TEL: 　03-4218-9341 

E-mail: yohei.kishi@astro-sp.com
東京都港区東新橋1丁目5番2号
汐留シティセンター10階
TEL:　 03-6758-1060

E-mail: nakanos@sekisuijushi.co.jp

東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-11
TEL:　 03-5649-2400
E-mail: info@e-assist.co.jp

東京都中央区日本橋本石町4-11-5
住友不動産日本橋本町ビル8F
TEL:　 03-6736-5404
E-mail: j-nishida@kaken.or.jp

大阪府大阪市西区江戸堀2-5-19
大阪事業所
TEL:　 06-6441-0315
E-mail: ujihashi.shogo@kaken.or.jp

JHA指定性能検査機関

一般財団法人
カケンテストセンター JHA－AT201700

アストロスポーツ株式会社
（旧：MCCスポーツ株式会社） JHA－AT201701

積水樹脂株式会社 JHA－AT201704

アシストインターナショナル株式会社 JHA－AT201705
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2026 年 4 月 1 日 

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中

日本社会人ホッケー連盟 御中  

日本学生ホッケー連盟 御中  

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

マスターズ部会 御中

U-15 カテゴリー部会 御中

U-12 育成グループ 御中

各ブロック各都道府県競技長・審判長 各位 

公益社団法人 日本ホッケー協会 

競技運営部 部長 安枝 和子 

２０２６年度競技に関わる規程および通達変更点について 

平素より、本協会の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、標記の

件につきまして、２０２６年度競技に関わる各規程および通達の変更点を下記のとおりご連絡いたします。 各ブロ

ックならびに各都道府県におかれましては、内容をご確認のうえ、関係各位への周知徹底をお願いいたします。 

記 

１．２０２６年度 競技に関わる規程改正一覧（2026 HOCKEY HANDBOOK） 

(· )競技規則の改正について

(· )大会運営規定の改正について

(· )登録・資格に関する規程の改正について

※上記につきましては 2026 年度版 HOCKEY HANDBOOK を日本ホッケー協会 HP に掲載しております

のでそちらを参照してください。 

２．２０２６年度 競技に関わる適用通達について 

•監督、選手、コーチ、手当者の兼任について(2026.4.1)

•競技会における TD,UM の配置について(再通知)(2026.4.1)

•国民スポーツ大会ブロック予選実施時の試合時間ストップ制の推奨について（2024.5.21）

•競技者の人数についてのガイドライン（2023.3.27）

•公認スティックシールの厳格な取り扱いについて（2023.11.7）

•JHA 公認試合球について(2021.7.5)

•チームベンチ内でのビデオ（カメラ）撮影について(2023.7.5)

適用開始日：2026 年 4 月 1 日 

以上 
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2026年4月1日 

都道府県ホッケー協会 御中  

ホッケージャパンリーグ 御中

日本社会人ホッケー連盟 御中

日本学生ホッケー連盟 御中

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中

マスターズ部会 御中

U-15カテゴリー部会 御中

U-12育成グループ 御中

各ブロック各都道府県競技長・審判長 各位

公益社団法人 日本ホッケー協会

競技運営部 部長 安枝 和子 

競技会におけるTD、UMの配置について（再通知） 

皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、「競技会におけるTD、UMの配置について（通知）」（2018 年 6月 26 日付）にてTD、UMの配置のお願いをし
ているところでありますが、現状を踏まえ改めて通知させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいた
します。 

記 

1. TD、UM 配置の意義

競技会開催中の事故や不適切な言動に基づく問題が発生した場合には、責任を持って対応する責任者の所在を

予め明確にしておく必要があります。更にはホッケー競技の発展を視野に入れたメディアや観客への対応を適切に

実施していく大会運営体制も必要です。そのためにTDを設置した運営体制で実施する大会を定着させていかなけ

ればならないと考えています。また、試合中には重要な役割を担う審判員を適切に監督・指導するUMは、TDを補

佐し、技術的内容についての責任を持つことができるため、一定以上の規模の大会についてはTDの補佐として

UMの配置が円滑な大会運営には必要です。 

2. TD、UMを配置する大会

下記の大会の開催にあたっては、主催者はTD、UMを配置して運営してください。

全国大会（JHA が主催、共催）--- TD、UM を配置して実施します。ブロ

ック大会（※）--- TD、UMを配置してください。 

都道府県大会（※）--- TDを配置してください。UMの配置を推奨します。 

上記以外の大会 --- TD、UMの配置を推奨します。 

※ブロック大会：全日本中学生選手権大会、全国高等学校選手権大会（インターハイ）、

全国高等学校選抜大会、全日本社会人大会、国民スポーツ大会の予選会に相当するブロック

での大会 

都道府県大会：全日本中学生選手権大会、全国高等学校選手権大会（インターハイ）、 

全国高等学校選抜大会、全日本社会人大会、国民スポーツ大会の予選会に相当する

都道府県内での大会 
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3. 大会TDの資格

公認競技役員規程（第7条）に記載のとおり、適切な資格保有者でなければなりません。テクニカルオフィシ

ャル2級有資格者は全国大会以外（ブロック大会、都道府県大会、及びその他の大会）のTDを行うことがで

きます。大会の規模や予算制約により大会TDが試合のTOを兼務することも可能です。

なお、予算制約、要員制約により有資格者のTD配置がどうしても困難な場合は、責任のとれる適任者を配置

することも可能としますが、事前に当該ブロック競技長の了承が必要です。

4. UMの資格

公認競技役員規程（第7条）に記載のとおり、適切な資格保有者でなければなりません。但し、予算制約、要

員制約により有資格者のUM配置が困難な場合は、ブロック・都道府県審判長、A級・B級資格保有者、A級・B

級引退者をUMとして配置することも可能としますが、事前に当該ブロック審判長の了承が必要です。また、

大会の規模によりTOや試合の審判員と兼務することが可能です。

5. 適用日

2026年4月1日

なお、「競技会におけるTD、UMの配置について（通知）」（2018 年 6月 26 日付）は2026年4月1日で廃止し

ます。

6. 参考資料

「競技会におけるTD、UMの配置について（通知）」（2018 年 6月 26 日付）

以上 

【お問合せ先】 

公益社団法人  日本ホッケー協会事業本部 
競技運営部  西澤 英一郎

E-mail: co@japan-hockey.org

116

mailto:co@japan-hockey.org


2026年4月1日 

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中 

日本社会人ホッケー連盟 御中 

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

マスターズ部会 御中 

U-15 カテゴリー部会 御中 

U-12育成グループ 御中 

各ブロック、各都道府県競技長・審判長 各位 

公益社団法人 日本ホッケー協会 

事業本部競技運営部 部長 安枝 和子 

監督、選手、コーチ、医療スタッフの兼任について（通達） 

平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、「監督、選手、コーチ、手当者の兼任について（通知）」（2018年7月7日付け）及び「監督、選手、コーチ、手

当者の兼任の徹底について（通知）」（2021 年6月24日付け）にて周知を図ってまいりました、監督、選手、コーチ、医療

スタッフの兼任に関しまして、一部大会について通知内容と異なる運用が行われていることが確認されました。つきまして

は2026年度より改めて徹底いただきたく以下、通達させていただきます。 

また、本通達にあわせ以下の通知については廃止とさせていただきます。 

「監督、選手、コーチ、手当者の兼任について（通知）」（2018年7月7日付け） 

「監督、選手、コーチ、手当者の兼任の徹底について（通知）」（2021 年6月24日付け） 

記 

1. 選手、コーチ、監督の兼任の可否について

(1) 全日本選手権大会及び大会の結果が全日本選手権大会の出場権に関わる大会における、複数のチームにわたる監

督・コーチ・選手の兼任は認めない。ただし、自身の所属するチーム内で選手兼コーチ、選手兼監督の兼任は認

める。その場合は、「選手」「チームスタッフ」の両方での登録が必要。また、その他の大会においても、本通達

及び大会実施要項等に定められていない場合は同様とする。

例１） 全日本社会人ホッケー選手権大会で、同じチームの監督兼選手として大会参加することは可能。 

例２） 全日本社会人ホッケー選手権大会で、男子チームでは選手/コーチ/監督、女子チームではコーチ/監督

という参加は認められない（男子・女子逆でも同等）。男子・女子の種別は異なるが同一大会とみな

す。 

(2) 別大会の場合の兼任は認める。

例３） 全国高等学校ホッケー選手権大会で監督として参加し、全日本学生ホッケー選手権大会で監督をするこ

とは認める。ただし、高校チーム、大学チームのそれぞれに「チームスタッフ」としての登録が必要。 

例４） 全日本学生ホッケー選手権大会で監督として参加し、全日本社会人ホッケー選手権大会で選手、選手兼

コーチ、選手兼監督として参加することは認める。ただし、大学チームで「チームスタッフ」として登

録し、社会人チームで「選手」・「チームスタッフ」（必要に応じて）としての登録が必要。また、両チ

ームが全日本選手権大会の出場権を得た場合には、どちらかのチームでのみ登録及び参加が認められる 

(3) 全国大会の予選会もその同一大会とみなす。すなわち、全日本社会人ホッケー選手権大会のブロック大会で男子

チームの選手で大会参加登録を行い当該チームがブロック予選会にて敗退した場合、女子を含む他のブロック予

選会及び本大会に参加するチームの監督、コーチ、選手として登録することはできない。

例５） 全日本社会人ホッケー選手権大会関東ブロック予選会の男子チームの選手で大会参加登録した場合、近

畿ブロック予選会の女子チームのコーチとして大会参加登録することは認められない。 
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2. 医療スタッフの兼任の可否について

(1) 医療スタッフは、同一大会内であっても制限なく兼任を認める。ただし、選手として登録をしている者が、他の

チームで医療スタッフに従事する場合は、別途「チームスタッフ」としての登録が必要。同チームであれば「チ

ームスタッフ」としての登録は必要ない。なお、同一種別の別チームに同時に登録することも可能であるが、当

該チーム同士が対戦する場合は、どちらか一方のチームでしかスターティングリストにエントリーできない。

例６） 全日本学生ホッケー選手権大会に男子チームの医療スタッフとして参加登録し、同時に参加している別

のチーム（男女関係なく）の医療スタッフとして参加することができる。 

例７） 全日本学生ホッケー選手権大会の男子チームの監督として参加登録し、同時に参加している別のチーム

（男女関係なく）の医療スタッフとして参加することができる。 

(2) 医療スタッフは試合中、手当の業務に専従し、試合時間中（インターバル及びハーフタイムを含む）にフィール

ド及びベンチ内においてコーチングを行うことを厳に禁止する。コーチングを行っていることが認められた場

合、大会TDにより退席処分及び以降の試合への参加を認めない処分を行う場合がある。

例８） 医療スタッフとしてスターティングリストにエントリーされている医療スタッフが、インターバル中に

明確なコーチングを行うことは認めない

3. 国民スポーツ大会出場にかかる制限

(1) 全ての役職において、同一都道府県での出場しか許されない。すなわち、医療スタッフを含め全ての役職におい

て、同一都道府県以外での兼任はできない。

(2) 監督・コーチ・選手では、種別をまたいでの兼任は認められない。

(3) 医療スタッフについてのみ、同一都道府県内であれば兼任を認める。

例９）A県少年男子チームの「監督」はA県少年女子チームの医療スタッフとして参加できる。

4. その他

(1) 「チームスタッフ」の制限について、ホッケー日本リーグ、全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦全国

高等学校ホッケー選手権大会、全日本中学生ホッケー選手権大会、全国スポーツ少年団ホッケー交流大会、全日

本マスターズホッケー大会、全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会、全国高等学校選抜ホッケ

ー大会については、実施要項もしくは大会レギュレーションで定める。

(2) この通達は、各種ブロック予選会も同様の扱いとする。

5. 適用期日：2026年4月1日より適用

【お問合せ先】 
公益社団法人  日本ホッケー協会事業本部 

競技運営部  西澤 英一郎
E-mail: co@japan-hockey.org 
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【お問合せ先】 

公益社団法人日本ホッケー協会

事業本部競技運営部 競技部 

電話 03-6812-9200 

E-mail info@japan-hockey.org 

2024年5月21日 
都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中

日本社会人ホッケー連盟 御中

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中

マスターズ部会 御中

U15 カテゴリー部会 御中

スポーツ少年団部会 御中

各ブロック、各都道府県競技長・審判長 各位

公益社団法人 日本ホッケー協会事業本部 

競技運営部長 千 野 雅 人 

国民スポーツ大会ブロック予選実施時の試合時間ストップ制の推奨について（通達） 

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、国民スポーツ大会ブロック予選では、試合スケジュールの都合やフィールド環境の関係から、試合をノンストッ

プ制で実施しております。しかし、国民スポーツ大会本大会ではストップ制を採用しており、予選にあたるブロック大

会においてもストップ制（PC 時の試合時間の停止）の導入を推奨致します。 

関係各位におかれましては、ご理解をいただき、ご対応いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

記 

1. 趣旨

国民スポーツ大会ブロック予選では試合時間をノンストップ制で実施しています。これは、試合スケジュール

の制約、会場利用時間、フィールド環境などの要因によるものです。一方国民スポーツ大会ではストップ制が導入さ

れており、ブロック予選から同一条件を適用すべきと考えられます。

また、ホッケーの魅力を多くの人に伝える観点からも、ストップ制の導入により多くの得点機会が増加する効

果が期待できます。

2. 実施

国民スポーツ大会ブロック予選では多くの試合を実施されることを考慮し、全試合又は決勝戦や準決勝等から

の積極的に導入することを推奨いたします。TD 等とご相談の上ご判断いただきますよう、お願いいたします。 

3. その他

ブロック大会を含む各種大会においても、ストップ制の導入を積極的に検討・推奨します。

4. 適用開始日

即日
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2023 年3 月27 日 

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中

日本社会人ホッケー連盟 御中

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中

マスターズ部会 御中

中学校部会 御中

スポーツ少年団部会 御中

各ブロック、各都道府県競技長・審判長 各位

公益社団法人 日本ホッケー協会 

事業本部競技運営部 部長 千野 雅人 

2023 年度 競技規則ならびに競技運営規程等について（通達） 

平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、2023 年度 競技規則ならびに競技運営規程等に関し下記の通り通達いたします。 

記 

１ 通達事項 

１)競技者の人数についてのガイドライン

２) 6 人制ホッケー競技規則 及び 試験的規則等
３）競技にかかわる規程類の改廃について

【お問合せ先】 

公益社団法人 日本ホッケー協会 

事業本部競技運営部 西澤 英一郎
一

 

E-mail: technical-com.jha@outlook.jp
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競技者の人数についてのガイドライン（通達） 

2023 年度適用の競技運営規程において、棄権・失格の事由として、出場選手の下限についての内容を削除しており

ます。これは国際ホッケー連盟の規程に沿う形での改訂となりますが、国内における競技の安全性、公平性を考慮し、 

他の競技の規則/規程を参考にガイドラインを制定いたしました。 

関係各位におかれましては、ご理解をいただき、大会運営規程策定時にガイドラインを参考に対応いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

１ 2023 年度競技運営規程（2 重取り消し線を削除） 

13. 棄権・失格

13.1 と13.2

a 公認される事由なく試合開始時に試合に出場する選手が11 名に満たないチーム、試合を棄権したチ 

ーム、試合拒否ないし試合を終了させることを拒否したチーム、公式試合記録への署名を試合終了 

後１０分以内に完了しなかったチームは、大会を棄権したものと見なす。 

２ 競技者の人数についてのガイドライン 

いずれかのチームが7 人未満（６人制は４人未満）の場合、試合は開始も続行もされない。 

試合中の負傷（その試合で引き続きプレイする可能性がある場合）や、一時退場で7 人未満（６人制は４人未 

満）となった場合、試合は続行される。 

① 参加申込時は、選手11 名（6 人制は6 名）以上であること

② 試合前のメンバーチェックを受けていない選手は、その試合でプレイすることは出来ない

３ 大会運営上の注意点 

① 競技者の人数については、大会の状況と安全面を考慮して各部会、連盟等の大会統括団体で協議して

決定すること。決定内容について大会実施要項又は大会運営規程に明記し参加全チームに周知するこ

と。

② 試合中の負傷（その試合でプレイする可能性がある場合）、一時退場で7 人未満（６人制は４人未満）と

なった場合についても、その対応を明記すること。
４ 適用開始日 

2023 年4 月1 日 
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6人制ホッケー競技規則 及び 試験的規則等（通達） 

2022年は日本国内では2019年版ホッケー競技規則の全面改定による新規発行は行わず、下記の通り該当箇所を通

知することにより周知いたしました。2023年は、6人制ホッケーについても本通知にて周知することといたしました。 

また、6人制ホッケーにおいては試験的規則を導入いたします。試験的規則の実施については、各部会、連盟等の

大会統括団体で協議し決定してください。あわせて、参加チームには、周知して大会を実施することをお願いいたし

ます。 

I 【競技規則】 
１ 競技フィールド 

1.2 
原文： 

すべてのラインは75mm であり、フィールドの一部である。規程の長さを実践で描く。 

試験的規則： 

すべてのラインの幅は50mm 又は75mm であり、フィールドの一部である（プレイに影響がなければ50mm 

と75mm が混在してもよい）。規程の長さを実線で描く。 

1.3 その他のマーク
原文 

a. センターラインは全長を直線で引く。

試験的規則 

a. センターラインは全長を直線で引くか、150～300 mm のセンタースポットとサイドライン上にフィール

ドの外側に向かって150～300 mm のセンターマークをしるす。

原文 

b. バックラインより12 m のサイドライン上に、フィールドの外側に向かって300 mm のマークをしる

す。（4 ヶ所）

試験的規則 

b. バックラインより12 m のサイドライン上に、フィールドの外側に向かって150～300 mm の12m マー

クをしるす。（4 ヶ所）

原文 

b. ペナルティコーナーを行う時のために、各バックラインの外側に向かって長さ300 mm のマークがしるさ

れる。
試験的規則 

原文 

c. ペナルティコーナーを行う時のために、各バックラインの外側に向かって長さ150～300 mm の8m およ

び4mマークをしるす。

d. コーナーを行う時のために、バックラインから16 m のサイドライン上にフィールドの内側に向かって300 

mm のマークをしるす。また、ゴールラインから16 m のフィールド中央部にも長さ300 mm のマークを

しるす。 
試験的規則 

e. コーナーを行う時のために、バックラインから16 m のサイドライン上にフィールドの外側に向かって150

～300mm の16m マークをしるす。また、ゴールラインから16 m のフィールド中央部にも長さ150

～300 mm の16m スポットをしるす。
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原文 

f. シュートアウトを行う時のために、各ゴールラインからフィールド内中央20 m の地点に長さ1 m のライ

ンをしるす。これは、ゴールラインの外側の縁からシュートアウトラインの中央に近い縁までの長さを20 

m とする。 

試験的規則 

原文削除 

 

図1 競技場（試験的規則の導入） 

原文 マークの呼称 

 

試験的規則 
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4 プレイヤーの服装と装備 

4.2 

原文 

ペナルティコーナー及びペナルティストロークの実施中、サークル内でその守備をおこなう場合、顔に密着する

ようなフェイスマスクの装着が許される。フェイスマスクは、表面がなめらかなものか、顔の形に添った金属製

の網（ガード）のついたもので、色は透明か白、ほかの色の場合は単色であればよい。フェイスマスクの着用は、そ

もそもペナルティコーナーの守備を安全に行うことが主たる目的であって、その根本となる精神に則って着用が

許されていることを常に認識しておかなければならない。 

変更後 

ペナルティコーナー及びペナルティストロークの実施中、サークル内でその守備をおこなう場合、顔に密着する

ようなフェイスマスクの装着が許される。フェイスマスクは、表面がなめらかなものか、顔の形に添った金属製 

の網（ガード）のついたもので、色は透明か白、ほかの色の場合は単色であればよい。守備者がPC 用の防具を 

取り外す適切な機会が無かった場合、自陣エリアにいる間、ペナルティ無しで防具を着用し続けることができる。 

すべてのプレイヤーは、自陣エリアから出る前、または審判から指示されたときに、すべての保護具を外さなけ

ればならない。 

6 試合の開始と再開 

6.5 

原文 

ｄ．他のプレイヤーは、全員、ボールから少なくとも4 m 以上離れていなければならない。（自陣側にいる必要 

はない）

変更後 

ｄ．他のプレイヤーは、全員、ボールから少なくとも4 m 以上離れていなければならない。（自陣側にいる必要 

はない） 

<文言追加>― ペナルティコーナー実施中に、ブリーが与えられた場合はペナルティコーナーが再び与えられる。 

9 プレイの細則：プレイヤー 

9.10 

原文 

上げられたボールが落下してくる時、そのボールを受けたり、コントロールしたり、グラウンド上に 戻そうとした

りしているプレイヤーがいる時は、相手側はそのプレイヤーから4 m 以内の距離に近づいてはならない。 

変更後 

上げられたボールが落下してくる時、そのボールを受けたり、コントロールしたり、グラウンド上に戻そうとし

たりしているプレイヤーがいる時は、相手側はそのプレイヤーから4 m 以内の距離に近づいてはならない。落下

地点でレシーブしようとしているプレイヤーに対し、4 m より離れた地点から近づいてボールをインターセプト 

することができる。ただし、プレイヤー同士がプレイ可能範囲内 でないこと、かつ安全にプレイできる状態である

こと。 

13 罰則の実施手順 

13.3 ペナルティコーナーは、以下のように実施される。 

原文 

g. 残りの守備プレイヤーは、センターラインの向こう側にいなければならない。

試験的規則 

g. 残りの守備プレイヤーは、相手チームのバックラインから16 m 以内にいなければならない。

13.5 ペナルティコーナーは以下の場合に完遂されたこととなる。

原文 

g. ブリーが与えられた時。

変更後 

原文削除 
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付録 

6 人制のシュートアウト戦 

1 シュートアウト戦の人数 

原文 

…3 名のシュートアウト実施プレイヤーと1 名のゴールキーパーは、シュートアウト戦の始まる前に監 督から当 

該テクニカルオフィサーに申し出て、シュートアウトを行わなければならない。 

変更後原文削除  

5 シュートアウト戦の開始線と規定タイム（試験的規則の導入）原文 

シュートアウト戦は、ゴールラインからフィールド中央の20 m 地点に引かれたライン上にボールを置いて、シュート

アトを行うプレイヤーとゴールキーパーにより、1 対1 の攻防を行う。シュートアウトは、8 秒以内にボールがゴールライン

を完全に通過したときに、その得点が認められる。シュートアウトを行うための開始線は、ゴールラインのフィールドの内側

の縁から20 m ラインのセンターラインに近い縁までを20 m とする。 

試験的規則 

シュートアウト戦は、ゴールラインからフィールド中央の16 m 地点に引かれた16m スポット上にボールを置いて、シ

ュートアウトを行うプレイヤーとゴールキーパーにより、1 対1 の攻防を行う。シュートアウトは、6秒以内にボールがゴー

ルラインを完全に通過したときに、その得点が認められる。シュートアウトを行うための開始線は、ゴールラインのフィール

ドの内側の縁から16 m スポットのセンターラインに近い縁までを16 m と 

する。 

II 【適用開始日】 

2023年4月1日 
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2023年 11月 7日 

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中 

日本社会人ホッケー連盟 御中 

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

マスターズ部会 御中 

中学校部会 御中 

スポーツ少年団部会 御中 

公益社団法人 日本ホッケー協会 

 競技運営部 部長 千野 雅人 

公認スティックシールの厳格な取扱いについて（通知）

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、JHA公式試合にて公認スティックシールの悪用事例が見られました。つきましては、再度厳

格な取扱いをお願いするとともに、発覚時には行動規範〔「競技運営規程付属書 4・5に記載」〕と

照らし合わせ、厳格に対処いたします。関係各位におかれましては、再度確認いただき、周知いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

記 

１、 発覚経緯 

JHA主催大会において、選手より日本では取り扱っていないブランドのスティックがあるとの情

報があった。スティックを確認したところ、JHAの公認シールが貼られていた。しかし、スティ

ックに添付されていた公認シールの業者では、そのスティックが取り扱われていないことが判明

(ブランド登録一覧表と照合)した。また、国内では流通していないブランドのスティックである

ことが確認できた。所有者に確認したところ、日本国外で購入し、公認シールを所有者が自ら貼

ったことを認めた。 

２，JHAの定めている規定 

用具製造販売事業者公認制度第 3条 2では、「JHA が主催または共催する試合においては、用具

製造販売公認事業者が販売または提供した公認ボールおよび公認スティック以外のボールおよび

スティックは使用できない」と定めております。 

３，今後の対応、対策 

  本事案は用具製造販売事業者公認制度の信頼を揺るがす行為であり、意図的かつ悪質であると考

えております。今後このような事案が発生した場合は、行動規範に照らし合わせ、出場停止処分

等の厳格な処分を行わせていただく事があります。また、試合前に行われるスティックチェック

について、ブランドを個別に確認するなどの対策を強化いたします。 
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2021 年 6 月 1 日 

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中

日本社会人ホッケー連盟 御中

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中

マスターズ部会 御中 

中学校部会 御中 

スポーツ少年団部会 御中 

各ブロック、各都道府県競技長・審判長 各位

公認用具製造販売事業者 各位 

 

公益社団法人 日本ホッケー協会

技術委員会 委員長 平尾 豊 

 
JHA 公認試合球について（通知） 

 

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、2019 年 FIH ホッケーボール基準（FIH Hockey Ball Standard）の発行に伴い、国際試合で使

用される FIH 公認ボールの一覧が示されました。 

つきましては、JHA が主催または共催する公式試合で使用する公認試合球について下記の通り基準を

設けましたので通知します。 

関係各位におかれましては、ご理解をいただき、周知及び対応いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

 
記 

 
１ 公認試合球 

公式試合で使用する公認試合球は、次の通りとします。 

１）公認試合球は、用具製造販売公認事業者が販売する FIH 公認であること。（表１） 

２）公認試合球の表面には、JHA 検定マーク（JHA 事業者番号入り）がシールまたはプリント(注)

で表示されていること。 

３）表２に定める競技会では、それぞれ規定された公認試合球を使用すること。 

 
２ その他 

１）FIH 公認ボールは、随時更新されますので、FIH ホームページで確認してください。 

２）公式試合で使用する公認試合球については、大会実施要項等で製造会社および製品名を必ず

明記してください。 
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表１ FIH 公認ボール（2021 年 4 月現在） 

表２ 公認試合球規定 

【お問合せ先】

公益社団法人日本ホッケー協会技術委員会

栗原崇 (technical-com.jha@outlook.jp) 

下線注）2021 年 7 月 5 日公認試合球の JHA 公認マークについて（訂正通知）により

「プリント」から本文表記「シールまたはプリント」に修正されております。 
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2021年 7月 5日  

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中 

日本社会人ホッケー連盟 御中 

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

マスターズ部会 御中 

中学校部会 御中 

スポーツ少年団部会 御中 

各ブロック、各都道府県競技長・審判長 各位                      

 

公益社団法人 日本ホッケー協会 

                技術委員会 委員長 平尾 豊 

 

チームベンチ内でのビデオ（カメラ）撮影について（通知） 

 

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、試合中のチームベンチ内でのビデオ（カメラ）撮影について下記の通り許可いたしますの

で通知します。 

  関係各位におかれましては、ご理解とご協力をいただき、周知いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

記 

 

１ 試合中のチームベンチ内でのビデオ（カメラ）撮影の許可条件 

  １）試合の円滑な進行に支障がないこと 

  ２）撮影者は、スターティングリストに記載した者であること 

３）撮影の位置は、テクニカルテーブルから遠い方のベンチ内で撮影すること 

４）ビデオ（カメラ）の台数は、必要最低限にすること 

５）チームの監督は、ベンチ内の安全に責任を負うこと 

  ６）チームの監督は、私的利用を目的とした撮影であることを理解し、相手チーム及び関係者の

肖像権等を侵害しないよう留意すること 

  ７）大会主催者、テクニカルデリゲート（TD）及びテクニカルオフィサー（TO）からの指示には

従うこと 

 

【お問合せ先】 

公益社団法人日本ホッケー協会技術委員会 

 森 義彦 (technical-com.jha@outlook.jp) 
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公益社団法人 日本ホッケー協会 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4番 2号 Japan Sport Olympic Square 

TEL:03-6812-9200 

FAX:03-6812-9210 
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